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中医臨 検一1  

2 1． ヰ． 2 2  

平成20年度診療報酬改定の結実検証に係る特別調査  

（平成20年度調査）の結果について（たたき台）  

2 「病院勤拐医の負担軽減の実態言周査」の結果について  

（1）調査の目的  

病院勤務医の負担軽減策の取組み状況等の把握、および病院勤務医の負担軽減  

と処遇改善等の把握を自的とした。  

（2）調査方法及び調査の概要  

＜施設調査＞  

平成20年7月1日現在で「入院時医学管理加算」、「医師事務作業補助体  

制加筆」、「ハイリスク分娩管理加算」のいずれかの施設基準の届出をしてい  

る病院、1，151施設に対し、平成20年12月に調査票を発送。  

＜医師責任者調査・医師調査＞  

吉局査対象となった病院における診療科責任者及び医師を調査対象とした。  

1施設当たり医師責任者最大8名（各診療科につき1名×最大8診療科）、  

医師最大24名（各診療科につき3名×最大8吉多療科）。  

（3）回収の状況  

＜施設調査＞  

発送教：1．151施設 回収薮：516施設（回収率44．8％）  

＜医師責任者吉局査・医師吉局査＞  

医師責任者 2，389件、医師 4．227件  

（4）主な紹棄   

・負担軽減策の実摘状況については、「医師事振作業補助体制」に771％、「連  

続当直を行わない勤務シフト」に71．9％、「医師・看護師等の業務分担」に  

56．4％の病院が取り組んでいると回答。  

一方、「短時間正規雇用の医師の活用」に取り組んでいる病院は、25．4％、  

「当直後の通常勤務に係る配慮」に甘又り組んでいる病院は、45．2％であった。  

（34ページ：図表37）   

・医師への紹済面での処遇改善について45．0％の病院が「改善した」と回答  

した一方、53．7％の病院が「変わらない」と回答。（45ページニ図表48）   

平成21年4月22日  

央社会保険医療協喜轟会  

療報酬改定結果検証部会  

1 特別調査（平成20年度調査）の実施について  

診療報酬改定結果検証部芸（以下、「検証部会」という。）では、平成20年5月   

21日に策定した「平成20年度喜多療報酬改定紹栗横言正特別調査項自について」に   

掲げられた特別調査10項目のうち、平成20年度早急に善事する項目として、次   

の5項目を選定し、謁査を行った。  

（1）病院勤務医の負担軽減の実態言局査  

く2）外来管理加算の意乗付11の見直しの影響調査   

（3）後発医薬品の使用状況調査   

（4）後期高齢者にふさわしい医療の実施状況言局査1   

（5）後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査2  

この特別調査は外部委託により実施することとし、実施に当たっては調査機関、   

検証部会委員、関係書等により構成された「言局査検討委貞会」における具体的な調   

査設計及び集計、分析方法の検討を経て行った。  

調査結果については、調査報告書案として平成21年4月22日に開催した当検   

証部会に報告を行い、その評価についての検吉寸を行った。  

その後、「調査検討委鼻会」において、当検証部会としての評価を付した結果を   

取りまとめたので報告する。   

手当を増やした特定の診療科については、78．7％が「産科又は産婦人科」  

と回答。（51ページ：園表54）   

直近1週間の平均実勤務時間は、医師責任者で58．0暗闇、医師で61．3時  

間と回答。   

医師の平均勤務時間を科別で見ると、最も長いのが救急科で74．4時間、最  

も短いのが精神科で51．1時間であった。（90、91ページ：図表105、106）  

平成20年10月における1か月あたり当直回数は、医師責任者で平均161  

回、医師で平均2，78垣】であった。〔平成19年10月 医師責任者 平均1．75  

画、医師 平均2．92回〕   

特に「産科・産婦人科」においては、医師責任者で平均290回、医師で  

4．51回、〔平成19年10月 医師責任者 平均3．25回、医師 4．75回〕  

「救急科」においては、医師責任者で平均2．73回、医師で548回であった．  

〔平成19年10月 医師責任者 平均3．13回、医師 5．65回〕（92、94  

ページ：図表107、109）   

平成20年10月における1か月あたり連続当直画数は、医師責任者で平均  

約○，1回、医師で平均約○，1匝】、平成19年10月における平均回数とほぼ  

同じであったが、「産科・産婦人科」においては、医師妻任壱で平均0．29回、  

医師で平均040回（平成19年10月における平均回数は医師責任者0．40  

回、医師0．47回）であった。（96、98ページ：図表111、113）  

各診療科における医師の勤托状況の変化について医師責任者の16．8％が「改  

善した」又は「どちらかというと改善した」と回答した一方、41．3％が「変  

わらない」、40．8％が「どちらかというと悪化した」又は「悪化した」と回答。  

（111ページ：図表128）   

日常業矧こおいて、医師が負担が最も重いと感じている業務は、医師責任者  

では病院内の診療外業掠24．0％、外来業拷23．4％であり、医師では当直業務  

30．6％、外来業務20．9％であった。（139、140ページニ園表156、157）   

医師にとって負担が重いと感じる業務として、医師の50．8％が「診断書、  

診療録及び処方せんの記載」、44．2％が「主治医意見書の記載」、29％が「検  

査の手順や入院の説明、慢性疾患患者への療寮生活等の説明」、27，6％が「診  

察や検査等の予約オーダリンクシステム入力や電子カルテの入力」と回答。  

（142ページこ図表160）  

・業務分担が進んだ項目として「診断書、喜多療録及び処方せんの記載の補助」  

が約3割、「主治医意見書の記載の補助」が約2割の回答。  

また医師について、r効果があった」又は「とちらかといえば効果があった」  

との回答が6割以上であったのは、（D「静脈注射及び留置針によるルート確保」、  

③「診断書、診療録・処方せんの記載の補助」、④「主治医意見書の記載の補  

助」であった。（145～150ページ：図表163、164、166、168）  

（5）検証部会としての評価  
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3 「外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査」の紹栗について  

（1）調査の目的  

外来管理加算の意義付けの見直しによる医療機関及び患者への影響を把握す   

ることを目的とした。  

（2）三馬査対象及び調査の概要  

く施設言局査＞  

全国の一般病床数が2∞床未満の病院の中から無作為抽出した1，500  

施設及び全回の一般書多療所の中から無作為抽出した2，（二旧○施設に対し、平  

成20年11月に調査票を発送。  

く患者調査＞  

施設調査の対象となった施設に、「算定あり」2名分及び「算定なし」2  

名分の計4名分の調査票を発送。  

（3）回収の」大王兄  

＜施設調査＞  

病院調査  発送数：1．5（〕0施設 回収数：486施設（回収率324％）  

喜多療所謂査 発送数：2．000施設 回収数二585施設（回収率293％）  

く患者調査＞  

1．933件  

（4）主な結実  

外来管理加算の算定状況は、病院96．5％、喜多療所879％であった。（16  

ページ：図表21）   

・外来管理加算算定患音1人あたりの平均吉多察時間は、病院73分、言多療所  

7．5分であった。（20ページ：園表27）  

望ましい「懇切丁寧な言究明」の内容について、病院42．6％、診療所49，6％  

が（問診、身体喜多察、説明、注意や指導等の）「項目毎に異なる精度で実施す  

るべき」を選択した。（36ペーージ：図表52）  

診療内容について、（改定前の）3月以前と変わらないとした患者が、「妻定  

あり」「算定なし」いずれについても約9割を占めた。（50～54ページ：図  

表67…71）  

5  

・外来箸別口算の時間の目安については、回答のあった患者のうち、33．8％が   

「時間の目安は必要だ」を選択した一万、55．8％が「時間の日安は必要でない」  

を選択した。（75ページ．図表93）  

「懇切丁寧な説明」を実施して欲しい頃日としては、「通院毎」、「定期的」、  

「症状に変化があったとさのみ」、「自分が求めたとき」のいずれの甥合におい  

ても「症状・状態についての説明」力囁も多かった。一万で、他の場合に比へ   

「自分が求めたとき」に「算定あり」の患看で相対的に多くあった項目は「悩  

みや不安の柏喜炎」であった。（79ページ’図表97）  

（5）検証部会としての評価   

4 「後発医薬品の使用状況調査」の結果について  

（1）調査の目的  

処方せん様式等の変更による後発医薬品の使用状況や、医療機関・医師、薬局  

及び患者の後発医薬品使用についての意識等を把握することを目的とした。  

（2）調査方法及び調査の概要  

〈施設調査〉  
全国の施設の中から無作為抽出した保険薬局2，0（ヌ：）施設、喜多療所2，○（二旧  

施設、病院1．000方睡設に対し、平成20年11～12月に調査票を発送。  

〈医師吉局査〉  
調査対象となった病院における診療科の異なる2名の医師を吉局査対象と  

した。  

〈患者言局査〉  

調査対象となった保険薬局に65歳以上と65歳末満でそれぞれ男女1名  

ずつ、計4名分の調査票を発送。  

（3）回収の状況  

①保険薬局 発送数 2．0（：X〕施設  回収数ニ944石垣設（回収率472％）  

（様式2に書己載された処方せん校数 7．076校（435薬局分）  

②診療所  発送敷：2．000施設  回収数：733施設（回収率367％）  

③病院   発送数二1．000帽設  回収数：326施設（回収率326％）  

④医師   回収数：431人  

⑤患者   回収数：1．717人  

（4）主な結果  

○保検案局調査について   
・平成20年12月1か月間の処方せんにおける、1品目でも後発医薬品を調  

剤した処方せんの割合は44一○％であった。（17ページ：園表17）また「後  

発医薬品への変更不可」欄の処方医の署名は、「署名なし」が656％、「署名  

あり」が344％であった。（19ページこ図表19）  

「後発医棄品への変更不可」欄に処方医の署名等力てない処方せん（318、896  

校）のうら、1品目でも先発医薬品を後発医薬品へ変更して調剤した処方せん  

の割合は6．1％であった。（19ページ 国表20）先発医薬品から後発医薬品  

7  

への変更が出来なかった理由として、「処方せんに記載された全ての銘柄にっ   

いて後発医薬品が薬価収載されていない」が102％、「患者が希望しなかっ   

た」が8．9％であった。（19ページ：図表20）  

・後発医薬品への変更可能な処方せんを持参した患者のうら、後発医薬品につ   

いての説明を行った患者の割合は、「10％未満」と回書した薬局が3了5％と   

最も多かった。（24ページ：図表27）   

また、後発医薬品についての説明を行った宕看のうら、後発医薬品の使用を   

希望しなかった患者の割合力て「10％未満」と回害した薬局が24，2％と最も多   

かった．（25ページ：図表28）  

・後発医薬品についての説明を行ったにもかかわらず、患者が後発医薬品の使   

用を希望しなかった理由として、37．5％の薬局が「薬剤料等（患者自己負担   

額）の善書貞が小さいから」、356％の薬局が「後発医薬品に対する不安がある」   

と回答。（26ページ：図表29）  

・後発医薬品調剤に関する考え方について、33．5％の薬局が「あまり積極的   

には甘只り組んでいない」と回害し、その理由として「品質に疑問があるため」、   

「安定供給体制が不備であるため」、「近隣医療機関力て使用に消極的なため」が   

それぞれ40．2％と最も多かった。（41ページ：図表46、47）   

12／8～12／14の1週間に後発医薬品に変更して謁剤された処方せん   

（7，076枚）の薬剤料の変化をみると、記載絹柄で調剤した場合の薬剤料は   

7545点であるが、実際に調剤した薬剤料は5822点であり、記載絹柄で吉見   

剤した場合の77．2％となっていた。（43ページ．図表49）  

○喜参療所・病院・医師言局査について   

「後発医薬品への変更不可」欄に署名した処方せんの発行紹彗剣こついて「あ   

る」と回答した喜多療所の医師が42．4％、病院勤謁医が355％であった。（65   

ページ：図表79）また、これらのうち「変更不可」欄に署名した処方せんの   

割合が10％未満であった医師の割合は言多療所で422％、病院で340％、   

90％以上であった医師の割合が吉多療所で38．8％、病院で314％であった。   

（65ページ．図表80）  

また、「後発医薬品への変更不可」欄に署名した理由として、喜多療所の医師、   

病院勤務医ともに約5割の医師が「品質が不安だから」、約4割の医師が「先   

発医薬品を長く使用し信頼」としているが、「悪者から強し1要望があったから」   

としたのは、喜多療所の医師が286％であるのに対し、病院勤務医は379％、   

「効果や副作用の違いを綻与奏した力＼ら」としたのは、診療所の医師が345％  

8   



であるのに対し、病院勤琵医は28．1％であった。（66ページ：薗表81）   

・医師の外来言多度における後発医薬品の処方に関する考えは、「春吉からの要  

望がなくても楕榎的に処方」力り0．2％、「患者からの要望があっても基本的に  

処方しない」が14．7％であった。最も回吾が多かったのは「特にこだわりが  

ない」で711％であった。（74ページ：図表91）  

・このうち、患者からの要望があっても後発医薬品は基本的に処方しないと回答  

した医師に、その理由をたずねたところ、「品質への疑問」（81．3％）、「効果  

への疑問」（66．7％）、「副作用への不安」（56．1％）等であった。（75ページ：  

図表92）  

○患者調査について   

・患者の72，3％は、後発医薬品を「知っている」と回答。（92ページ：図表  

104）   

・患者の612％は、医師や薬剤師から後発医薬品の「説明を受けたことがあ  

る」と回答。（98ページ：図表110）   

・説明を受けた悪書のうら、84．0％カー書見明された内容を「理解できた」と回  

答。（102ページ：幽表114）   

・後発医薬品の使用経験については、50．2％が「ある」と回答した一方、「な  

い」と回答した悪書も46．4％であった。（105ページ：図表117）   

・後発医薬品使用に対する考えは、「できれば後発医薬品を使いたい」という  

患者が21．0％、「できれば先発医薬品を使いたい」が19．4％であった。最も  

回害が多かったのは「後発・先発医薬品にこだわらない」で40．1％であった。  

（111ページ：図表123）また、「できれば後発医薬品を使いたい」と回答  

した割合は、後発医薬品の使用経験のある人で31．4％、後発医薬品の使用経  

験がない人で11，2％であった。（113ページ：図表125）   

・ 後発医薬品の使用に必要なことをたずねたところ、「効果があること」  

（73．5％）、「副作用の不安が少ないこと」（58．0％）、「窓口で支払う薬代が  

安＜なること」（50．5％）等であった。（116ページ：図表128）  

（5）検証部会としての評価  

5 「後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査1」の結実について  

（1）調査の自的  

「後期高齢者診療料」の算定状況及び改定後の治療内容の変化、後朋高齢者診   

療計画菩の作成状況、並びに「後期高齢者診療料」の算定を受けた患者の理解度   

及び満足度の把握等を目的とした。  

（2）調査方法及び調査の概要  

＜施設調査＞  

全国の後期高齢者診療料の届出を行っている医療機関の中から無作為抽  

出した3．500施設に対し平成20年11月に調査票を発送。  

＜患者調査＞  

吉局査の対象施設に5名分の調査票を発送。  

（3）回収の状況  

＜施設調査＞  

発送鞍：3，5∞施設 回収数：1，112施設（回収率31．8％）  

く患者調査＞  

206件  

（4）主な結果   

・回答医療機関のうら後期高齢者診療料を算定している医療機関は、10，5％  

であった。「算定あり」の医療機関は「算定なし」の医療機関と比較して、在  

宅療善支援診療所の届出割合が多かった。（5ページ：図表1－6、1－7）   

・通院回数や検査頻度などについて改定前後で「変化なし」と回答した施設が、  

いずれの王病においても80％前後を占めたが、「生活機能の検査頻度」及び「身  

体計測の頻度」は「増加」が12％から19％程度あり、ほかの検査と比較す  

るとやや綿度が高かった。（9～11ページ：図表1－15）   

・後期高齢者診療計画書の平成20年8月から10月の3ケ月間の平均交付  

回数は、いずれの主病においても1回前後であった。また、計画書の記載に要  

する時間は平均11．79分であった。（17～18ページ 図表1－24、ト25）   

・後期高齢者診療料を1人も算定していない施設の理由として、「患者が後期  

高齢者診療料を理解することが困難なため」、「他の医療機関との調整が困難な  

ため」、「患者に必要な診療を行う上で現行点数（600点）では医療提供コス  

10  

卜をまかなうことが囲難なため」が上位を占めた（複数回筈）。（22ページ：  

図表1－30）   

・患者調査において、後期高齢者診療料の算定前後の通院回数、検査回数、処  

方薬数、診療時間のいずれについても、「変わらない」を選択した患者が約8  

～9割を占めた。（27、29～31ページ：図表2－11、2－17、2－20、2－23）   

・後期高齢者診療料の算定後に満足度が「とても満足」又は「満足」と思うよ  

うになったとした患者は約27％であり、そのうち約6割強が「医師から受け  

る症状などの説明」や「治療方針など今後のこと」がわかりやすくなったを選  

択した。（36ページ：図表2－33、2－35）  

（5）検吉正部会としての評価  

6 「後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査2」の紹実について  

（1）調査の目的  

「後期高齢者終末期相談支援料」の算定状況、終末期の診療方針等についての   

話し合いの実施状況、及び終末期の話し合いや「後期高齢者終末期相談支援料」  

に関する国民の意識の把握等を目的とした。  

（2）吉局査方法及び調査の概要  

＜施設調査及び事例調査＞  

全国の病院の中から無作為抽出した1．700施設、全国の在宅療責支援診  

療所の中から無作為抽出した850施設及び全回の内科系の診療科目を標傍  

する診療所850施設の計3．400施設を対象に平成20年11月に施設調  

査票及び事例調査票を発送。  

＜意識調査＞  

年齢層別層化後、人口構成比により無作為抽出を行った20歳以上の  

2．0（：沿人を対象とした。  

（3）回収の状況  

＜施設調査＞  

病院  発送数：1－700施設 回収数：478施設（回収率28，1％）  

診療所 発送数：1．7（：旧施設 回収数：471施設（回収率27．7％）  

＜事例調査＞  

病院  Z213件（136施設）  

診療所  207件（70施設）  

＜意喜哉調査＞  

発送数：2，000件 回収数：1－209件（回収率60．5％）  

（4）主な結果   

・終末期の診療方針等の話し合いについては、病院の43，7％、在宅療養支 援  

診療所の52，3％及びその他の診療所の21．8％が「実施している」と回害し、  

そのうち病院の32．1％、在宅療養支援診療所の188％及びその他の言多療所の  

160％が、話し合い結果を取りまとめた文書を「一部提供している」又は「全  

て提供している」を選択した。（6、8ページ：図表1－8、1－11）  
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・公的医療保隈から医療機関に対して相吉炎料が支払われることへの意識につい  

ては、「好まししりが341％、「好ましくない」が27．5％、「どちらともいえ  

ない」が36－2％であった。（28ページ：図表3－17）  

「好ましい」を選択したうち、69．2％が「年齢区分は必要ない」を選択し  

た。（29ページ■国表3－19）  

（5）検証部会としての評価  

平成20年4月～9月までに75歳以上の患者に文言提供をしたと回害した  

61施設のうち、10施設が後期高齢者終末期相談支援料を「算定した」を選  

択した。（10ページ．図表1ノ4）   

書占し合いを実施している施設において、病院の402％、在宅療責支援書写療  

所の23．2％、その他の診療所の214％が「詔療報酬で喜平価することは妥当で  

ある」を選択し、病院の297％、在宅療某支I屋喜多療所の33－0％、その他の喜多  

療所の143％が「終末期の話し合いを喜多療報酬で喜平価することは妥当だが、  

話し合いの結果の文書提供を算定要件とすべきではない」を選択する一方、病  

院の5．3％、在宅療養支援診療所の63％、その他の喜多療所の107％は「喜多  

療絹酬で評価するのは時期尚早である」、病院の220％、在宅療養支援喜多療所  

の384％、その他の診療所のこ〕93％は「もともと喜今療報酬によって評価する  

性質のものではない」を選択した。また病院の555％、在宅療薫支I羞喜多療所  

の402％、その他の診療所の：286％が「75歳以上に限定せず実施すべきで  

ある」、病院の49．3％、在宅療責支ほ喜参療所の313％、その他の喜多療所の  

179％が「終末期に限らず病状の急変や診療方針の変更等の喜毒し合いを評価す  

べき」を選択し、病院の23．4％、在宅療養支‡羞診療所の152％、その他の診  

療所の7，1％が「後期高齢者終末期相言炎支援料の点数（2（二旧点）が伍すぎる」  

を選択した（複数回害）。（12ページ、図表1－17）   

事例調査において、平成20年4月～9月に行われた話し合いの回数lま、  

421％が「1回」を選択し、話し合い当たりの平均時闇（1匝】呂）は286  

分、算定悪者では536分であった。（17ページ：園表2－6、27）   

「本人が話し合いに参加しなかった」事例が7割起であった。本人が話し合  

いに参加したうち、話し合い後の本人の様子について、「話し合ってよかった」  

又は「どららかといえぽ、話し合ってよかった」が5割程度であった。一万で  

話し合い後の家族の様子について、783％が「話し合ってよかった」又は「ど  

ちらかといえば、話し合ってよかった」を選択した。（20ページ 図表210、  

2【11）   

意識調査において、終末期の治療方針等の話し合いについて847％が「話  

し合いを行いたい」を選択した。そのうら723％が話し合いの内容をとりま  

とめた文吉等の提供を「希望する」を選択した一方で、1Z2％が「希望しな  

い」を選択した。（24、26ページ．図表39、313）  

¢）   
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（参考資料）  ＜外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査＞  

・病院、診療所への調査では、意義付けの見直しによって、病院、診療所における   

診療内容等について変化が見られたのは2～3割であった。一方で、「患者一人当   

たりの診察時間が長くなった」等の選択肢について「あてはまる」旨の回答が比較的   

多かったことから、医療機関にとっては負担感があったのではないかということが伺   

える。（22～27ページ：図表30、31、33、3丁、39）  

．・他方、「患者に説明をより分かりやすく、丁寧に行うようになった」等の選択肢に   

ついて「あてはまる」という回答がやや多く、患者にとっては望ましい方向性が見ら   

れる。（22ページ：図表31）  

・患者への調査では、総じて診療内容に変化があったと感じていないことが伺える。   

また時間の目安について、3割強が「時間の目安は必要だ」と回答したのに対し、6   

割弱が「時間の目安は必要でない」と回答した点については、患者は時間よりも内   

容や隻を重視していることの現れであると考えられる。く50～55、75ページ：図表67   

～72、93）  

・望ましい「懇切丁寧な説明」の内容について、医横側、患者側ともに、「全項目に   

ついて、診療の都度、懇切丁睾な説明を毎回実施する」ことを10％台しか希望して   

いないことを踏まえ、検討を行うべきである。（36、77ページこ図表52、96）  

・患者への調査で「自分が求めたときに実施してほしい」項目のうち「悩みや不安   

の相談」の割合が特に「算定あり」の患者で比較的高いが、こうした「自分が求めた   

ときに実施してほしい」項目こそ、患者のニーズであると考えられる。（79ページ：図   

表97）  

3月18日く水）、3月25tヨく水）、4月15日く水）の  

診療報酬改定結果検証部会での委員の主な発音（要約）  

＜病院勤務医の負担軽減の実態調査＞  

・「入院時医学管理加算」、「医師事掛乍業補助体制加算」及び「ハイリスク分娩   

管理加算」のいずれかを算定している、比較的医療資源が豊富であると思われる   

施設が調査対象であるが、1年前と比較して医師の勤務状況が「改善した」より  

「悪化した」という回答が多い。このことは、病院勤務医の負担の深刻さが裏付けら   

れ、引き続き、診療報酬tこおいて病院勤務医の負担軽減策を実施することが必要   

だと考えられる。（111、126ページ：図表128、143）  

・施設における病院勤務医の負担軽減策の取り組みに有無による、医師の業務   

負担感の変化については、個別の取り組み項目についてはある程度の効果が認   

められるものの、全体としてはあまり改善が認められないため、更なる改善策の検   

討が必要だと考えられる。（†46～161ページ：図表1糾～179）  

・「入院時医学管理加算」については、届出数が少ない。病院勤務医の負担軽減   

に繋がるように、施設基準の要件の見直し等について検討する必要があると考え   

られる。（5ページ：国表2）  

・経済面の処遇改善について、施設の「改善した」という回答より医師の「改善し   

た」という回答の割合が低いのは、広く浅く手当されているため、実感が低いため   

ではないか。また、経済面よりも業務の軽減の対策がより重要ではないかと考えら   

れる。（45－52、166～16丁ページ：図表48～55、184、185）  

＜後発医薬品の使用状況調査＞  

・医師の処方行動について、後発医薬品の使用に消極的であるとの印象は受け   

ないが、その中で医師が「変更不可」欄に署名した理由について考える必要がある。  

（66ページ：図表81）  

・処方せんに後発医薬品への変更不可に署名がないにも関わらず、薬局におい   

て後発医薬品に変更していない割合が、前回調査と同様にかなり高い。その理由   

については、在庫がない、あるいは説明しなかった等が推測される。一方で、薬局   

が後発医薬品の説明・調剤にあまり積極的に取り組まない理由として、「品質に疑   

問」「安定供給体制が不備」「近隣医療機関が使用に消極的」「効果に疑問」等が   

挙げられており、こうしたことも踏まえて、薬局において後発品に変更していない原   

因について考える必要がある。（19、41ページ：図表20、47）  

・総じて、薬局も医師もまだ後発品に関する不信があり、それを解消させる必要   

があると考えられる。（41、66ページ．図表4丁、81）  

・後発医薬品に関する患者への主たる説明者と、後発品の処方の有無との因果   

関係に着目する必要がある。（100ページ個表112）  

・患者調査において、「使用経験あり」の患者の「できれば後発品を使いたい」と   

いう割合が「使用経験なし」より高いことから、患者としても、実際の経験を通じるこ   

とが後発品の使用につながるのではないか、また、実際の経済的な負担について   

も後発医薬品の選択につながるのではないかと考えられる。（113ページこ図表  

125）  

・後発医薬品の使用経験のある愚者が、次に先発品を使いたいと考える理由も   

含め、後発品の使用に必要なこととして、「効果があること」、「副作用の不安が少   

ないことJ、r薬代が安くなること。jといった回答が多い点に着目する必要がある。  

（116ページ：図表128）  

・患者における後発歴薬品の認知自体をまずは進めていくことが課題ではない   

かと考えられる。（92ページ：図表104）  

＜後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査1＞  

・後期高齢者診療料の届出を行っている医療機関の中で約9割が算定していない。   

理由としては、患者の理解や同意が得られない、他の医療機関との調整が難しい、   

コスト面での理由が指摘されている。また在宅療養支援診療所での算定割合の比   

率が高い点については、75歳以上の患者が外来患者で多い、あるいは他の医療   

機関との連携をしている傾向があるといった理由が推測される。（5、16ベージュ国   

表1－6、1－7、1－2り  

・後期高齢者診療科を算定している場合において、総通院回数や機械を用いた検   

査回数の減少、生活機能検査や身体計測の増加といった傾向が見られる。減少や   

増加の理由として「定期的な後期高齢者診療計画書の作成により、医学管理が行   

いやすくなったため」、あるいは「必要な検査の見直しを行ったため」が比較的多く挙   

げられていることを踏まえると、後期高齢者診療料を算定している医療機関はこの   

点数の要件をうまく活用していると考えられる。（9～川ページ：図表1－15、ト16）  

・患者調査では、算定前後での変化について「変わらない」との回答が多かった。   

また、算定後の「よかった点」について、「医師から受ける病状などの説明がわかり   

やすくなった」等だけでなく、「よかったと思うことはないjという割合も高い。  

しかしながら、患者は一般的に、変化に関してはネガティブな変化をより意識す   

ることが多いことから、患者側にとって積極的に「よかった」という実感は得られてい   

ないものの、とりあえず、悪い方向に働いたということは言えないのではないかと考   

えられる。（29－31、33ページ：図表2－17、2－20、2－23、2－27）  

a 



＜後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査2＞  

・医療機関調査において、医療機関の種別や、終末期の診療方針等の話し合い   

の実施の有無により、「妥当である」、あるいは「診療報酬で評価すべきでない」等、   

さまざまな意見に分かれている。（，2ページ：図表1－17）  

・事例調査において、患者本人の参加がさほど高くなかった。また、話し合いが患   

者や家族にもたらした影響として、「不安が軽減された」「よりよい決定に生かされた   

ようだった」等のプラスの影響が比較的多く見られた。く20ページ：図表2－10、212）  

・国民意識調査において、終末期の治療方針等について「話し合いを行いたい」割   

合が高かった。また、文書の提供を「希望する」割合も高い一方で、施設調査では、  

「文書は提供していない」割合が高く、医療機関側と国民の意識の違いがあった。ま   

た、公的医療保険から医療機関に対して相談料が支払われることについて好まし   

いと答えた者の69．2％が、「年齢区分は必要ない」と答えていた。（8、24、26、29   

ページ図表1－11、3－9、3－13、3－19）  

㊤   
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自由記述欄【抜粋】  

4－② その他の医師の負担軽減策  

4【③－1 医師の経済面での処遇改善の「その他」．‥            ．…．6  

5－（か－1 入院時医学管理加算の届出をしていない削由．  ．．‥G  

5－（9 入院時医学管理加算についての裸闇・問題点等             ．．8  

6サの 医師事務作業補助体制加算の届出をしていない理由 

6一⑩ 医師事務作業補助体制加算についての課題・問題点等．．．．       ．10  

7－（D－1 ハイリスク分娩管理加昇の届出をしていない哩由‥．…       ．．．12  

7－⑩ ハイリスク分娩管】聖加軌こついての裸魅・問題点等．．．．…       ．．．．13  

8 病院勤務医負担軽減についての今後の課摩・ご要望等‥           ‖15  

2 医師責任者票  

2－（彰一1 入院診娠に係るあなたの業務負担が「増加した」理由  

2－①－1 入院診療に係るあなたの業務負担が「軽減した」理由  

2十⑤→1 外来診療に係るあなたの業務負担が「増加した」理由  

2－⑤－1 外来診療に係るあなたの業務角担が「軽減した」理由  

4－⑤ 診療科において実施した経済面での処遇改善の内容．…．．  

5 病院勤務医の負担軽減についての朕鯛・ご意見山‥  
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2－（彰一1 入院診療に係るあなたの業務負担が「増加した」理由．     ．43  

2【（丑【1 入院診療に係るあなたの業務負担が r軽減した」理由‖     ．．．44  

2一⑤－1外来診療に係るあなたの業務負担が「増加した」理由 ．．   ．．．．46  

2－⑤－1外来診療に係るあなたの業務負担が「軽減した」理由．‥．．   ．18  

2⑮ 病院の中でどのような取組みを実施すれば、あなたの勤務状況は改善すると患  

2－⑰ 今後の意向の理由  

1．施設票  

4－①－1）－1「医師・看護師等の業務分担」の具体的な取繕み内容  

○静注、採血、点洒／レート確保など  

・看漣師による静脈注射の施行。  

・静注、採血、問診などを看隷師が行っている。混注作業は薬剤部が実施。採血は一部、   

臨床検査技師が実施している。  

・がん化学療法室における抗がん剤、点滴ルートの確保をがん化学療法認定者技師が実施  

・2回目以降の抗生物質接続を看護師が行うようになった血  

・看謀師が薬剤の投与量の調節、静脈注射を実施している。  

・早朝の病棟採血検査を臨床検査技師が実施している。  

○助産師外来、院内助産の導入など  

・助産師外来、院内助産の導入。  

・助産師外来等の導入。  

・助産師の積極的活用。  

○救急医凍におけるトリアージ  
・救急医療等における診療の優先順位の決定。  

・休日や夜間に診療を求めて救急外来に患者が来院した場合、救急外来マニュアルの下に、   

看護職員が優先順位の判断を行うことを可能とした。  

○患者やその豪族への対応  
・入院の療養生活に関する対応、患者・家族への説明、採血・連鎖についての説明。  

・内服・検査などの脱明。  

・医師の治療方針の決定や病状の説明等の前後に、有機郎等の医療関係臓が、情報収集や   

補足的な説明を行うとともに、患者、豪放等の要望を傾聴し、医師と患者、家族等が十   

分な意思疎通をとれるよう調整を行う．また、医師の治療方針に基づき、看碓職員が療   

養生活の説明を行っている。  

○事務作業関係  
・主治医意見苛作成補助、検査指示せん、食草指示せん等の作成補助。  

・苺類作成姉別等。  

（⊃その他  

‥■ミッドメイキング、院内の物品の運搬・補充、患者の検査等への移送．  

1  

・薬剤の管理、医療器械の管理。  

4－（D－2）－1「医師事務作業補助体制」の具体的な取組み内容  

○診断書・診療録・処方せん・主治医意見書等の作成の補助  
・診断書、診療録、処方せんの作成。診察した医師が最終的に確認することを条件に、医   

師事務作業補助者が医師の補助者として記載を代行することを可能とした。  

・介誰保険・生活保雉安否意見書・生命保険診断書・事故診断書などの文事作成補助。  

・主治医意見書の作成（介護保険法関係）．主治医が最終的に確認し署名することを条件に、   

医師事務作業補助者が医師の補助者として主治医意見畜の記載を代行することを可能と   
した。  

・生活保吉重要否意見書、訪問介護指示書などの作成補助。  

・診断葬作成補助、紹介状返春作成補助など。  

・入院診療計画書・退院診療計画杏の患者基本情割の記載、入院証明の患者基本情報の記   

載などや  

○オーダー補助  
・オーダー補助（予約・検査など）。スキャナ、生活保護、介言斐意見書等作成補助。  

・診察や検査の予約。医師の正確な判断・指示にもとづいているものであれば、医師との   

協力・連携のT、医師事務作業補助者が医師の補助者としてオーダリングシステムの入   

力を代行することを可能とした。  

・検査オーダー等の入力をしている‘  
・外来予約業務の代行入九  
・外来診療サポート（各種検査伝票記入）。  

○診療データ等の入力、管理  

・入院医療統計などの入力補助．  

・病棟での検査データの入力業務等。  

・病院情報システムヘの病名代行入力（整形外科・産科・婦人科）。  

・電子カルテからのコスト入力、処置行為、入退院処理。  

・医師の指示に関するオーダー入力代行業挽。医師の指示による診断書・紹介状等の作成r   

電子画像を放り込み、’電子カルテに保存∴診療内容のディクテーションb DPC入力代行n  

O行政上の業務への対応  

・行政」二の業務への対応を医師の指示の下に行う。救急医痛惜報シスナムヘの入九 感染  

2   

、i  ‡  



症（ハリ－ベイランス事業など。  

・院内がん登提琴の統計、訂掴査。  

0サ会・カンファレンス準植等  

・医師研修の資料づくり。  

・カンファレンスのゞ′f料／5くり， 

・羞引列検討会や臨床研修医勉強会り）たか）のデータ「削箭。  

4－①一3）－1「短時間正規雇用の医師の活用」の具休的な取組み内容  

・小児科医師2名との短時間雇用契約を締結。  

・小学校就学前の子を養育するため、竜三時間（過20へ25時間）の勤務形態の選択が・1儒と   

なった。  

・Ⅰ週間の勤務時間が32時間という常勤医制度の導入。  

・週4日の勤務体制の導入。  

・週4日勤畝 週〕ロー］勤＋半日2回など。  

・ジョブシェアリング制度の制定。  

・週4日、外来のみを担当する医師の正規脛札  

・育児短時間勤蘭制度の導入。  

・育児のた机の短時間勤務（週20時間）の許可（小学校就学前まで）。  

・従来より遡4日以下勤務の医員（非常勤）を雇用。平成20年10月からは、医員、研修   

医を全て常軌化し、医員については、遇う2時間以内の勤務が可能となった。  

・「週4日以下の勤軌、「1L］について短時間勤務」〝〕2つのパターンを導入。  

4－①－4）－1「逓締当直を行わない勤務シフト」の具体的な取組み内容  

・当直表を作成し連続当直にならないシフトを作成れ  
・当直表作成の段階で同一医師が連続しない配慮。  

・常勤医には基本的には当直をさせていないい しかし、現在常勤医（つ1人が、本人♂）希望   

によって週1恒】、月に土・日Ⅰ回の当直を行っている。  

・多数の科で連続当直にならないよう配慮をしているr 診療科によるが、多科による合同   

当直を行い分担して実施しているれ  
・多くの非常勤医師を採用しているれ  
・連続当直を行わない勤務シフトとし、当直回数を月4－5回としている．  

3  

・ローテーション制をキ肱  
・救命救急センター医師は、2交皆制勤務を実胤  

・当l江後は、コ～4日別けるょうに組んでいるぐ  

・当直区慨世」∴限を月3阿以Fと決めぺいる．  

・十～月♂）当直勤務の2人体臥「上曜日夜へ［嘩トj昼」＋「日曜口昼～月晒日朝」。  

・スポット勤務医♂）採用。  

・産科医以外については連続当店なし。  

・小児科・産婦人科・麻酔科・放射繰科は、オンコー′レ体制で当直なし。他科の50歳末湖   

の医師は全員当値参加。  

・転月、全科分の当直表を作成し、当匝回数を調整している。また、花婦人科では刃～企   

までの5R問で非常勤匪による勤務を3回入れ、土、Hは待機抑lとLた。  

・宿直1回、日直l回を信日直の許可基準としている－  

・宿直は週1同、日底は月1回を限度とする。ICU、NICU、救命救急センターについては、   

交替制勤務としている。  

・救急総合診痛所にて〕交替執務を実施Lている（ト11り4～）。  

4－①一5）－1 r当直後の通常勤務に係る配慮」の具体的な取組み内容  

○当直後の勤務時間を短縮  
・診療状況に合わせて午後勤務を免除している巾  
・当直後は4時間勤務としている。  

・、当直後の翌ロは午前中のみ勤務とし、午後は勤務を免除している。  

・ミ1∃直明けの午前診療を休ませている。  

○ニ1j直明けは休み  

・医師当直明け休みの導入。  

・職務専念義務免除を与えている。  

・当直後は勤務を免除している。  

・勤務・当直の組合せにより、翌日の代休を付与しているf  

O当直明け勤務に対する手当  

・当直明けに勤務Lた医師に対し手当を支給している。  

・科毎に複数いる場合は朝から明けを取るようにし、明けを取れない場合は、超過勤務手   

当を支給しているぐ  

0仮眠をとれるようにしている  

・仮眠や早期の帰院。  

・仮眠をとれるよう、仮眠室の整備を行った。  

・休憩を取る（翌日仮眠をとる）。  

4－（塾 その他の医師の負担軽減策  

○外来分離・外来縮小  
・一般外来はサテライトクリニックで実施Lている。救急患者や検査目的、外来り′、ヒリ   

訓練者、健康診断（脳ドック）は病院で実施と機能分化をはかっている。  

・平成20年12月より、土曜日を原則休診とした。  

・医師会を中心とした小児輪番制により、小児患者の分散を因っている。  

・外来の縮小。初診における選定療養の実費徴収｛  

・外来縮小の取組み（初診時の保険外併用療養費の導入、逆紹介率（つ向上等）。  

・初診における選定療養の実費徴収額の引上げによる外来縮小。  

○外来の完全予約制等の導入  
・完全了，約制（一部の診療科）の実施、平日牛後（10月23日・記念日）の休診t  

・絹介予約制を原則とし、診療予約は、担当部門が“括して受付を行っている。  

○地域連携の推進  
・地域医療連携による連絡介の推進。  

・医療連携体制の強化（登録医制度の推進、各種セミナーの開催等）。  

・地域連携真において退院調整を行い、病病連携・病診連携に努めている。地域医癒機関   

との史なる連携強化を膣］るため、地域連携真にMSW（地域医療連携担当）1名を配軋  

○非常勤医師の活用  
・当直に非常勤医を配置。  

・当直の・部について17時～ヱヨ時15分までを常勤医師の担当し、翌l］ぢ時圭では大学か   

ら派遣されている非常勤医師とLて、艮時間勤務を軽減Lているr  

・麻酔科については、口当直を非常勤医師て対応している〔  

・常勤医師の負担の憾滅を目的として、台児等で離職している女竹俣師を外来診療隈應て   

頻集・採用した。  

・医師の専門外の疾病に対応し、n担を酎】戒ナるため非常勤医師による中門外来を緯鍔L   

た√  

○他職種の活用  
・医師事務作業補助者とは別に、医局事務を行う職員（専属）1名を配置。  

・患者の心理的、社会的な問題を援助するため、社会福祉士（MSW）を増員。  

・病歴情報管理のために診療†再開管理士を増員。  

・診療情報管理士1名を採用し、DPCレセプトチェック時における医師の負担軽減を図っ   

た。  

・産科胎児エコー検査の検査技師による施行－  

○その他  
・分娩監視システムを院内LANに接続し、中央監視システムを構築白 また、各医師や病棟   

のパソコンでの監視も可能とLたぐ  

・入院患者の検体検査結果早期報告システムの導入．  

・院内保育所の整備・実施。  

4－（勤－1医師の経済面での処遇改善の「その他」  

・昇格させて処遇を改善した。  

・通勤時のETCカードを配布Lた。  

・年棒を増やした。  

・単身赴任手当を設けた。  

・肯格維持支援金制度の創設、医師業務支援費の支給n  

・牢体制に移行∩  
・地域手当について、」限15％へ向けて、段階的に率を上げている。  

・学会汁彿軋 専門医等更新費用の補助。  

・医員（非常勤医師）を院内助教として常軌雇用する制度の新設（Hヱ0ヰ～）ら  

・評価制度に従い、A評価の医鋸の昇給。  

・勤務時間を15分短縮した。初任給調整手当は、国と同様に約11％の引上げをはかった【   

一方で、月例給を引「げ、賞与については00〕月分の引下げを行った。  

5一（D－1入院時医学管理加算の届出をしていない理由  

0施設ヨ占準を満たさ／亡い（評細について町記述がない）  

・施設基準を満たさない。  

（   



・施設Al；準上、体制の整備ができていないため。  

・施設基準対鋲外．  

0標傍診療科等について要件を満たしていない  

・精神科を標捺していないことなど体制が整っていないため。．  

・精神科、小児科、婦人科、産科の探傍が国雄。  

・届出要件である「脳神経外科」がないため。  

・施設基準を満たさないため（脳神経外科が休止中）。  

・精神科の梼彷がなく、Z4時間の対応が不可能なため。  

・産科がないため。  

○全身麻酔の件数について要件を満たしていない  
・全身麻酔〝）手術が基準に満たない。  

・全身麻酔葛00件以上の基準を満たさない。他も現時点では満たさない項目が数か所あり。  

○治癒患者割合について要件を満たしていない  
・施設基準を満たしていないため（直近lか月の総退院者数のうち、退院患者紹介加弟を   

算定する退院強者救および転帰が「治癒」で通院の必要がない患者数が4割以上という   

施設基準）。  

・退院患者の紹介率と治癒率が4割に満たないた軋  

・診療情報提供料（Ⅰ）の「注7Jの加算を算定する退院患者及び転帰が治癒であり、通院   

の必要のない患者数が総退院患者数の4割以上がクリアできない。  

○選定療養の実費徴収について要件を満たしていない  
・選定療養の届出をしていない。  

○複数の要件を満たしていない  
・精神科、′ト児科の標祷なしゃ 選定療養の届出なし。  

・当院の体制上、施設基準を根本的にクリアできないため（診療科、全麻酔件数等）。  

・全身麻酔の手術件数6n件／月、薬剤師の当直休制、画像診断および検査の24時間実施   

は経済的に成り立たない。  

・「24時間の救急医療提供」に係る部分と「外来紹小への取組みj 部分等。  

・施設基準を満たしていないため。特に施設基準の全身麻酔手術が件数不足。また、選定   

療養を徴収していない。  

・横槍診療科、全身麻酔の患者数を満たしていない。  

・小児科医がいない．精神科の24時間対応連携がとれていない。治癒率40％は現状では困  
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軋  
・脳神経外科の様傍、精神科についてのZ4時間診漬対応、初診に対する選定療養の届出に   

上る実費徴収等を行っておらザ、施設基準の要件を一郎満たせないため。  

・標傍科目が要件に不足している、全身庁l脛が年間ROO件に満たない、薬剤師24時剛体制   

など、施設基料こ適合していない。  

○その他  
・特定機能病院であるため届出不可百監  

5－（9 入院時医学管理加算についての課児・問地点等  

・全匡卜1準の基準でなく、過疎の地域には基碓権低くしてほしい。  

‥一般的に入院患者が退院する場合は、退院後の経過観轟を行うことから「転帰」の「治   

癒Jは該当しない。現場の実軌こそぐわない施設基準である。改善を要望したい。  

・「転帰が治癒で通院の必賀ない患者が4割以上」という条件について、もともと腎不全、   

心不全など慢性かつ重症の患者を診ている場合、入院理由が「肺炎」などでそのものは  

「治癒」となっても原疾患のため；頭院になる場合、「治癒」になるのか．「治癒」となら   

ない場合、別の病気で急性期の対応していろため、上記のようなケースは「治乱 にす   

ることはできないか。  

りト児科医の確保、術後の患者の転院（逆紹介）等地域により、病院の努力だけでは達成   

が難しいものを基準に入れることについて疑問がある。  

・医師への補助業務の内容が煩雑であり、本来行ってはならない看護業務の補助、物品運   

搬などの区別がつきにくい場合がある。  

・以前は、人外比率がネックになり届出ができなかった。改正により条件が変更となり算   

定できるょうになったが、今後、条件が変更にならないことを望んでいる。  

・在院日数の短縮化（医療封の縮小）により、早期退院が求められている中、例えば手術   

後に抜糸まで入院させることなく退院とし、退院後に1度だけ通院するケースも多く、   

このようなケースも「治癒」と準ずる取扱いとしてほしいごまた、診療情報提供料につ   

いても、200点加算がないものについても、対敵としてほしい．  

・もう少しハードルをさげてほしいb  

・地域により紹介医療機関に限界があり、一律40％はハードルが高すぎる。20％～30％が   

適当と考える。  

・以前は取得していたが、改正により取れなくなり減収となった。医師数は1一分なのに、   

産科又は婦人科りト児科・精神科を取り扱っていないため、救急や外科系の過大な労働   

に対する評価をされず、「産科又は婦人科・小児科・精神科」の勤務医だけの評価では不  
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合理。  

・全身麻酔要件を腰椎麻酔と合わせて800件以上としてほしいb  

・自治体病院の救済としては良いが、民間でも公的な役割を果たしている病院もある。そ   

もそも機能分化を推進しているのであれば、これこそ地域の事情に合わせるべきである。  

・診療情報提供料等を算定する割合（4割以上）のハードルが高い。  

・施設基準の要件緩和を要望する。  

りj、児科が集約をされてきているのが現状であり、小児科入院医療の提供の要件を改善し   

てほしい。  

・精神科は2ヰ時間体制でなくても診療できる体制があればよいのではないか。  

・施設基準のハード／レが高すぎて、基準を満たす医療機関が限定される。  

・急性期入院＝DPC病院は医療機能を高度にしているため、病院の機能と医師数などでの   

評価にしてほしい。  

・転帰が治癒であり、通院の必要のない退院患者の割合が4割以上という要件の緩和。  

・医師不足の現状で、地方では集約化による地域医療、特に救急医療を守っていることと   

矛盾している。  

・現在、外来縮小計画、外部の医療槻関との診療分担の推進等の要件を検討中。外来箱′ト   

の要件は、現状では不可能である。外来縮小でも病院が成り立つ保険点数でないと無理   

である。120点のみでは診療補助要具も雇用は困難である。  

・施設基準の設定（退院後の再来率）が厳Lい。  

・退院後、1回程度の通院を絡めてほしい。  

6－① 医師事務作業補助体制加算の届出をしていない理由  

○特定機能病院であるため  
・特定機能病院であるため。  

・特定機能病院であるため、届出できない。  

○コストが見合わないため  
・事務長の人員を確保しようとすると収益に見合わない（コストパフォーマンスが悪い）。  

・専従としなくてはいけないため。  

・採算面で難い、。  

・医師事務作業補助体制加算3の算定を前橙にシミュレーションを行ったが、当院の病床   

比率では3名必要であり、支出が加算点数を上回ったため断念した。  

・人件計を賄えるだけの診療報酬を得られず、財政状況も厳しいため。  

・不採算のため小 会剰人員がいないため。  

n  

○施設基準を満たしていないため  
・施設基準に合致しない項目がある（年間緊急入院患者数が200名以上の実横なし）。  

○その他  
・配置している医師事務作業補助者の実態の雇用形態は、業袴委託であり医事専従配置及   

び限定業務の施設基準に抵触しているため。  

・勤務医負担軽減検討委員会で討議した結果、医師全体に影響する業務の軽減を図るため   

には、人的投資より、システムの投資において効率を図ることが最善の方法であると結   

論が出たためb  

・届出に必要な規程顆、院内体制、研修計画等の未整備。  

・院内のコンセンサスがまとまらない。  

・スタッフの確保ができていない。  

6－⑩ 医師事務作蔓補助体制加算についての課題・問髄点等  

○診療報酬が見合わない  
・人件狩に対する診療報酬のバランスがかけ離れている。業務内零の制限を拡大すべきで   

ある（医師が患者の搬送、画像フイルム検査データ等の整理を行う場合がある）。  

・医師事務作業補助者を雇用するに見合った点数制度にしてほしい。25対lの体制が整っ   

ているにもかかわらず、救命救急センター等の病院の種吊りで区分されるために、より低   

い基準（50対l）でしか届出ができないというのは、医師の負担隠滅策としての観点か   

らは合理性に欠けているのではないか。  

・医師には大変喜ばれているが、人件費と加算点数を比較すると赤字なので、点数の改定   

を要望する。  

・現状の診療報酬では、常勤の医師事務作業補助者を雇用することは困鈍。専門性の高い   

職確であり、優秀な人材の確保の両からも、具体的な評価に基づいた診療報酬の増加を   

検討してほしい．  

0算定対象を広げてほしい  

・医師事務作業補助は一般柄煉のみだけではなく、外来での業務など限定するものではな   

いため、般病棚のみを加算で行うと患者負担も含め公平性に欠りると考える。加算方   

法の再考が必要ではないか。また、1人の人件費分にもならないため、診療報酬のアップ   

を期待する。  

・医nlliの事務作業とLては、再入院の患者や外来患者に関する業務もあるのに、算定要件  
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‾‾ ‥て  



が新規入院患者に限定されていることが疑問である。去た、吉敷1二〝）メリソトもぁまり   

ない。算完：対象の見直し及び．＃故アップを帝望する。  

・外来け）医師事掛乍業捕1り」体制加算を新設してほしい、  

○他の業酢＼の拡大をして欲しい、軒従を外して欲しい  

・レセプト等の医事業務を行わせたい。  

・r専従」等の要件は 外してほしい（  

○熟操縦帽が別溝でない  
・J！休的な業務内容の判断に匝る場合がある（ど二圭で行ってよい〝）か）。  

・事務作業の範囲をもっと明確にしてほしい。  

○届皿要件が厳しい  
・点数化される以前より外来や病棟へ配置し取り組んできたが、届ノ上腰件が厳しいと思わ   

れる。  

○その他  
▲’さ∃院では、厚生労働省が「医師及び医療関係臓と弧務員職展等とノ）問等での役割1〉担の   

推進について（医改発那12ヱ払001号 平成19年12月2月日）で提案Lているょう／√医療   

従ヰ者の負担憧減策は（D電子カ′レテ及びオーダリングシステム、自走台車システム等入   

②医療クラークの配置③メッセンジャー業務委託④悪者給食業務委託⑤病棟助手－ペッ   

トメイキング業務委託⑥洗濯業委託等にとり実施済みである。このように先駆的に施策   

を実施している医療機関が、報酬の偲意を受けること〝）できない制度の施設要件は見直   

しが必須である。これらの補助施策実態から制度に対rる意見・要望としては、心作業   

補助者の医師専従の施設要件を撤廃してほLい。当院では、これ以上の医師業務〔り代わ   

りを事務担当者が行うことは難しいが、看護師が医師の業務を負担し、看護師の熟務を   

看吉蛙恥手が負担することは可能と考えるt Lたがって、医師事務作業補助者を医師事務   

専従とするのではなく医療従事者の専従（専任）とすれば、補助する可能性はより広が   

るし、事務作業補助者を配置する病院としても効率的な運営を回ることが可能となる。   

②作業補助者の限定業務を拡大して欲しい。上記のとおり、効率的で柔軟に医師及び専   

従者の負担軽減に資すること及び作業補助者の効率的活用を図るため施設要件の限定業   
務を拡大してほしい。③報酬の見直し（増）及び労働時間、雇用形態の業務委託除外要   

件を撤廃してほしい。医師事務作業補助体制加算で算定される報酬＝ま、あまりに少ない   

といわぎるを得ない凸 算定される報酬で業務委託以外の選択といえば派遣社員のJ†紺jも   

しくは、ア／レバイトの雇用となるが派遣社員の雇用には報酬が見合わず医療機関匪昭ち   

出しとなり、アル／くイトの場合は、スキルを持った人材の安定確保は靴しい上、遊ト4 ‖  
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かつ㌍時間勤務グ〕縛りでは、雁用肯の扶養家族とLての税法ヒの枠を超えてしまうこと   

により屈絹される者が附i4に鵡色を示す場合が多い。さらに、人殻派遣でのl郁拍子務作   

業補助筆跡ま派遣法の26業種の対象とならないことから3年後には解雇もしくは直接雇   

用しなければならない。隋円形胤こよる柄院に対する倭々な障害・影響を考慮し、上り   

柔軟な雇用体制が選択できるよう制度を改定いただきたい。  

・病院勤務医の負担軽減を図るため、地域の急性期医療を担う病院において、医師の事務   

作菜を補助する臓員を配置している場合には、「鳳師事凝作業補助体制加虜」が適川され   

るが、特定機能病院である大学病院は除外されている。救急や周産期の患者を受け入れ   

るなど、医師の過重労†軌を少しでも垂誉減させるため、本加算の適用を要望する［  

・医師事務作業補助者の作業範陸lは広く、専門知識も必要とされることが多いが、補助者   

を育成する機関が整備されていない√  
・医療業務ぽしくは医桁従事）経験者でないと、なかなか凶難な事務である（研修期間6   

か月では取得は罰しい）。できれは春吉塵肺等、国家免許所持者が適任である（実際に岱者   

をみることができる方）．  

7－①－1ハイリスク分娩管理加算の届出をしていない理由  

○産科がない  
・産科を標傍Lていないn  

・婦人科は外来診療のみであり、分娩等の入院を受け入れていない。  

・産科を休止Lているため。  

・産科廃止（Hl臥‖月）。  

・折原着富専門柄院のため。  

○要件を満たLていない  

・要件を満たLていない（常勤産科医師l名）。  

・産科再開に伴い、施設基準を満たしていない．  

・産科常勤医3名の配置がない。  

・以前（mo9）までは届出をLていたが、医師の退職により、施設基準（3名の常勤医師）   

確保が満たされなくなり、辞退を余儀なくされた。産科医師不足の折、補元医師の見込   

みもないことから、届出ができない状況となっている。  

・産科医師数2名のため。  

・常勤医師が3名からヱ名となり、施設基準を満たさなくなったため。  

・ヱ4時間待機するべき医師の数が不足しているため。  

○算定要件の緩和  
・算定要件が非常に厳しく、帝王切開の適応の患者に対しては医師、助産師は分娩管理に   

大変となっている√ 特に予定の帝王切開患者はまだ予測がつきやすいが、緊急で行う帝   

王切開については、常任胎盤剥離、前置胎盤（出血等がある場合）となっているが、24   

時間体制で観察Lた結果に緊急手術となっているので、規程の緩和をお願いしたい－  

・対象患者で病名があるにもかかわらず、査定されない場合があり、算定要件が厳しい（例   

前置胎盤）。  

・他医煉機関から緊急搬送された分娩であっても、加算が算定できない場合があり、適用   

範囲を拡大してほしい（膠原病の患者、胎児に問題のある場合など）。ハイリスク分娩管   

理加算が詑耽られても、医師には全く還元されていない。本加算分は、原則的に産婦人   

科医、新生児科医に配分されるペきとする通達が必要と考える。  

0正常分娩時の算定  

・実際には、ハイリスク分娩である妊婦も結果的に正常分娩であれば、そもそも入院自体   

が健康保険の対象外である。ハイリスクの妊婦・分娩の保険適用範囲の拡大が必要であ   

ると考える。  

・ハイリスク分娩管理加算の対象患者であるが、自然分娩に対しては加算の保険請求がで   

きない。  

・ハイリスク分娩管理加斯こついては、保険適用時のみが策定可能であるが、正常分娩の   

場合は、自省診療であり算定できないため、医師への適正評価とは言えないと考えられ   

る。  

・ハイリスク分娩管理加東の算定対象患者が管理目的で入院Lていたが、普通分娩（経膣   

分娩）に至った場合、分娩巨から自費扱いとなるため算定不可能となる。普通分娩に至   

った場合でも合併症によりリスクの高い分娩となり、分娩後も愚者の継続的な管理を必   

要とされるが評価されない。  

0医師の処遇改善に結びついていない  

・本加算が産婦人科医の負担軽減を目的にしていることが知られているが、現在のところ、   

施設の規定で産婦人科のみに特定して優遇することができない∧ したがって、当局より   

の指導を強化し、各医療施設／＼通達すろか、こうした実憶を広報し、実効性のあるもの   

とする必要がある。病院収入にはなっても、産婦人科医／＼の配慮が乏しいのが現状て成   

る。  

・管理加算については医師の収人相加につながるよう要望するも  
・「ハイリスク分娩管理加算」は柄院にとっては増収になるが、ご∃革者〝）産科匹の処遇改善   

に／」ながっていないのが現状であるr  

・現に診糠に従事した医師に対して、個別のインセンナイブり与のたわの加算があること  
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7－⑯ ハイリスク分娩管理加算についての謀煽・間組点等  

○診療報酬の引上げを希望  
・加算点数が実務内容に比べて不足しており、適応拡大、増額が必要。  

・診療報酬点数の引上げを望む。  

・施設基準が厳しい割には対象疾患が少なく点数設定が低い．  

0適応対象の拡大  

・既往帝王切開後逢隈分娩（、▼ag】rLalblrthaftcrcesarcan VBAC）を遁瓜こ加えて欲LいcVBAC   

は子宮破裂の危険もあり、大変なハイリスク分娩にもかかわらず、算定項目にないr 前1  

［句帝王切開の妊婦がVBACに成功すれば、その次もVBACができる可能性が高まる。   

VBACを増やすことは患者の利益になるとともに、帝王切開を減らし、医療費削減にも   

つながるため、是非、横言寸してほしい。  

・算定対象となる疾患の拡大をお願いしたい。現在は保険対象となる合併症を有する疾患   

のみとなっているが、双胎妊娠の建艦分娩、既往帝王切開後の建艦分娩（いわゆるV日AC）   

は、分娩の安全管理のため医師、助産師の負担は通常の出産に比べ大きいため、対象と   

してほしい。さらに出生前診断され7こ胎児先天異常（先天性心疾患、先天性横隔膜へ′レ   

ニアや腹壁破裂など外科的疾患、染色体異状など）は出生直後より小児科医や小児科医   

の集中管理が必要となるため分娩立会いを行う必要があり、分娩に関わる医療者の数は   

多くなるため加算が必要と思われるn  

・R E間の算定Lかできないが、状態によりもっと長時間管理が必斐で入院治掠を行√Lてい   

る場合もあるため、策定期間の延長を希屈する。  

・多胎妊娠も適用乾田にしてほLい。  

・他院よりの搬送症例や早産症例は妊娠遡数に関係なくハイリスク分娩管理加算の舞：象と   

Lてほしい。子宮内胎児発育不全、多胎妊娠、肘彗芙機能千こ全、羊水異常も対象としてほ   

Lい。  

・①前回帝王切開の分娩管理も加える。②投薬を受りている精神科疾倭妊婦も加えてほL   

いn（効「糖尿病（治療中）」は、食事療法を行っている妊娠糖尿病を含めて明記してほし   

いn ①「心疾患（治療中）」は、治枠中の内容があいまいで、たとえば、投薬を受りてい   

なくても分娩時には厳重な管理を要するのP、治糠中でなくても mAt】度以卜土か、   

内科でフォロー中の場合なとも含めてほしい。喧）q川ム吏以ヒで合併ブJ：がなく元気な妊婦は、   

R借入院とLているので分娩管割切l慣をとっていない。⑥慢性高血圧合併症妊娠寸、加え   

てほLいt  



を明示L、その内容（処置改薄の内容及び還元の割合等）を公表するよう病院に指導す   

るペき。現状では．各病院がこの増収分をどのように活用すべきか示されておらず、現   

場の士気をかえって低下させる結果を招いている。 

○その他  
・これまでの日本の医療の進≠封こよって、出生時死亡はI成少し、未熟児についてもNICU等   

の医療により、多くの新生児を救ってきたため、回民全体が分娩について非常に安易に   

考えているのではないかと考える。もう少し若い頃にきちんとした教育を行い、分娩に   

伴うリスクも知らせるべきである。あまりにも自分勝手（自己中心的）な妊婦・豪族が   

多い。  

巨十分な医師を確保できるだけの診療報酬の増額が一番に必要である。  

リ、イリスク分娩管理加算算定の条件に、産科医療補償㈲傲への加入を含めることはおか   

しい。産相補偵制度は、単なる民間の保険であると厚生労働省も認めている。  

8 病院勤務医負担軽減についての今後の課甥・ご要望等  

・医師事務作業補助体制加算の医師車動作某補助者の業務払巨引こついて検討してほしい．   

診療報酬業務等の兼務を認めてほしいn専従としての配置では採算性に欠ける（人件蝉）。  

・当院のような中小の病院では、常勤医の勤務を楽にしなけれげ医師の確保ができない。   

そのため、当直も常勤医が希望しなければ、全てアルバイト医師を雇用して行うことと   

している。都心中心部にあるため、アルバイト医は比較的見つけやすいと考えるも しか   

し、質の確保の点では問崩がある。また、大学の人事異動等により、当直医が来られな   

くなった場合、院長他、常勤外科医がカバーすることになっている。それでも、常勤医   

は外来診療、病棟診療（着鰻師への指示、処方せん作成）、手術、検査、患者・患者家族   

への説明、依頼された診断審作成等と忙しい。当院では、事務補助として、主治医意見   

昏は介吉盛保険が始まった時より、入力業務は全て事務が行い、医師の事務作業を軽減し   

てきている。外来、病棟の薬の処方せんも、薬剤師や医事課職員により、医師が手器き   

した処方せんを入力し、次からは医師がチェックするだけになるようにしている。病棟   

クラークも88床の病床に3名おり、カルテ整理、検査データの貼付け等を行っている。   

MSWも2名体制で、医師から退院間近の指示があれば、退院・転院調整は全て行ってい   

る。診療情報提供香も、可能な限り記載し、医師はチェックを行うのみにしている。今   

回の改正で医師事務作業補助者が、保険会社からの診断書についても記載できるように   

なったが、これまでも忙しい中で医師が行っていた業務であるため、事務作業員への移   

行は慎重にする必要があり、なかなか進まない。今回の質問のように1年前から何らか、   

医師の事務が少なくなったかという質問であれば、もう既に、補助作業は行っていたた  

lr, 

め、大半の医師は、変化がないと答えるであろう。平成13年の調査によると日本の病院  

のヰ0％が9ウ床以下、29％が川0～199上末で、70％が1り9床以下の病院という構成になって  

いる．今回の調査は、研修促、後期何‖疹医のいるような病院を想定して考えられている   

ようだが、当院のような体制で弓f従を望引牛とされるのは難しいr 現在医師事務イ乍業補助  

者の専従者は、診断書作成をどのように移行するか模索中であり、クリティカルパスの  

作成、統計資料の作成、医局会の準備、議事録作成、招例検討会雄瞞、主治医意見提作  

成を行っているn 将来的には、電子カ／レテを採用し、診察室にl人ずつ配置L、医師と  

患者のやりとり、検査のオーーダー入力も医師事務補助作業者の仕事として確立させたい。  

病棟においても回診に同行し、診療録の入力業務はできるだけ医師事務作業補助者が行   

っていけるようにし、手術記録の作成も、医師の［1述を録音できるようにLていきたい。  

そのためにはカルテの電子化が必要であるが、現在の診療報酬では取りかかれない。当  

院は、医療機能評価の認定も15年締からとり、2次救急医療機関であり、病床稼働率も  

100％う圧くを維持している。しかし、病院自体の収支は赤字になることもある∴法人内の  

訪問者諸ステーションやデイサービスの黒字を補功して法人としてやっと黒字計上がで   
きている状況が続いている。平成18年の中小病院の勤務実態を無視した看吉隻配置基準の  

改定があり、経営の厳しさに追い討ちをかけられている。地域医療を守っているl墓療機  

関としての責任から当院は持分ゼロの特定医療法人にもなっている。質の向上、経営努  

力をしていない、患者から選ばれない病院は消えていくことも什方がないと考えるが、   

当院のような病院には、電子カ／レテや質の向上のための補助を厚労省には考えてもらい   

たい。  

・患者が求める「安心・安全・納得」の医凍を実践するためには、それにふさわしい診療   

報酬ヒの配慮をお願いしたい。急性期病院が存続するための必要条件であることをご理  

解ください。  

・生命保険会社、損筈保険会社などの診l折書、照明電頬が多すぎる。商品ごとに診断召が   

異なり、それぞれに記入しなければならないことが業務負荷を大きくしている。生イ呆・  

損保の診断再の種類の多さは、生保各社等の都合であり、医師の事務作業軽減を図るな   

ら、これらの様式を可能な限り統膿するよう厚生労働省から業界へ指導すべきである。   

また、介確保険等の主治医意見書もー度中軸すると更新や変更申ぎ高が敷か月ごとにくる   

ため、記入すべき畜類が増える－方である（患者が介言堕を必要としなくなるまで、継続   

されるので新規患者分だけ増加していく）。記入書類の盤理と統合が必要。新しい制度が   

できるたびに医師が記入する再類が増えるばかりで、一向に減ることがないn  

・院内体制の客観的な基準を整備。  

・「医師掌務作業」について言えば、20年度診療報酬改定で新設された、「医師撼務作業補   

助体制加算」は、入院初日のみの加∃引こしかならないが、勤務医の負担を軽減するきっ   

かけになったと思う。事務作業によっては専門的な知識が必要とされ作業内容によって   

の点数配置が必要ではないかn 今後、病院勤務医の募集では、必須の事項となるかもし  
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・増員あるのみである。やっと医学部の定員を増やすが、遅きに失する。これまでの医療  

行政をきちっと検証する必要がある（必要医師数カウントの根拠等）．偏在を解消してほ   

しい。  

・患者の病名について、これも各病院内の取り決めにより事務作業補助者が記載・入力と  

行ってよいものか疑問がある。  

・病院勤務医の負担軽減については、病院で積極的に取り組むのは勿論のこと、勤務医の  

減少が原因となっている。その要因として臨床研修医制度における研修医が中央の有名  

病院に集中する傾向があり、地方の病院や大学では減少している．臨床研修医制度の見   

直しを要望したい。  

・当センターの産科医は県内の母体搬送のコーディネーターも兼ねている。当センターへ   

母体搬送依頼があり、MCUが満床などの理由で当センターでの受け入れができない場合   

は、産科医が県内、場合により県外の受け入れ先の病院を電話連絡により探している。   

受け入れ先病院が見つからない場合は、l時間以上も電話のそばからはなれられない場合   

もある。さらに夜間の場合は当直医1名であるので、他の業掛こ支障が生じることがあ   

るn そのため母体搬送、新生児搬送に関して医師以外のコーディネーターの設置が望ま   

れる．  

・①病院勤務医の多くは、主治医であれば受け持ち患者の急変時はいつでもどこにいても   

駆けつけるのが当然とされ、2ヰ時間365日拘束されているため、開業医に比べ、目に見   

えない負担は非常に大きい．開業医が之4時間拘束されると診療報酬がつき評価されるが、   

勤務医に関しては何も評価されず放置されている。②現在行なわれている勤務医対策の   

うち、新たな赴任に対し、研修費などの名目で奨学金を貸与し、年季が明ければ返却無   

用の制度は、渡り鳥のような医師には恩恵となっても、今まで地域に根差して頑張って   

来た医師のモチベーションを却って減らし、止めを刺す政策で評価できない。③勤務医   

対策としての予算は病院には入るものの勤務医までは届かない．開業せず地域医療を担   

う勤務医として生涯を終えることが経済的にもメリットがあるような制度にしなければ   
本当の対壬割こはならない。  

・病院勤務医の事務負担軽減についてはよいと思うが、人件費の増大になるようなことほ   

望ましくない。  

・入院基本料をはじめ、入院治療に関わる診療報酬の増額（現状の15倍）を望む  

・医師、看護師数の増。診療報酬の点数アップ血  

・人材育成及び費用（人・システム等）G  

・少なくとも、大学病院においては、ニれまで医師は基本的に報酬や自己の健康を度外視   

して診療を行ってきたb 近年の医療の高度化、複雑化により、医師（勿論、他の医療ス   

タッフも）の仕事が著しく増えても、黙々とそれを受け入れるのが美徳と曲解されて、   

最近の軌携厚の過負担に至ったと考える．もう1つは、女性！蛮師の増加であるn 女性に   

は子供を産み育てるという大切な使命があり、それを両立させ得ないと勤務不可能なこ  
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れない．  

・勤務医の負担軽減策を実施するには、それに伴うコスト増を医療収入で補う必要がある  

が、現在の当院にはそれだけの余力がない。行政の支援が不可欠であり、補助金劇度の  

充実策を検討してほしい。  

・「一次救急」などは原則として、開業医などの輪番もしくは病院への出張診察など何らか  

の制度を作ってほしい。このままでは金銭面はともかく、夜間等の負担（ただでさえ入  

院患者に対する緊急呼出しがある）増加のため、どんどん病院から開業へと医師が移動   

してしまう。実際、開業医は増加しており、何らかの歯止めが必要である。上記のよう   

な夜間対応、手当金制度はあってもよい。開業医地域定員制の導入。  

・厚生労働省が示した見解のように、医師不足が勤務医の負担増の原因と思われる。医師   

の増員を図る手段を強めてほしい。また、今から医学部定員増を行っても、その世代が   

現場で活躍できるには10年近くも時間がかかる。それまでの期間の対策が急務と考える。  

・当院は、医師負担軽減のため、（》助産師増員・指用、②クラーク採用等を行ってきたも   

しかし、①については、助産師、有言斐師の配置が実際には7対lの水準に達しているが  

「産科」であるというだけで認められず、10対1の算定となっている。産科‥小児科の  

危機が叫ばれているにもかかわらず、健保の診療報酬は、産科・小児科に対して報いよ   

うとしているとは思えない。②についてはいわずもがなである．産科医療に手厚いとい   

うふれこみの改定（マスコミでは）だが、実態との帝離を感じざるを得ない。なお、（動  

産科医療補償制度も、現在の事務負担のあまりの重さに一考いただきたい。  

・病院の安易な利用が勤務医負担増加につながっている。病院の利用方法等を国で啓蒙す   

ることをお願いしたい。  

・医師の負担軽減よりも医師確保が優先である。常勤医師を確保することは大変である．  

・産科医師が今まで行っていた分娩登録（PCへの入力）を、病院事務朋が代行するように  

なり、この点は木きな負担軽減となっている．ハイリスク分娩加算は、現場産科医の士   

気を高める上で大きな効果を発揮していると感じている。病院勤務医の場合、他診療科   

医師との兼ね合いもあり、ニの加算を直ちに給与面に反映させるのが困難な面がある。   

本来、この加算は、医師の負担軽減が導入の大きな目的であるから、当院では、産科医   

師の定員増加へ加算部分を使用するよう、病院当局と交渉中である。しかし、産科医が   

足りないこと自体が、この加算導入を必要とした原因でもあり、定員を増加させても、   

その痛が埋まるかどうかについては、一抹の危惧が残るや 本加界によって、産科医自身   

が社会からリスペクトを受けていることの証を実感でき、彼ら・彼女らの士気を高める   

という効果をもたらしたが、大きな負担軽減までには至っていないn それは、本質的に   

は「医師が足りない」からであり、即効的負担軽減は困湖である．l、2年単位ではなく、   

長いスパンで見れば、必ず搾科医は増加して、この加算がさらに有効な負担隠滅に作動   

するものと信じている。逆に、「短時間効果少なし」としてこの加算が切られれば、好転   

しかけている産科医療は最悪の状況に突き落とされると危惧される。  
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務医の役割を分担し、勤務内矧二応じた診掩撞酬体制とする。  

・特定機責巨病院に対しても、診揃締酬上の評価を検討して欲しい（事務作業祁切に対して、   

診療各科から医療クラーーク等の設圭‘ゴ誓望などがあるが、これらの†要執こ応えるのは囲う繁   

な状況亡ある）。  

・オーダリング、電子カルテの導入といったように汀化を進めており、勤務医に対する負   

担i引噌すばかりであり、勤務医の負担軽減は必要不可欠のことと考えているが、そのた   

めの財源確保に苦慮しているのが現状である。現状の点数のまよでは、貞揮酢l域のため   

の人材確保、育成、設備等の負担増を研いきれない．．更なる人材育成の助成、1T各メー   

カーのデータ共有を可能にすることに合せて、点数のアップをお願いしたい。  

・地域住民（潜在的患者）の医■靡に対する理解を得ることであるr 口中と戒牒巨体RPは   

病院診療能力に大きな違いがある。医療転源（特に、医師・首謀即などのマンパワーー）   

には限りがあることを、皆が理解する必要があろ。医師の偏在の更正、阻帥不足の解消   

が必要である．医療の療彗準は、小児科、救急だけてなく、内科、外科、脳神経外科でも   

深刻である。  

・医師の定数確保に苦慮している。大字医局からの派遣に振っていたため、人員の確保が   

十分でなくなり、負担が増える傾向にある。  

・医師だけなく、他の隈療峨に権限を与える必要がある。  

・クラークや他〃〕職種の導入による医師の負担軽減による定の限界もあり、やはり医師   

確保対策が第一である∩国立大学病院においては、毎年人員の削減を要求される一方て、   

医師の負担軽減策として病慄クラⅦクを配置し、医師の補助業務を行っている。しかし   

ながら、限られた定員枠で正風雇用こよる医療クラーークを配置することは国難な状朝に   

あり、本院では現在、業務委託による人員の配置を行っているが、医師にとって満足な   

ものとなっていない巾 医療クラーークji、一定以上の知識や経験があり、また、∩ら知識   

を習得しようとする意欲がなければ勤まらない業務でありながら、安定して雇用が約束   

されていないことが最人の原田と考えられる。医療に関するさまぎまな問穎に際して、   

厚生労働省、文知科学省、学会、医師会、マスコミ等の各方面から調査ヤアンケート（本   

調査も含め）の作成依頼（ほぼ強制）がある。これらに対して、まじめに回答する病院   

ほど、更に忙しくなっているn  

・病院勤務医の負担増大は、新医師臨床研修医制度の発足により、大学から医師を引き揚   

げられ、勤務医が減少したことも原因の一端にある。当院i）大学から脳神経外科・循環   

器科の医師が引き揚げられ、残った勤務医への負担が益々増大している。新医師臨床研   

修医制度による弊害を改濁することにより、勤務医の負担軽減がはかられると考えるた   

め、対策をしてほしい。  

・病院毎の特性や規模により、医師♂）負担を比較することはできないと思うが、当院は恵   

まれている凸 医療法上の定員の3倍以上の医師がいる。医師の補助を行う軒務の人件費   

の補助を点数化するのもよいが、実際は医師の人数が大事である。病床数、外来故等の  
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とは当然である。現在の医嫉体刑〟）中では、その点への配慮が全く欠，等していう。以仁   

を踏まえた体制を作ることが是非必要である。  

・病院勤務医の負担棒滅に路効果があるのは、隈帥不旭を改計⇒‾5ことであり．ノ＼き蝿  

でも匹鋸が増加することが一番てある。医師のイl二l甚J）郎を、他の暇矧こ移す（法律的  

に可能にする）。  

・聞業医との待遇格差を縮めなければ、「笑師の病院耶れは‥二まら／亡いと．担われる。いぎと   

いう什引こ患者を送り込む摘浣がなくなることは、開業腹にとっても間良房であり、r＝lli会   

の協力が必要と考える。  

・l矩腑ミス等のやや過剰にもなりがちな社会的関心により、多くの文事・記録が必製にな  

〔ている小 医師事務朝助の制度として華人され、診療報酬化されたことで－般的一汗務に   

ついてやや業務負担は軽減されることにつながることになる。医「禰が行わなけれげなら   

ないもの、また補助者への指示・指専という新たな「業務」の碓′上によりすぐにIjに見   

える効果は出づらい点はあると思う。医師阜凝作業補助者個々のレベルアップも靴厨司に   

なると思うため、考慮してほしい小 看護関係の文飛が繁雑て多すぎることが、看護ノ」の   

低Fにつながりかねない亡 兄体的には、看髄必要度を全入院悪者に毎日記入すること等   

てあるn  

・外来縮小化に向けた特定療養費（病院初診加算）の改定を検討小  

・入院治療、計画書、その他細かな同音計乳 また、電子カルテ記蔵など事務白（潤ヲ′f、が多   

く、制J隻の見直Lを検討してほしいか また、専任スタッフ♂）養成をしてほLい。  

・周囲抽）病院および諮漬所が医師の引蟻げ等により、矧院の外来患者故は必然的に1日如し   

ている。この間遁は、当院の体制（受皿）に聞係なく、物理的なものである。その■いで   

病院蝉位での勤務医の負担軽減策にはマンパワーに伴うコスト衝からも現状以上は［月賦   

となっている。併行して、医師の充足策、診療報酬評価の向上を検討してほしい。  

・地j或連携の拡大による返信、情報提供書の記載並びに各種生命保険証り】脊の記赦など吉   

相記載の負担が、かなり蛋くなっている小 保険関係などは見本が同封されているが、内   

容が詳細になってきており、煩雑な業務負担となっている。これらのことから、絶類の   

記載種類を整理し、種類を減少させることが必要と考える。  

・診療所の開業医より、芳触がハートで収入が少なければ、いつまでも勤務医の増加は見   

込めない．医師の交代勤務、実施にも医師が足らず不・1J能であり、思い切った病睨収入   

増が必要であることから診療報酬上の配慮を要する〔  
・医師絶対数の増加、診療に従事Lている医師の正確な把握（特に勤務医の増加にあたっ   

ては、計画的開業医の数の制限が必要）。負担軽減に対しては必ず費用発生を伴う。病院   

の収入増となる施策は不可欠である。社会（患者）教育が必要である。L突療事故〝1バッ   

シングが続くようであれば、医師になる人も減少する⊂ 以1二に対する対応を早急に考え   

る必要がある．  

・医師の全体の数を増やす。開業医と勤務医の数を調整L、開業医を減らす。開業l年と勤  
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あり、医師の掘り起しが急務である。その方策としては、女性医師の確保、とりわけ辞  

職した女性医師を復帰させるための方策を講じる必要がある。  

・平成20年度の改正で、新たに点数化されたが、点数が低いので、経営的に負担が軽減で   

きる点数算定できるようにしてほしい。  

・①過剰労働の緩和が必要である。新卒後研修医システム導入以来、地方の人草病院にお   

ける現場の勤務医不足は決定的である。それが勤務医減少にさらに拍車をかけている。   

当然残った勤務医はこれまで以Lに過剰労働を強いられている。政府も医師不足、偏在   

に気がつき、医学部定員数の増加および地域枠を容認した。しかし人前の勤務医とL   

て育つには10年待たねばならない。何故勤務医不足が生ずるかについて、国民に情報を   

与え、ともに解決策を検討すべきである。②ON－OFFがハツキリした生活の確保が必要で   

あるn 少ない勤務医の数でON－OFFがハツキリした生活を実現するのは難しい。この結   

果、研修医は時間に余裕のある科、あるいはそれが可能と思われる病院を選択するよう   

になる。このため勤務医の仕事を軽減するために他の業種に医師α）仕事の分業をさせよ   

うと試みがなされている∩ 看誰師の注射業務、メディカ／レクラークの導入がそれに当た   

る。しかし米国ではすでに国家賢格としてm（医師アシスタント）の制度が確立Lてい   

るb 彼らは子診、カルテ記載、簡単な説明、手術助手などで医師を全面的にサポートし   

ている。米国に医療制度を学ぶのであれば同時にPA制度を導入すべきである。また大学   

病院から勤務医を奪った新臨床研修医制度は見直す時期に来ている。ニれらは勤務医の   

根本的角担畦淑に結びつく。③貸金の是正が必要である小 人苧病院勤務医の賃金は基本   

的には教育職に対Lて払われており．専門医に対しての技術料が加味されていない。技   

術、超過勤務に対しても正当な賃金が払われることがなければもはやモチベーションを   

保てない状況にある．すなわち勤務医の自己犠牲を強いて医療を担い続けるのは空域脚   

あると思われる√ ①医療事故に対する法的環境の整備が必要である。勤務医は高度先進   

医療と同時に医療安全が斐求されているれ そのためハイリスク症例を扱う分野が勤務医   
から、ハイリスク、低収入として敬遠される風潮にある。かかる症例の医療行為におい   

ても患者の保障とともに勤務医の医療行為を守るための法的環境の整備が急務である。   

勤務医の精神的負担を除くためにも、また現場より立ち去る勤務医を少なくするために   

も重要である。  

・診療報酬の技術料の見直をLなければ医師の増員ははかれない．業務量にあった人員確   

保には、それに対応する医療点数が必要である。  

・閉業が容易であること、開業すると般的に仕事量は半分・収入は2倍になると言われ   

ている現状では、開業医への流れは止められない。新制度での研修一束が職業選択の自由   

のもとで地方から去っていくことも医師不足（病院勤務医不足）の大きな要因となって   

いる亡 また、仕習上の制限が多い女性【吏師が増えたことも要因の一つである。ただし、   

いずれの問朗も改善することほ刺しい。つ去るところは、医師を増員するLか手がない   

のではないか亡  
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数字に対する医師の人数で点数化されるとよい。  

・勤務医の負担軽減を推進するにあたり、医療クラーク等の増員といった策を講じそ）こと   

も一案である。そのためには、臨床・研究・教育といった多くの役割を担っている特定  

機能病院の診療報酬を上げる必要がある。  

・医師事務作業補助者の業務範囲を拡大Lてほい、。  

・地域的問題もあるが、人員増を行いたいが、医師不足で増員できない。  

・（D病院勤務医の不足問題については、単に医師の事務作業が多いという点のみで／ごく、   

勤務医に比べて、開業医の方が業務内呑も簡便で重症症例がないにもかかわらず、勤務   

医よりも高額な収入を得ているという点で勤務医に不満が生まれ、結果的に病院勤務医   

が不足している。②医師事務作業補助者は専従者となっているが、現行の加算点数では   

人材の配置によって人件費として病浣経営を圧迫することになるため、今後、医師事務   

作業補助者の浸透を図るためには、点数の大幅な引上げが必要である。③専従者以外の、   

医療クラークや医療事務機員などを、専任配置とするならば、さらに効果的な医師事務   

作業負担の軽減策の設定が可能となる．①ほぼ全てのインフオ」ムドコンセントや治療   

計画等について、規定された書面で規定された項目全ての内容を記録として倭すことと   

する現行を改め、一別更で瑛末な内容、多くの場合開に同じ内容を記載することに／こるよ   

うな番額、治療上必ずしも必要でない書類等については、記録の横定を廃し、真に必要   

な記録のみを充実させるようにすることで、さらに医師の事務イ乍葵が軽減されるr  

・医療機関にとっては、医師確保が永続的に必要であり、病院勤務医の負担軽減に／→なが   

る課題である。国としてもっと力を入れてもらいたい。また、医療費削減を廃止、もし   

くは、軽減見直しを早急にすべきである。診療科に偏りを発生させる新医師臨床研修医   

制度の見直しをしてほLい¶ 人気がある診療科のみでなく、全体の′くランスを考えるこ   

とが必要な時期にあると思うr  

・医師のハード軌跡こついて、当院の医師においては、－、時的なハード勤務はあるが、常   

時的なハード勤務はみられない‘ 
・医師事務作業補助者は、委託職員は直接指揮命令をしないたれ 該当しないとい〕こと   

だが、委託職員が医師事務作業補助体制加算の定められた業務私闘をするもので〔ゎれば   

認めてもらいたい小  
・産婦人科医が増加することを希望している。  

・病院勤務医の負担を軽減するためには、医師イ足を帳消しなりれば／亡らない∩ 地方の医   

師不足解消には、地方の特に太宰府院における研修医の確イ呆が蒐要である。、ド成lり年5   

月に政府・与／党が臨床研修制度における病院の総定員を削減するとともに、研修医が集   

中している大都市圏の定員を減らすことで研修医を座沃／＼誘導することを検討しこいる   

旨報道されたゎ 本院が従来から要望している都会における研修P受入枠を拡大すろとと   

もに、臨床拙僧病院を評価Lて指数能力のある病院を厳選するなどロ〕方策の検討が必要   

と考える。また、医学部医学科紆学生石見噌〃みて掟医師不足′凋解消には柁適い｛】J）が  

■l  



・庭師の負担軽減に関しては、問題が多面的であるためト短期的応凍†と長期的応対に分け   

て行う必要がある。まず喫緊の問題としては「確牒卜休日の・次救急患者の削減」であ   

る。現在各地で活動Lていろ夜間・休日診療所について地域全体をカバーするトリアー   

ジ機能を持った診療所に拡大・拡充するとともに、住民の啓蒙活動が大切と考える。医  

師の偏在が言われているが、その背景としては医師数の絶対的不足とともに、〕Kを避け   

る専門医傾向と腋Lい勤務医から短時間高収入の開業医へのシフトがある。対策として  

は、医師袈成教の増加と今の専門医制度を見直し、専門医と総合医を一緒に取り込んだ  

専門医制度を作り、その制度を統括し、医療の貿を管理し、かつ地域の医療必要度を考  

慮した行政的事業も行う管理専門組織が必要と考える。このシステムを医療界全体で支   

え、国民の医療を提供する姿勢がなければ国民との「ミノ」は深まらない。  

・病院鍾営が悪化し、専門業務に特化させるための人員増加ができない．医師の負担樫滅   

と併せて、経営改善、安定経営に係る施策が必要である。  

・医師事務作藁補助者に診療記録の代行入力をさせたいが、亀子カ／レテの導入が自己資金   

では困難である。ぜひ、中小病院にも電子カ／レテ導入の補助金を検討してほい、。現在  

の状況では、どの医療機関でも体力的に（ランニングコストを含め）実現は馳経である←  

・コメディカルなどに医師の仕事を分担すべきである。例えば、／レート確保のみ行うナし一   

ス、患者の移送のみ行うナース、検査の説明のみ行うナ・一ス、診断畜（主治医意見書）   

の記載の補助のみを行うスタッフなどのように、それぞれの軍門家を育成することによ   

り、医師の負担を軽減させるばかりでなく、コメディカ′レに資格を与えることができる。   

医師は医掠行為において全ての喪任を放らされるが、医師が個々の仕事を行うことで、   

患者全体（受け持ちは患者】人ではない）を管理することが困難になる。買任を取る立  

場であるならば、個々の仕事は専門家に行ってもらい、全体を監督する必要がある。  

・産科、小児科のみへの配慮では不合理であり。重症を取り扱う外科系各科、救急領域に   

同様の配慮をしななければ、産科、小児科と同じこととなる。後手に回った小手先の対   

策しか取られていない。病院会体の収入が増加しなければ全く意味はない。入院基本料   

の倍増が必要である．  

・院内他職種との負担の相互分担による負担軽減策をさらに検討すべきである。  

・病院勤務医の負担が増えた要因をきちんと捉える必要がある。要因としては、①新医師   

臨床研修制度の稚拙さによる大学医局且の大幅な減少。特に地方で地域医療を担ってい   

る病院は大きな影響を受けた。②地域の責任を担っているからこそ病院勤務医は昼夜を   

問わず診療にあたっている。一方で開業医は勤務医に比べ、収入も時間も確保できると   

いう構図になっている。疲弊した医師が後者を選択することは当然の流れであるn ③勤   

務医が減少すると病院勤務医はさらに大変な状況になり、悪循環が生じる由 この悪循環   

は一旦始まると加速的に増加し、病院本来の機能が果たせなくなる。（初任民にも「自分   

さえ良ければ」的な発想が浸透してしまっている。クレームや公訴リスクが増える一方   

であり、本来の医療を提供する手間が大幅に増えてしまっている．上記のみならず、い  
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ろいろな条件が重なり今日の状況になっている。同は、上記のような原因について当然  

理解していると一敗われる小 特に地域医療はすでに破顔が始まっている。早急で適正な施  

逓を実行しナ～いと、世界に誇れる日本の医療は一部の人だけのものになってしまう。  

・医師不足解消の晩節をお噺いLたい。  

・退院後、翌日までに診療所へ逆紹介する場合、逆紹介をする診療所を決）宣する場面にク   

ラークが立ち会っていなけJtば、詣鞠作成補助はうまく行えない。  

・病棟クラ」一クの配置は、勤務牒、有識師の負担軽減には不可欠であり、DPC導入面から   

も必要性を感じてはいるが、病院全体の人件資が高騰しており配置が幽難である。  

・休職している女医の復帰をうながす制度を行政が作るペきである。各々の病院に負担が   

かからないようにしてほしい。医療にお金がかかることを行政が認識し、国民に知らせ   

るペきである。  

・当院では、施設基準上はクリアしていて閲歴はないが、これから当院が目指す施設にな   

るためには負担は否めない。  

・地域の急性期を担う病院で、勤務医の負担軽減を目的に新設された医師事務作業補助体   

制触酎こついて、当該職員を履用するための人件蹄や教育研修費が診療報酬点数だけで  

補助できるものなのかn DPC コーディング作業や診療報酬の請求作業、受付業務等が全   

く除外される現行の専従内容での導入は、増加する人件対比率に拍車がかかるものであ   

ることから岡難である．また、当該補助職員が結果的に底局の便利使い的要素を持つこ   

ととならないよう何意することが必要であるn  

・病院勤務の不足を、他職種でカバーしようとすることは根本的解決とはなりえない。病  

院勤務医の増且が不可欠である。  

・保険点数で補おうとすることに無理がある。国立・大学系病院に厚く、民間の努力が報   

われない方向に進んでいるように感じる。現在の医師の負担の大きい病院へこそ、大き   

な公的拝金や点数を与えるべきであり、業務最の少ない病院が点数の恩恵を受けてしま   

い、患者を断われない病院ほど厳しい診療報酬となっており、実繍評価がされていない。  

「一生懸命」とか「忙しい」が現在の診療報酬の制度では駄目と評価されているように   
感じる。  

・常勤医師の絶対数が足りない状況が根本的問題であり、医師確保も因果を極めている。  

捌こ大学医局より派遣が縮小されていることがダメージとなっている。  

・離島の民間医療機関の為、医師の確保が非常に困難な状況である。行政レベルでの対応   

にも力を入れてほしい。  

・文書作成事務をしっかり確実にこなしていくようにしたい．  

・医療圏内に留まる医師の絶対数は、いかんともしがたく、医師の業務を看吾郎市、コメデ   

ィカル職員、事務職員へ分担させることも限界に近づきつつある。医療圏内の病院の再   

編による医師の確保が喫緊の祝顔である。  

・必要診療人員枠の増加、医師の確保策が必要である。超過勤務軽減康として、（D人員の  
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増加による2交番制勤務など、②業務の効率化、③事務（診療アシスタント制度）の積  

極的推進、④人員確保のためのフレキシプ／レな勤務形態の導入、⑤必要な諸手当の導入  

などがある。医療費抑制政策の見直しとして、必要な診療に従事した医師に対して、上  

限を設けずに時間外勤務手当てが支給可能な制度に改正してほしい。医師不足が著しい  

診療領域には、病院がどれだけ努力したとしても患者が集中し、過重労働とならざるを  

得ないのが地域医師現場の実態である。病院として、患者のために尽くしてくれている  

医師を適正に処遇しようとしても、法令を逸脱して時間外手当を支給すれば、過重な勤  

務を強いているものとして労働基準監督署の指導を受けることになる。医師には応召義  

務があり、それを課していることが、結果として「サービス残業となっている」実態は、  

極めて不合理だと言わぎるを得ない。病院が過重な業務命令として勤務に強いることは  

論外だと思うが、少なくとも、実際に必要な医療行為を行った医師に対しては、適正に  

処遇することを許容する制度であるべきであり、それが可能な財漁が（時間外加算の大  

幅増額等により）病院が確保できる制度としてほしい。また、①病院の機能に応じた勤  

務医の配置数を適正に見直してほしい。②勤務医の配置数に応じた診療稀劇上のドクタ  

ーフィの見直しをしてほしい。③女性医師マンパワー活用を促進するため育児、子育て  

の短時間就業を正職員という位置づけで継続できるような雇用形態を法㈲化してほしい亡  
また、短時間労働の女性医師の正規雇用、また、健康保険の加入条件枠（一過30時間以  

上の労働時間）の緩和をしてほしい。④医師の専有業務を正看護師、助産師、保健師、  

英剤師などに広げられるよう関係職穐の法制度見直しをしてほしい。また、コメディカ  

／レの対応業務拡大を法制化するとともに、それに応じた青書塵、コメディカルの病院機能  

に応じた配置数の見直しをしてほしい。処方せんの発行、検査のオーダー、医師の処方  

なしで薬剤師が調剤できる保険薬品を拡大してほしい。⑤医師の復職を支援する公的な  

研修プログラム施設の設立と、研修を受ける医師への資金援助体制を制度化してほしい。  

⑥外来診療における診療秘書業務を診療報酬で正当に評価し、外来担当医師の額瑠な事  

務業務軽減化を図ってほしい。⑦専門医束格制度と絡めた診療報酬、人事院勧告での給  

与評価、学会規定の専門医、指導医といった打格があるが、それらの特殊賢格を医師の  

報酬として確保できるようなシステムが必要であるb 特に人材が不足している医学領域  

の専門医を高く評価してほしい。また、病院の医師の給与は、人事院勧告の基準を準用  

しているところが多いが、医師の給与を－一律にするのではなく、専門によって格差をつ  

けることも今後、検討してほしい。例として、産科医、麻酔医、小児科医、放射線医、  

救命救急医などであろ。⑧診療報酬上の医師の手技料に文革主義を持ち込むことはやめ  

てほしい‘これまでの厚生労働省の役人的な考え方から、医師の診療報酬をつける際に  

必ずといっていいほど、記録や手続き文書を残すことを義務付けている．そのことによ  

り、現場では、新たな点数が設定されると点数の高い低いに限らず新たな帳票や記録が  

増加しているn 記録には、携わった医師のサイン印鑑、場合によっては患者や家族のサ  

イン、承認印などが求められる場合もあり、新たな点数設定と新たな文杏作成業務が拡  
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大していく。こういった役人の証拠主義的な発想を変えてほしい。診療記録も診療本来  

に必要な内容と診療報酬上で記載が必要なものとがあり、診療報酬の改正の都度、後者  

は増加していく。こういった記録は、医師の業務を確実に増加させる一方で本来の診療  

に必要のないものだけに現場の医師の賛同が受けにくく、記載漏れの原因となっている。  

医療監視や共同指導などで返還を求められるものの多くがこれらの類である。医師が診  

察室内で行う業務は患者の診療にとって必要なものだけにすることが、医師は診療する  

に当たっては保険医でなければならないと主張する国の側にも大きな意識改革が求めら  
れている。⑨高度医療を担う専門医に対する診療報酬を設定．「00センター」と呼ばれ  

るような高度医療は、診療科の壁を越えた専門医、専門看護師の集団で成り立つことが  

多い。そういった機能や施設を保持することだけで診療報酬上の評価することも、地域  

にあって特殊な施設を維持する上で重要である。いままでは、そういった特殊な施設は  

入院料か医師の手技としての評価が主であった。しかし、それらでは、専門医としての  

稀少医師に対する給与を担保するうえで十分ではない。専門医や将門看甥師の給与に反  

映できるような診療報酬の設定をお願いしたい。学会専門医を一律に評価するのではな  

く、地域に稀少な機能、施設に絡めて、専門医を評価する考え方が求められる。⑩医師  

の業務軽減とオーダーシステムなどのコンピューターシステムでの支軌ま重要であり、  

これらの費用は、病院の中での負担となっている。医師の業務を支援するためのコンピ  

ューターシステム導入、維持する費用として診療報酬の中で毎年、年間診療報酬額の2％  

を確保してほしい．⑪特定機能病院を中心とする急性期かつ簡度医療に対応する医療機  

関に対して治療機器、診断機導入は、医師の兼務軽減を図りながら質を上げることにも  

つながることから、診断機器、治療器を用いた診療報酬上の評価をもっと上げてほしい。  

しかしながら、医療機関一律にそれらの点数を引き上げることは高額医療機器の禿点配  

備が図れないことから、高度、急性期医療を担当する医療機関について認めるような対  

策としてほしい。⑫医師の時間外業務や当直で行われる夜間業務に対する診療報酬上の  

評価をしてほしい。勤務医師の時間外業務が国の調査によると人平均、月間期時間に  

も及んでいる。勤務医は、平均で1．5人分の業務を行っていることになる。時間外換算し  

た場合の手当てを病院が負担すると、病院の経営が成り立たなくなってしまうというこ  

とが常憶化していることを改善するためである凸 現状人員体制で行うのであれば月間90  

時間を時間外集務として人件費を診療報酬の中で評価するような変更を行ってほしい。  

⑩医療の安全対策に診療報酬を厚くしてほしい．医師の業務憧減とともに医療の安全性  

を確保することにも日を向けた業務の診療報酬上の評価をしてほしい。医療安全にかか  

るDPC上の評価点数はあるが、もっと高く引き上げてほしい。医療安全対策が万全では  

ない医療機関で、医師はよい医療を行うことはできない。そして結果的に医療の安全が  

恥保されない医析軌跡こ医師は錐まらないという悪循環が起きてくる。医療機関側で安  

全対策にかかる拝金を用意することができるような診療報酬ヒの評価が求められる‘⑭  
保険謂求業務の合理化、単純化によって軒務I成員〝J業務を診療輔コ加こ向けるtl二組みを検  
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討してほLい．いわゆる保険請求業紬1、l虹はlシミ糠♂）賃を担保－1jるものではないが、病  

院の中では多くの却務職員がその業務にあたっており、そのための人件詑負担は昔．織と  

なっている。入院の診戒f報酬が包括請求になってもなお、出来高と包括した内容を間璃   

に作成して請求することは、なんら医療の内容を1□促することとは関係直ないことてあ   

る【オンライン吉古来がスタートし、被イ呆険者言iEの電子化が行われようとしているが、保  

険請求にかかる業務の単純化、レセゾトチェックソフトの無諾＝冒供により審三菱にかかる  

機関野用の削減などをはかりながら、請求から支払まごの業務山機械化、再試化季す1   

めて、事務棉貝のマンパワーを診療支援に向りられる上うな体制を国策として整備して   

欲しい。  

・①急†生期病院においては交番制執務が可能な人員配置をすることができる診療撞Ⅳ†とし   
てほしい∩ ②新設された「医師事洲乍業補助体制加軌 をさらに充実させ、運用しやす   

いように増点してほしい［  

・隆貞巾の業務を分担L、看講師等の中門一撤へ権限を与えるシステムの構築ホ 診娩雛酬をア   

ップすることにより、医師の雇用の増加が可能。医師をサポートする立拐である有言那可1   

も不足しているので、更なる着通師の育成に力を入れてほLい〔  

・勤務医の負担瞳減点病院にとって慌仰の確保面で塁嬰であると舘減している。L乃ゝL、  

機械するための人員整備に経費がかえゝりすぎ、すぐにi用仁しい。  

・負担率琶滅＝医師の増員というのが最も容易な発想てはあるが、それを実現させるために   

直ちに医学部の定艮を増やすという（7）は安直な刈策と思われる。巧i純な医学部定員の増   

加は医師の項の低下、医師の給与の低下を杓き、さらなる医療の破壊を招く危険もぁる。   

まずやるペきことは、ベッド数の適正化、入院期間の適正化であるn 地域でほ病院の屈   

原倉はまだまだ可能てあり、ベッド数を減少させ、医師を集約さけることで1ペ′トあ   

たりの医師数、春吉那巾数を増加させることができる。また、民間病院と自治体病院が指   

合している地域も多く、本来の自治体病院の存荏音義が滴れ、民間と同様のことを・行っ   

ている例も少なくないn 民間と自治体の役割を明確に分けることで、ベッドの集約と意   

思の免約化も可能となるのではないか。また、研修医の偏在についても．改善すノこきで   

あり、地方への研僧医の配属を定員化し、必ず全国に満遍なく配属されるように検討す   

べきである。負担樫減のためには、病床数、病院数、在院日数、医師数、研修瞑、医局   

制度、医学部♂Jあり方をトータル的に検討する必要がある。  

・勤務医の負担軽減については、開業医の休日・複l軋診療を推進する等、実態とはかり離   

れた政策が放られようとしているが、根本的な問題解決には程遠いと考える。これまで   

フリーーアクセスで医療機関を受診し■ても良い状況から、最終的には看取りを在宅て行わ   

なければ到底ベッド数が足りないことから、患者を在宅又は介≡鋸こシフトさせるキえ方   

は、最近の開業件数が増えているとは言え、現在平均年齢が高齢化している（開封天の  

、Iそ均年齢は60歳）ことを考えれば、病院勤務者が疲弊しているからといって開業医イ別に   

シフトする考え方は安易すぎである‘更にこれ圭で女性医師に対する処遇、対応♂〕遅れ  
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も、病院から医師をおらせる要因となっている。また、媒行の健康保険法でi．し 多数ゾ）  

診療料を受吉今十る場合、開業【笑であればすべて祝打診料がかかるが、総合病院で受診す   

ろと例外はあるが、1f†i診料のみで良い∴経済的な両で偶発湛ヘシフト1‾る瞳‘tjチになるこ   

とも問題と考える。  

・人件費等で病院経営が窮迫にならないとうに、診娠報酬の見起し検討が必要であるu ま   

た、医師事彷作業補助体制加算のさらなる細分化も必空である。  

・必要医師数の確保がなくては何も先に進むことはできない。援用のための条件として、   

ここにあげられた条件が最優先であるとは思えないn まず、定員をはるかに上回る医師   

の確保が必要であり、それが可能になれば、クラークなどの問題は大きな問題とはなら   

ない。  

・病院における佼間帯・休日の軽症忠者の抑制が必要であるn 基本的に医療は一方働集粟的   

な側面があり、医師以外の介入のための資本（点数の加算）が必要である。  

■施設基耶の稲山はしてないが、業務分担などはできる限り行っており、それに対する評  

価を求めるく  
・医師の充足。地域格差の問題。r・算確保。  

・医療クラークを配置するという姿勢が医師事務作業補助体制加算であり、その加算が多  

11亡な医師〝）負担軽減になるょうにするた翻こほ、クラークヘ投資が必要である．それを  

頼まえた加算をぜひお願いしたい小  
・医師串務作業補助者の増員が必要である。それを可能とL】一る医療岩総額の相称を望む⊂   

また、女性医帥の活川や短時間1Ⅰ三規濯用の条件の緩和Lてほしい。  

・医師の負担軽減については、医師の充足が必須であるが、医師不足のq］、確保は圭まな   

らず、他職種の応援協ノ」に憤らざるを得ないが、これらスタッフにかかる人件費経費の  

適正な評価が必須である。本来、医療と経常を両立させなければ安定供給が成り立たな   

いことから、適正な診療報酬を決定してほしい。そうなれば財政の好転に伴うl実姉の処   

遇改善につながり、医師の確保が可儲となる。現在の全国的な執務医不足は、開業医へ   

の転向によるものが大半であるため、これらにブレーキをかけるためにほ、診療報酬上   

の差別化が必要であるn［本匠師会に負けず、過去の叩・乙表以l二の格差が求められる。  

ドクターフィで差をつけることができなければ、投嶽等に見合うホスピタルフィを大き   

く引き上げることが必要である〔さらには、勤務麻酔医の開票による大幅不足と開某に   

よる耗稼ぎには目を揮う程の醜態がある。このままでは外科系の中小病院の存続が危ぶ   

まれる。病院が潰れたら診療部では現在の医療水準を保つことができなくなる。医嫉その   

崩壊は病院倒産でどリオドを迎えることは絶対に避けなければならない。  

・産婦人科医師の待遇改善のため、分娩手当等の支給について検討を行っている¢ また、   

医師事務作業補助者の増員についても検討を行っている。  

・病院勤務医の負担を軽減するためには、医師増員等体制の整備が必要と考えるが、現在   

の診療雑酬の体系は、勤務医〈の評価が開業医に比べて低いのではないかと考える。特  
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に、三次救急を担う病院に対しては根本的な改善を望む。  

・ベッド数200～〕00の地域公的病院では医師不足のため診療科の縮小・閉鎖が続いており、   

それが拠点病院に大きな負搾を与えている．従ってこの規模の病院の医療体力が持続す   

るような財政措置が必要と考える。真面目に医療を提供している病院が報われる政策が   

緊急課題である。「医師の地域偏在」が大間鰯と言われるが、例えば千葉県では医療過疎   

で病院医療の破旗が深刻なA医療圏は人口当たり医師数が県内で最も多く、次いでB医   

療圏が2番目に多いという事実は －医師の地域偏在」が正しい表現ではないことを意味   

している。この地域では、C病院、D病院以外の病院はすでに崩壊状Ti引こあるが、医療   

圏人口当たり医師数は県内でl位と2位であるという。根本的には、医療珊抑制策を医   

療費増加策に転じるとともに、医療費を病院にもっと配分する仕組みが緊急課朗け考え   

る。さらに言えげ、医療崩壊で一身に過大な負担に耐えて地域医療を支えている拠．長柄   

院に応分の財政支援を要望する。  

・搬送先探しの軽楓  
・医師の偏在に対し、少ない科・地域に対して保険点数の1∵乗せをしてほしい。また、開   

業医との経済的格差を縮めるべく、入院の保険点数を上げる小療養型・社会的入；′完がで   

きる場を多くし、後方病院への転院を促進する〔医師の文盲記入に対しての経済的メリ   

ットが全くない。記入医師への還元と同時に、文菩等書堰の合理化を図ってほい＼。  

・医師確イ呆．  

・①診療報酬の中に医師事務作業補助体制加算が設けられたことにより医師事務作業補助   
員を採用することが可能となった‘いわゆるメディカ′レクラークの配置により医帥業務   
の過剰負担が少しばかり軽減されると考える。しかしながらユ5対t基準であっても医師   

の負担は強く、さらなる改善が望まれる。②今凹の医師事務作業補助体制のさらなる拡   

充が必要であるが、もし、この加算制度が消滅すれば、一大パニックになりうるr  

・控訴等の医療トラプ／レに対する医師負担の軽減が必要であるb また、病院へのコンビニ   

的受診化を防ぐための患者数育も必要である。病診の役割分担の更なる推進や医師の診   

療科のかたよりを是正する対策も必要である√  
・医師事務作業補助者に的確な教育とトレーニングを行う機関を充実してほLい。什院の   

医師にそれを全部まかせることは、更に負担を増大させる。  

・病院の保険点数と開業医の点数は分けるべきである．少なくとも外来診酷をせザに病院   

経常が成り立つ保険制度であるぺきである。  

・医師（特に勤務医）が増える施策が必要である。病院が研修医酢保のため、研修てきる   

医療機関の締り（例えば、中国ブロックに限る）が必要である。病院と診療所（かかり   

つけ医）との役割を啓発し、いわゆるコンビニ受診を減らすなど勤務医の負担軽減のた   

め〝）J鮎策が必要である。診療報酬の増やしてほしいh  

・祉題とLては、専門知識やす麦術が不足Lていろ。要ざまとLては、輔助ではあるが、専門   

的な知識や才支術が必要であり、それに見合／ノた処遇を・千丁うための点数の引上げをしてほ  

2リ  

しい。  

・連続30時間を超える勤務が月に何回もあるような、病院勤務医の実態を改善するために  

は、医師の増員と、それに見合った診療報酬の見直しが必要である。小手先の手法では  

問題解決にならない。つまり、医師の絶対的不足を解消するためにOECD諸国並みに医  

師数を増やし、社会保障にかかる頂家負担を引き上げる必要がある。  

・市民病院として手当の引上げ、非常勤職員の活用、院内保育所の医師への利用拡大、育   

児短時間勤務制度の活用などに取り組んでいるところである。病院勤務医の負担軽減に  

対Lて、診療報酬上の評価がなされたが、低い点数のため、メリットは少ない。点数の   

引1二げや医師数による評価、当直体制の評価、開菓医との格差是正などについて配慮L   

てほしい。  

・DPCの様式1作成業務を含めないという見郎は整合性がとれない。この業務（事務作業）   

に関わる医師の労力は大きい。事務職員を配置できる点数になっていないn 医師の増員  

（医学部定員の大幅増貞が決定的です）。  

・診療報酬が増加すれば、非常勤医師や事務補助者を増員して勤務医の負担軽減をするこ   

とができるn また、医師の給与を引き上げることができる。   



2．医師責任者票  

2－④－1入院診療に係るあなたの業粍負担がr増加した」理由  

0患者数が増加したため  

・患者数の増加（分娩数、手術数）。  

・入院患者数が増加したため。  

・受け持ち数が増えたため。  

・近隣の心臓外科手術可能施設が減少し、1年365日対応できる当院への負担が増しているれ  

・入院患者数が増加したため（近隣の病院の呼吸器科が脾退した為、紹介が増加）n  

O重症の患者が増加したため  

・手術、がん診棟の増加。院外の業務が増加しているので、当直はなくとも時間外労働は   

禿い。  

・高齢者、重症者、終末期の患者が多いため。  

・手術件数及び集中治療での症例数が増加したため。  

・甜完日数短期化と稼動率向上、専門分野の手術症例の増加。  

・分娩数、手術件数、入院患者数がトータルで1．5～2借に増えた。  

・高齢者肺炎患者の増加および繰り返し発生する病棟担当医の不足。  

・人工呼吸管理など重症化が進んだ。  

○救急患者が増えたため、手術が増加したため  

・救急が増えた．  

・救急患者、手術数の増加。  

・周辺医療機関の手術停止（麻酔医）により、当院への手術負担増加。患者の大病院志向   

による手術・救急患者数の増加。  

・救急・緊急入院となった患者の診断のための画像検査の増加、時間外対応の増加。  

‥L、腕力テーテル検査・治療の対象患者（件数）の増加や  

■手術件数の増加。ほぼ毎日手術で残業するようになった。  

○患者への対応に時間がかかるようになったため  
・患者との応対に時間がかかるようになった。  

・居着からの説明要求が増えている。  

・患者への説明時間の延長（より詳Lい説明を求められる）．  

・患者・家族に対する説明・面談に多く時間を要する（要求されることが多い）．  

○医師が減ったため  
・科内の人員減少のため。  

・研修医がいなくなり、仕事をみんなで分担するようになったため。  

・医師数減のたれ  
・医師数の減少に作い、義務分担が新たに加わったため。  

・常勤医が1名退職したため。  

・医師数の減少。上司が退職し、管現職も兼ねるようになったため．  

・自分以外に内科の入院患者をみる医師がいないため．  

・常勤医が4人から2人に減ったため。  

○部下の能力不足のため  
・部下医師の能力低下。  

・下が仕事をしないため。  

・部下に若手が増えたため。  

・若手医帥は数年（2～3年）で交替していくので、新しいスタッフ（医師）が楽務に慣れ   

るまでは、自分の仕事が増えるため。  

・管理する医師の能力低下のため監督業務が隠軋  

○管理羊務が増加したため  
・病棟における管」曜・指導（基本的なことから看護師に指導する必要がある）。  

・管理案務や全紙が増えたため。  

・教育的指導の増加。  

○事務作業が増えたため  
・事務作業量（諮類）が増加したため。  

・古くべき書類が増えているため。  

・DPC導入に伴う事務作業が増加。  

・入院診療時に要する事務的な仕事が増えたため．  

・症例数増加及び入院に関わる文奄（同意番等）等増加による．  

・インフォームドコンセント関係の漏煩が増加し、電子カルテの稼動開始で、ムンテラ（患   

者やその家族への病状説明）などに非常に時間がとられてしまう．  

・救急センター、がん救急病院を維持するため、主として統計業務が増えたため。  

○電子化による業務が増加したため  
・電子化による負担の増加。  

・電子カルテ化による業務の増加。  
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・電子カルテシステム導入による業務増加。  

・電子カルテ導入による操作が増え回診時間が減った。  

・電子カルテ導入などとともに手続きも増えた。  

○会議が増加したため  
・会議が増加した。  

・委員会活動に力を入れた。  

・各種会談の増加。  

○その他  
・新たに分娩の取扱いが始まり、新生児治療がスタートしたため。  

・分娩数の増加による新生児医療の増加（産科の集約化）。  

・近隣病院の泌尿器科の閉鎖や減員のためb  

tクラークを雇うように病院側に言っても雇ってもらえないため。  

・患者への医療に関する情報提供が推進され、畜類作成が増加したが、医療クラークの教   

育がまだ不充分なため、負担軽減に至っていない。  

・病棟医長になったため。  

・整形外科診療部長として、入院患者の在院日数・稼働率などの対応が重要になってきて   

いる．また、副院長として病院全†本の在院日数、稼働率などにも気を追っている。また、   

医療事故の注意点をいつも配慮している。  

・脳神経外科、泌尿都科、神経科等の特殊科の常勤医が不在となり、その分の患者入院を   

診るようになったため。  

・24時間コ65日、当直以外でもon＿Callでは無給で拘束されており、救急入院患者の入院治   

療を行うn  

2－④－1入院診療に係るあなたの業務員担が「軽減した」理由  

○医師数が増加したため  
・医師数が増加したため。  

・診療チームの医師が1名増月したため。  

・後期研修医が増えたためb  

・非常勤医師が増えたため。  

・新しく産科部長がきてくれたため。  

・NICUを新設し、′ト児科人員が2人から4人へ増えたため。  

○部下が成長したため  
・若い医師が育ったので、執刀する手間が減じたため。  

・若手医師の分担を増やしたため。  

・部下に受け持たせることが多くなったため。  

・仕事を部下に委譲したため。  

○担当患者が少なくなったため  
・受け持ち患者が減少したため。  

・直接病棟で主治医としての役割をはずした（忙しすぎて患者のところに回診に毎日行け   

ないため）ため。  

・時間外呼び出し当番からはずされたため。  

・診療形態を2交替制にLて、原則週40時間勤務とした。原則、主治医とならないように   

したため．  

0管理業務など、他の菓霧に投入しているため  

・他の柴務増加のため入院診療に使う時間がとれなくなった．その分、他の医師の負担が   

増加したため。  

・診療から少しずつ離れ、管理業我をしているため。  

・病院内の診療外業務（院内委員会活動・会誌・カンファレンス等）、管理業務が増加し、   

入院診療にほとんど関与できなくなったため。  

○医師事務作業補助者など、医師以外のスタッフを活用するようになったため  

・秘杏が保険の巻類を作成してくれるようになったため。  

・代行入力で処理できるようになり、菩顎作成の時間が軽減したためく  

・メディカ／レクラークに苗務代行を依頗しているため．  

・医療事務作業補助者が増員され、事務的な仕損が軽減Lたたれ  
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・医師叫上挙が減るよう院長が他の職員の仕事の分揮を進めているため。  

・阪口rliヰし祷作業欄軌員の導入ため。  

「〕その他  
・竃予カルテの導入など。  

・重症店者が少ない、産科が安定して柄的新生児が少ブ亡いく  

・重症の受り人れを制限した。  

2－（9－1 外来診療に係るあなたの業務負担が「増加した」理由  

01件当たりの診癒時間の増加  

○医師・スタッフの教育にかかる時間の増加  
○医師の】威少  
○医師の肯邑力不足  
○外来診療内容の広範化・複雑化  
○外来担当日（回数）の増加  

0スタッフ（音譜師を含む）不足  

○患者からの要求の増加・複維化  
○患者の病院指向  
○患者への説明に要する時間の増加  
○近隣病院（診療所）の閉鎖・縮小等  

○検査件数の増加  
○時間外受診・救急診療の増加  
○事務作業の増加  
○重症患者の増加  
0昇進のため  

○新規設備の導入  
○電子化による煩雑化  
○患者数の増加  
○その他  

2一⑤－1外来診療に係るあなたの業務員担が「軽減した」理由＜分類済み＞  

0医師（非常勤慄師を含む）グ）増員  

（⊃l裏R巾の能ノコ向」二  

○外来診痴の雁止・他科への移行等  
0外来担当ー］（同数）の減少  

○患者数の減少  
○休診日の確保、診療時間の短灘  

○近隣に開業医が増えた  
O」研修医の増員  

○昇進のため  
○診療体制の効率化（分担化）  

○スタッフの増員  
0他院への紹介  

○病院・部署の異動  
○医師事務作業補助者等の配置による事務作業の礎械  
○予糸勺制、紹介制とLた  

○その他  

4⑤ 診療科において実施した経済面での処遇改善の内容  

○基本給の増額など  
・ハイリスク妊娠、分娩点数を主治医に全額配分（均等）にしている。基本給は㌍均で24．SOO   

円増えたr  

・年俸制をとっているが、月額約5～6方円（手当て含め）の増額があった。  

○時間外手当の創設、オンコー／レ手当の創設  

・外来診療時間の延長による手当を増額した。  

・休日・夜間透析の手当、手術・緊急呼出しの手当の増額があった。  

・時間外手当及び夜間休日呼出L手当が、平成ヱ0年11月上り増額となった。また、医長以   

上の時間外手当が手術後管理手当として1日に5、000円となった。  

・時間外診療について手当がついた．  

・日直に時間外手当てが支給されるようになった。  

・今までなかった超勤手当が導入された。この結果、大体、ノ】5～15万円の増細となって   

いる。  

3G   

・時間外病棟業務や香類作成に従事L7こ、いわゆる「時間外勤務」の申請要件を緩和し、   

申請時間数が増加した。  

・時間外の（夜間・休日）呼び出し手当が、わずかであるが増額となっている。  

・金曜日夜～日曜日昼間、祝日前夜、祝日昼間の自宅待機料がつくようになった。  

・オンコール時の手当がつくようになった小  
・当直以外で呼び出しされた場合に手当がつくようになった‘  

○分娩手当（時間外含む）の創設  

・時間外の分娩1件につき1万円の手禦が創設された（1晩2作まて）。  

・時間外分娩手当。  

・時間外の緊急手術は1件当たり7，000円、夜間の分娩は1件当たり5，000円の手当が支給   

されるようになった。  

・分娩手当料が加算された（  

・時間外分娩の手当が出るようになったぐ  
・時間外（ヱ100～8－30）の分娩・緊急手術に対し、報酬が支払われることになったrl   

作あたり5＿000～7．000円（報酬が出るのは1阿の時間外当たり1件まで）。  

・分娩件数による手当。  

・分娩手当金の増設p 緊急手術（禎澗）時の応援者へ補助料金。救急母体搬送受人れ時の   

援助金。  

○当直手当の創設  
・Ⅰ回あたりではないが、佼間当直以外や呼びし出された場合に、分娩、手術加算、月ヰl司を   

超える当直での加凱  
・当直料の増額や救急当店における紺軌  
・NICUを新設し、オンコール体制であったが、当直（夜勤）手当が出るようになったr  

O診断汽作成料の支給  

・診断蕃等の文番作成料（1部500円）が支給されるようにな一）たL  

・許頬等の作成鮨とLて、わずか（1割）でけあるが、手当がついたn  

・診断▼番類整理時間外手当ができたこと。  

○そ〝つ他の子当  
・入院受入医師手当、救急患者対応手当小  

・枚急母体搬送受入の際，初診嫉医l名にl同約1（l．0（）0円の手こ当。  

・手術に上る緊急夜間の山酔管理として’の手当  
・枚急才解送来院唐者診禿きを受けた峠、またその患者を人院に結び／つけた時に、それぞれl．O110  

ニミ7  

円を算定する。  

・マンモグラフィー三次読影料が増額された。  

・残業手当が】時間1．5（拇円と増額されたことにより、月t5．000円前後の増額となった。   

読影加算手当が支給されるようになったことにより、月6叩00門前後の増額となった。  

○学会活動等の＿支援  

・外郭賢企導入による国内外学会等への出張支援。  

・学会旅行の補助。  

・学会活動等の支援があることによって治験、臨床試験に積極的に参加し、学会出張用や   

パソコン等の高額OA機器購入に使用している。  

・学会参加費・旅費等、可能な限り、研究費から補助している。  

・診療実績を評価し、図書、学会出張、医療機儲を優先的に考慮している。自治体病院と   

して、予算枠があり、枠内での処遇Lかできない。  

・海外出張に対する軒用の部サポート。  

・学会骨張費の補助拡大、学会の年会費負担、コピー代、文献取り寄せ料負担、医師賠償   

保険抒用負担。  

・学会出席や論文作成・投稿の補助。  

○育児支援当  
・育児休暇中の女性医師の臨床復帰を促進する目的で、医局員が私的に運営管理している   

医局ぞ？からl人月額50．000円まで、保育園の資用を補助している．病院の制度ではない   

が、育児負担のある女性医師については当直の免除等の勤務軽減を行っている。  

○その他  
・ETCカ、・ドの配布   



5 病院勤務医の負担軽減についての課題・ご意見  

・待遇の改韓。時間外劫附こ対する正当な評価が必要であろ。柄院当直と時間外診療の区   

別を明確にする。仰f修匿に射し、勤務を魅力あるものにするため、最低賃金を上げる必   

要がある。  

一医師の診療内容が複雑化しているため、20年前と比べると激務は三伯にはなっている。   

同じ科の中でも専門性が増しているので同一・人数では診療できないょうになってきてい   
る。コ0年前と比べると医師数は2値くらい必要ではないかと一瞥う。病院勤務医が減少し   

ないようにするためには待遇の改善は急務である。そのためには診療報酬の恨本的見直   

しが必要である（現在は開業医が有能なため、勤務医から聞業医への涜れがある）。開業   

するより勤務医のほうが有能であり、勤務l去の中でも埠門性を持った専門医の待遇を改   

善するべきである。  

・医師不足対照としての「フィジカ／レ・アシスタント（l楓）」の導入について検討してはど   

うかト米国の医療も多くの問題を抱えているが、医療の分室酎ヒでは学ぶべきものはある。   

その一つがフィジカル・アシスタント（m）という制度だ【主に外科系医師の助手をす   

る役割であり、60年代半ばに制度化が進んだ。大学卒業後に2～3年の専門コースを履修   

する。現在、全米の外科医（一般外科、胸部外科）総数の2倍近い約鳶万人が、PAとし   

て医煉に寅赦している。Ⅰ鳩は医師の監督責任■Fでかなりの権限を与えられ、手術の助手   

や処置、患者への説明、処方、各手近苔頬の作成などを行う。これにより医師が本来の業   

務に専念し、専門性を高めることができる。最近、英国やオランダ、台湾、硝アフリカ  

／亡どもこの制度を導入し始めた。専門化した医療スタッフが分業することで、医療の質   

の向上が可能となる。医学部定員増だけでなく日本の医殊に適したPA制度の導入が重要   

であると確信している。  

・基本的に開業医との貸金格差が大きすぎる．また、拘束時間が長すぎる。つまり、時間   

当りの給与が少なすぎる。  

・当科は、かなり以前より秘書を雇って医師が独自にしてきた診療外業務を代行してもら   

い、かなりの時間を削I成できた。特に当科では月100牧以上の各種文昏の代輩を秘事が   

行うようになってから、時間的負担はかなり軽減している。また、外来や入院業務でも   

委託可能な範囲の殆どを委託しているが、勤務時間はなかなか短縮しない。当院では、   

救命救急センターを有しているため、急患は24時間来院する．日勤帯に急患が入ると病   

棟担当医はそれに忙殺され、入院患者の回診が遅くなりがちである。それを回避するた   

め早期より回診をして始業時間に救急病棟に入院Lた患者に対応するようにしている。   

入院患者家族に対する説明時間は年々長くなり（患者の意泳が向上したためと、在院日   

数短稲による患者増）、1日のかなりの時間をさくようになった。同意書や入院診療計画   

書など説明に費やす時間は年々長くなり、かつ、電子カルテへの首己載時間はそれに伴い   

長くなっている。救急をかかえているので（原則として断わらない）、当直のときはほぼ  
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眠れない。英症患者の急変や、PCIが必要に／ごると1人当直では対応できないため、待機   

医師を招集している。待機医師は招集されても翌日は休みではないため負担業務になる。   

当直明けに仕事がないよう配置しても、いつも‾亡きる訳ではなく、多くの場合、帰宅は5  

時（午後）を過ぎる．人民の増加が特効薬亭が、診療報酬は抑制されているので、病院   

側はこちらの予定通りに人員を増やすことはない．結局、どんなに我憮して頑張って適   

量労働に耐えても、殆どの病院が赤字経営を余儀なくされている根幹がある限り、医師   

の過訳労働は減ることはない。少人数で多数の患者に対応しないl限り、．黒字化は夢物語   

にしかすぎない。患者1人1人にかかる診療時間が確実に長くなっているため、結局、   

超過勤鰍まなくならない。当院はかなり恵まれていると思うが、それでもこの現状であ   

る．私のような年令になって疲れてくると、地方病院の惨状を知るにつけ、そこに飛び   

こむことに随躇し、閉業に向いてしまい、結局瞑師不足に拍車をかける。診療報酬の増   

と、経営努力をしっかり行っている病院に対する負担減の方法の導入を検討してほしい。   

医凍は人も手間もかかる。合理化のみで全てをまかなうと血も頼もない医療になるが、   

それに近いことをしなければ経営が東経しい状況になっている。  

・国が医療費抑制の政策を推し進める限りにおいて、包括医療の体制をとる当院のような   

病院は、経費削減をせざるを得ない。医療に「効率」が求められることになり、効率を   

上げるた捌こ職員の労働力が必須の状態である。効率追求の医療ほ、リスクと背中合わ   

せであり、常にこれが不安である。  

・大学医局から医師派退で医師数は相集されていたが、研修医制度で大学医局は敲崩され、   

医師派遣が不能となった。  

・責任者の年令は高く、当直回数は減っている。平均で当直同数を算出したら、実際には   

当直回数は多かった。若い医師の実態がみえてこないため、平均値ではなく、実数（0～   

8回）など、きちんと調査してほしい‘連続当直など非現実的な数字を調べても、実鳩は   

みえてこない。  

・メディカルクラーク導入は、事前の予想とは異なり負担軽減に役立った。看護他部門に   

は平成19年12月28日付通知が周知されておらず、一部通知を理解していても自己の負   

担増加を望まず導入することができないため、実効があがらない状態である。また、地   

域住人の大病院志向、専門医志向は板碑く、深夜の軽症救急受診でも専門医診療を望む。   

住民の琶織啓発を行ってはいるが、病院単独で行うには限界があり、投書も増加するこ   

とが危惧される現実がある。  

・私たちの分野では、美容にシフトする人、開業にシフトする人が微増している。入院を   

きちんと入れる、手術をしているなどの評価がなく、朝から夜まで仕事をしていても虚   

しさを感じる。  

・給与が低すぎる．医者は、お金儲けのために仕事をしているわけではないが、諸外国と   

比較しても、あまりにも給与が低い．忙しくてもやりがいのあるサポートがなければ、   

若い人は集まって来ないだろう。女・性医師の再就職。時間制で働ける環境づくりなどが  
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関の働きかけも必要だが、患者自身の勉強・努力もポイントである）。病院に対する何ら  

かのサポートが必要。この3点が大きく変化しない限り、根本的な改善はない。   

必要である。これはナースにも言えることである。また、医師、ナーズ以外の専門職を   

つくるべきである。  

・本調査で病院での超過勤務、当直等の評価は可能だが、「待機j については何の考慮も評  

価もされていない。例えば、時間通りに勤務が終わり帰宅したとしても、当番（待機）   

であれば、酒を飲んでゆっくりすることもできず、風呂に入っていても家族にPHSの番   

をしてもらい、夜中の眠りも浅い。夜中に呼ばれて処置をしたとしても、病院での処理、  

診療の時間が1時間なら、超過勤務としては「1時間」であり、5時に終るところを6時   

まで仕事し、あとは待機もなくフリーな人と同じ放いである。救急にち上くち上く呼ば  

れる科としては、これを「1時間の超過勤務」と同様に扱われることにとても反発する。   

このような点も理解した上で、もっと十分吟味された調査票で統計処理してもらうこと   

を希望する．  

・絵に描いた餅のような意味のない電子化やDPCにより、事務的な作業にますます時間が   

かかり、医師の負担を増やしている．産婦人科は、保険上加算が付加した科であるにも   

かかわらず、「すべての科Iま平等」的な扱いで、負担軽減を優先してもらえるわけではな   

い。このような政策ではあまり意味がない．むしろ、科を重点的に配慮した誘導が必要   

と思う。  

・産婦人科は24時間体制である．4人では当直体制はできない．ポケベル待機、オンコー  

／レ呼び出しの兼務負掛こついて、アンケート調査にないことが不満である。  

・他科ローテーションをしていない世代の眼科医は、全身疾患への診療に疎く当直時にお   

ける対応時に、大きなストレスを感じている。他科医師を呼ぶか否か、トリアージにつ   

いても全く自信がない。迷惑をかけているだけではないかという想いと、もし自分が当   

直していることで患者に不利益が及ぶのではないかという想いが常にある．  

・患者や一般住民の啓蒙が非常に重要である．  

・畜類が多い。  

・病院勤務医が勤務している病院の中で、公立病院はほとんどが赤字であるn 特に地方の   

公立病院は赤字でなければやっていけないのが現状であるn そのような状況の中では、   

医師の数を増やすことは、（たとえ医師の全体数が増えたとしても）難しい。医師を増や   

すことと、公立病院に対する赤字の対策をしないとやっていくことはできない。医師の   

仕事を他のコメディカ／レが負担するとしても、そこでも人をやとわなければいけず、結   

局は病院経営を圧迫することになる。少ない金で、できるだけ質の良い医醸を提供でき   

る時代は終ったのであって、質の良い医凍を受けるためには金が必要である．  

・診療行為が自己完結できると考えられる軍門医の養成に時間がかかり、実診療は英成課   

程の医師（専門研修医）にも負担をかけている。病院からは完全交替制導入を鈍く要求   

されているが、専門医の確保、治療の継続性、質の確保など、人員数の問題だけではな   

いところが残っている。  

・患者が安心できる診療所の質的向上．何でも大病院という患者の意識を変える（医療機  
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・常勤医師数が減少し、1人当たりの担当数が増加した。  

○亀子化により負担が増加したため  
・電子カルテになって診棟時間が増加した。検査のγ約もすべて医師の負担になっている。  

・電子カルテ導入により、外来・入院指示に時間を要するょうになり、操作を覚えるのも   

大変である。  

・電子カルテ導入で、医師の仕事が増えている。  

○事務作業が増加したため  
・頻回な制度改正等による、事績等の事務作業の増加。  

・事務処理などの負担が増えた。  

・害頬（診断番、保険会社や警察の調査文再、介吉酎呆険、各種面談調査）が増えた。  

・主治医意見巷、診断詩、入院疎薙計画苔など幕類の増加。  

○患者への説明に要する時間が増加したため  
・病状説明の頻度・時間が増加した。  

・高度医療のため、治棟説明に要する時間が増加した．  

・術前診察において説明しなければならない事項が増えた。また、それに伴い取得しなけ   

ればならない同意沓、事項が増加した。  

○外来担当回数の増加  
▲外来診療担当日が増えた。  

・自分の診察日以外での診察が増えたため。  

・外来の目数が増えた。  

・一般診療の当番回教の増加、受け持ち患者数の増加。  

・専門外来などの分が増加したため。  

・外来を担当する医師が減少したため、l人当たりの負担が増加となった。  

○その他  
・夜間救急室に来る患者が増えた。  

・昨年は臨床研修医であったため、担当医として資任は少なかったが、今は主治医として   

業務を行っているから負担は増加している。  

2－（9－1 外来診療に係るあなたの業務負担が「軽減した」理由  

○メディカ／レクラーク等の配置により事務作業が枢滅したため  

・ノディカ′レクラークがつくようになり、i5類遇きに関する業務が軽減された。  

・メディカ／レクラーク導入により書類業務の負担が減った。  

・書類作成が多く負担であったが、メディカ′レクラ・・－クがほぼ作成してくれるため、誌が   

減った。  

・メテイカ／レクラーク配置により嘗叛記掛こ要する時間が軽減した。  

・医療クラークが、診断書など書類作成の補助をしてくれるようになったため。  

○医師が増えたため  
・医師が増加したためn  

・常勤医の増加。  

・医師の数が増えたためも  
・昨年は2雲．だった′ト児科が3名に増えたため。  

tベテラン医師が増えたため。  

○休診日の確保、診療時間の短縮、外来回数の減少があったため  

・医師が減少したことにより、病院として健診業務を中止したため。  

・外来の担当回数を減らした。  

・外来日数が週に3日であったのが2日減った。  

・外来診療日が5日から4日に減少した。  

・診療時間の短縮。  

○患者数が減少したため  
・患者数が減っている．  

∵来院患者数が減少した。  

・新規の患者が減っている。  

○地域連携を推進したため  
・近隣のクリニックへ出来るだけ外来患者管理を依頼するようにしたため。  

・「逆紹介」を推進し、診療患者数が減少した．  

・逆紹介を増やした。  

・入院患者の負担増のため、外来は可能な限り、地域の開業医へ紹介している。  

○電子化による業務哩減を進めたため  
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・問診票を電子カルテに入力する業務が軽減された。  

・文章作成がコンピュータ上でできるようになり、容易になった。  

○予約制・紹介制を導入したため  
・紹介外の患者受診日の制限を新たに設けたため。  

・外来を予約制にしたため。  

・外来を完全予約制にLた．  

2－⑬ 病院の中でどのような取組みを実施すれば、あなたの勤務状況は改善すると思う  

か。  

○救急の受入れについて  
・救急を1次－3次までのすべて受け入れるのではなく、】次は地域の夜間診療所へ行って   

もらうことを徹底していただきたい。  

・深夜帯の救急受診患者に対する適切なトリアージ。  

・救急医療の階層化（一次、二次の切り離し）。  

○当直後の勤務について  
・当直翌日の休みは義務化してほしい。  

・当直・残業手当の増額と時間制限の廃止。  

・「当直翌日を休みにしないと、その当直医にべナルティを課す（例えば減給）」という／レ   

ールを作れば改善すると思う。  

・当直翌日は、「午後早退OK」などといった／レールをつくってもらいたい。  

・当直翌日は帰宅できる環境。残業手当をつける。  

・当直翌日の代休がとれる診療体制（科によっては実現出来ている）．  

・勤務時間外の強制労働をなくすか、手当を考慮するか、当日翌日は休みにするか、など   

休息や報酬を考慮するn  

・連続当直をなくす配慮。現時点では、当直のローテーションは、ある法則をもとに、庶   

務課が決めている様子。その法則によると、連続当直が生じ得る。当直表の発表前に、   

修正するなどの配慮をすべき白  

○経済的処遇について  
・当直代大帽増、最低1回当たり50．000円とすべき¢ 他のバイトより安いのは明らかにお   

かしい‘  
・他院でア／レバイトをしなくてもすむ給与にすべき。  
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○医師数について  
・蘇酔科医師数の増加。救急科専門医の確保。総合内科医の増加。  

・医師のスタッフが増員されること。  

・医師数の増加。  

・人員が増えないことには、当直明けの休暇も無理で、外来（消化鶉科の他に内科の応援   

もあり）の状l兄も改善しない。  

○外来診療について  
・外来新患予約制の導入と医療クラークによる書類作成の補助。  

・患者を受け入れる絶対数を決める。  

○業務分担について  
・医師免許保有者でなくてはできぬことに業務を集約する。すなわち、外来・手術のみ等   

へ人員の集約．単に医師数を増やすのは全く意味がない。  

・看便師の分担の増加（やらないことが多すぎる）．  

・検査のための静脈／レート確保は看矧動こやってもらいたい。  

・予約センターがあり、検査や次回再診の予約をとってもらう。できたら検査内容の説明   

もしてもらいたいゥ  
・点滴業務の移行。  

・看幾師を増員し、－一部は専門看護師（エキスパートナース）として育成する。  

・患者の入室・退室などを看護師がやってくれると、入退室の時間の削減につながる。  

・点滴の確保や食事変更、病室の変更などの仕事を他の部署が行うようにする小  

・コメディカルへの業務の分担（現状では、点滴など、看護師が法律上認められている行   

為も．医師が夜間に呼ばれて行っている）。  

・診断菩・意見書などの書類作成業務の完全分担化と、全薬剤投与の完全分担化。  

・麻酔器などM工機著旨（術中検査も含めて）の管理・保守を、MEや検査技師に担当しても   

らいたい．  

・麻薬の事務処理を薬剤師が担当する。  

・主治医意見沓、MRl検査同意素をコメディカルが対応こするようにする。  

・採血点滴、検査部や他部署への電話連絡、患者の移送・運搬、処方せんの変更入力、サ   

マリの訂正入力など、有言埴師でも可能な業務や医師の口頭指示で他職権がオーダー入力   

可能になれば医師の業務は大幅に改善するん  

○医療クラークの7吉川  

50   



・は招クラク業務が全科に広まることr  

・事石！員を増やさず、一郎を柄煉や外来に配置し、各科中州笑療クラークとし〔養成rlるし  

・カルテ人ノノ（検査・処方・注射等）については代行してほLい。  

・医腑事凝による診断寓七妄作成け甘玩  
・別封乍成の補助を進めてはしい．  

・事務畜類作成、DPC入ノ」など【矩療行為以外について、他職種に代けしてもらう‘  

○その他  
・保l晩会社や介護保険苺頼の完全電子カルテ化し、同じことを手喜きで何度も記載しなく   

てもよいょうにする。】人の患者が4つ以ヒの保険会社の診t折畜を持参する】易合がしゎる。  

・手術を計画的に行う。整ノ杉外科医が好き塘手に手術を7■定するのをやめる。  

・夜間の入院患者の急変に対し、当直医が対応する体制の強化。  

・意味のない会議の削減．  

・ニー交替制の導入。  

2－⑰ 今後の意向の理由  

【rできれば診痴を辞めたい」とする理由】  

0疲れた、負拍が人きい  

・自分の健康が大切。  

・疲れ果てた。  

・他院よりは労働条件は良いが、当直後の勤務は（ほとんど睡もできないことが多く）   

過酷であるため。  

・f仕口が多忙で心身ともに疲れている。  

・仕事の負担が大きく体力的にも精神的にも限界。上司や院長に話しても状況は改j㌔＝しな   

い。仕事中の労災事故にあっても適切な対応をしてもらえない。自分の健康を害し、生   

命を縮めてまで医師としての業務をしなければならないのか。  

・今後の妊娠・出産を考えると負担が大きすぎるためし  
・夜間救急に対する体力的限界。  

○リスクが大きい  
・高いリスクに相当する見返りがない。例えば、残業代には上限が設けられている。  

・最近はクレーマーが多く、訴訟のリスクも高い。仕事の忙しさの割に給料が安い。  

・医療訴訟のリスクを考えると、現在の待遇では全く割に合わないため－  

・治癖園難な症例に対する訴訟の増加等。  

5】  

口報われない、不公平である  

・イ上事は脚肝ナる一カで、自分の休力は落ちてくる。病院内でも働かない医ロー】iと、働く医   

師の汁仙肘同じなのは 不平等と感じる。  

・希望が持てない。  

・報われない〔  
・身を削って診療にあたって‡）報われず、やりがいのなさを感じる。  

・苦労Lても患者から文句を吾われ、憎まれるのがしんどい凸  

⊂）充実感がない  

・労働内容に比して、精神的な充足感がない（10年前は充分にあった）n  

・成功報酬が低い（囲媒な手術であっても成功は当然という患者・家族の認乱）。  

○生活の囚対は  
・生活の不規則さ。  

・育児との両立が周対〔。  

・精神的・体力的に草すぎるn すでに†木調もおかしく、この上まだと病気になる。また、   

人間らしい生活が送れず、せきている意味が／八、h  

・疲労が多い。いつも呼び出されるかわからないので、人と約束できない。  

0その他  

・夢の実現のため。  

以上  

（∋   
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調査実施時期は平成ヱ0年12月～平成Z1年2月とした。  

4．調査項目  

本調査の主な項目は次のとおりである。  

1．目的  

平成20年4月の診廉報酬改定では、病院勤務医の負担軽減に操る評価として、’入院時  

医学管理畑贋」及び「医師事務作業補助体制加算」の新設、「ハイリスク分娩管理皿軋 の  

改定が行われた。   

本調査では、これらの加算を算定している保険医療機関における病院勤務医の負担軽減  

策の取組み状況や、病院勤務医の負担軽減と処遇改善等の状況を把握し、平成20年度診療  

報酬改定の結果を検証することを目的とした。  

2．調査対象  

本調査では、「施設調査」「医師責任者調査」「医師調査」の〕つの調査を実施した。各国  

査の対象は、次のとおりである。  

○施設調査二「入院時医学管理加算」、「医師事務作業補助体制加算」、†ハイリスク分娩管理   

加算」のいずれかの施設基準の届出をしている、すべての病院（1．1う1施設）を対経とし   

た。  

○医師責任者調査・医師詞査∴上記「施設調査」の対象施設に1年以上勤続している、診   

療科医師責任者及び医師を対象としたbただし、1施設につき医師責任者最大島名（各診   

療科につき1名×最大8診療科）、医師最大24名（各診療科につきi名×最大g診療科）   

とした。  

3＿ 調査方法  

本調査では、対象施髄・医師が記入すら自記式調査票の郵送配布・回収により行った。   

施設調査については、施設属性、勤続医の負担軽減策の実施状況、動蔑医の勤挨状況、  

入院時医学管理加算に関する調査項目、医師事務作業補助体制加算に関する調査項目、ハ  

イリスク分娩管坦加算に関する調査項目等をたずねる調査票（「施設架」）を配布した．   

医師責任者調査及び医師調査については、基本属性、勤務状況、菜裾の負担感、巣持分  

担の実施状況と効果、処遇改善の有無等なたずねる調査票（「医師責任者票」及び「医師軌）  

を配布した。なお、医師兼任者粟については、管理する診療科について業扶負担の状況や  

勤務実績革も別にたずねている．   

「医師責任者票」及び「医師栗」の配付に際しては、上記の「施設調査」の対象施設を  

通じて行ったが、回収は、医師責任者・医師がそれぞれ専用封筒に同封・封練した調査票  

を対象施設の管理者が回収し、調査書摸局宛の専用返信封筒に施設票と同封の上、返送す  

る形式とした．  

1  

○施設属性等  
・聞役主体、病床数、種別、DPC対応状況、診療科、入院基本料区分  

・平均在院日数、紹介率、逆紹介串  

・救急歴腐体制  
・地域連携宝、24時間の画像・検査体用・調剤体制の有無  

・暇員数、医師事務作業補助者致、MSWの人数  

・電子カルテの導入状況 ／等  

○患者数  
・外来患者数、救急搬送による緊急入院患者数、新規入院患者数、退院   

患者数 ／等  

○勤務医の負担軽減康の実施状況  
・取り組んでい5勤務医の負担軽減農の内容 ／等  

○勤務医の人数・勤務状況等  
・常勤医師・非常勤医師数の推移（診療科別・男女別）  

・勤務医の月あたり平均勤務時間の推移（診療科別）  

・勤梼直の月あたり平均当直回数の推移（診療渾柑Ij）  

・連続当直合計回数の推移（診療科別） ／等  

○入院時医学管理加算における施設の概況  
・入院時医学管理加男の届出状況・予定、届出時期  

・選定＃養（実費徴収）の状況、金額  

・全身麻廓の件数、手術件数 ／等  

○入院時医学管理加算の効果・開等  
・勤務医の負担軽減策としての効果  
・課題・問増点  ／専  

○医師事務作業檎動体制加算における施設の概況  
・医師事務作業補助体制加算の届出状況・予定、届出時期  

・医師事蔑作業補助体制加算の区分  
○医師事務作黒補助者の配置状況一業棟内容等  
・医師事務作業補助者の配置時期・1巳置状況  

・医師事務作業補助者の人数・給与総額  
・医師事務作業者が担っている業務内零（診断書などの文書作成補助、   

診療記録への代子〒入力、診療データ整理など）  

○医師事議作業補助体制加算の効果・課題等  
・勤務医の負担軽減策としての効果  
・芦課題・問題点  ／等  

○ハイリスク分娩管理加算における施設の概況  
・ハイリスク分娩管理加算の届出状況・予定、届出時期  

・分娩件数  
・ハイリスク分娩管理加算の算定回数  

り、イリスク分娩患者の内訳  

○ハイリスク分娩管粗加算の効果・注題等  
・勤務医の負担軽減策としての効果  
・闇・問題点 ／／等   

医師責任者調査  ○基本属性  
・性別、年齢、医師経験年数、診療科、勤諸形態、j  

○勤務状況  
・実動誘時間、外来診療担当の有無、当直回数、連  

○個人としての葉痩負担の状況等  
・負担が重い業務及びその割合、業務負担の変化 ′  

○診療科における業務負担の状況等  
・業者負担の変化、夜間・早朝の軽症救急患者数の：  

○勤務医の負担軽減策の取組み状況等  
・勤務医負担軽渡策の取組み状況及びその効果  
・業務分担の状況及びその効果  
・医師の処遇改善等の有無 ／等  

○課題等  
・今後の課腰 ／等   

医師調査   ○基本属一性  
・性別、年齢、医師経験年数、診療科、勤務形態、  

○勤務状況  
・実動残時間、外来診療担当の有無、当直回数、運  

○業務負担の状況等  
・負担が重い業務及びその割合、業務負担の変化  

○勧誘医の負担軽減策の取組み状況等  
・勧慈医負担隆渡策の取組み状況及びその効果  
・業務分担の状虜及びその効果  
・医師の処遇改善等の有無 ／等  

○課題等  
・今後の課題．／等  

5．結果概要  

（1）回収の状況  

施設調査の回収数は516件、回収率は射．g％であった。また、医師間査の有効回答人数は、  

医師責儒者が2，38，人、医師が4J27人であった。  

図表1回収の状況  

有効回収数   有効虐l収辛   

施設瞬査   51る   44▼8％   

医師貫任者調査   2J89  

医師調査   4，227  

※施設調査の回収数は526件であった，いずれの施設基ヰについても届出がないと回答があった   

施設票を無効票（10件）とした．  

※医師責任者調査の回収数は2．γ4件、医師調査の5，574件であった。両調査とも対象額院にお   

ける勤練年数が1年未満もしくぼ無回答のものについては無効票（医師斉佳肴調査：134件、   

医師調査・舛5件）とした。また、この他、施設粟の回収がなかったもの及び施設票が無効と   

なったものは無効眉（医師千任看調査こ25Ⅰ件、医師調査：4別件）とした．   



施設基準届出状餞別施設掛こついてみると、r入院時医学管現加凱、r医師事務作業論功  

体制加算」及び「ノ1イリスク分娩管理加凱の3つの施設基準のいずれも届出をしている  

という医療機関は95％（49施設）であった。   

最も多かったのはー医師手技作業補助体制加算のみ届出あり」（37＿2％、けヱ施設）であ  

り、次いで「ハイリスク分娩管理加算のみ届出あり」（】l．8％、l糾施投）、r医師事務作業  

績助体制加算とハイリスク分娩管理加算の届出ありj（16．7％、8‘施設）となった．r入院  

時医学管理加算のみ届出あり」は0．4％（2施設）と最も少なかった。  

国表3 施設基準届出状況別施設数  

（2）施設綱壬の一括果概要  

【韻査対象等】  

調査対象：「入院時医学管理加算上「医師尊珠作業補助体制加算」、「ハイリスク分娩管  

理加算Jのいずれかの施設基準の届出をしている、すべて病院（り51施股）  

回答数：51‘件  

回答者：施設の管理者  

施設数  構成割合  ナべての施設基準の届出あり  ヰ9  9．5l  （入院時医学管理加算＋医師事務作業補助体制加算）届出あり  12  乙31  （入院時医学管理加算＋ハイリスク分娩管理加算）届出あり  山  ｝1ヽ  （医師事裏作業補助体制加傭＋ハイリスク分娩管理加計届出あり  8¢  16，丁ぢ  入院時医学管理加虜のみ届出あり  2  04ヽ  医師車載作業補助体制加算のみ届出あり  192  ユ7．2～  ハイリスク分娩管坦加算のみ届出あり  164  31．8ゝ  合計  S18  100，【）■   
①施設基阜の届出扶況  

施設基準の届出状況についてみると、r入院時医学管理加算Jのー届出をしている」とい  

う施設は14j％（7ヰ施設）、r医師事務作業補助体制加算jの「届出をしているj施掛i65・7％  

（3ユ9施設）、「ハイリスク分娩管理加凱の「届出をしている」施設は軋1％（310施設）  

であった．  

図表⊇ 施投基準の届出状況（∩＝；516）  

Ol m    101    8tX     8弼   1∝鵬  

入院時直筆t理加算  

医師事務作集補助体制加算  

ハイリスク分娩t理加算  

1届出をしている  8現在は尾出なし、今後馬出を行う  

臼届出をしていない  D舞回答  

②施設の属性  

1）開設主体   

開設主附こついてみると、全体ではー医療法人」（3l，2％）が最も多く、次いで「公立」  

（23＿3％）、r公的」（14，7％）となった．   

r入院時医学管理加算」の届出施牧では「公立J（3l．1％）が最も多く、次いで「公的」  

と 鳩凍法人」いずれも2D，コ％）となった。「医師事儲作業祷助体制加算」の届出施設で  

は「医寮法人」（つ8．6％）が最も多く、次いで「公立」（24．‡％）、「その他の法人」（15．9％）  

となった。rハイリスク分娩管理加算」の届出施設では「公立J（27．4％）が最も多く、次い  

で「公的」（19，7％）、r医療法人」（14．8％）となった。 

図表4 開設主体  

Ol    ヱ皿    ヰO1    801    801   1肌  

2）許可病床数   

許可病床数についてみると、全体では「500床以上」（31．8％）が最も多く、次いでr300  

床～499床」（29．8％）、r200庚～2卵床J（12．‘％）となった．なお、平均はヰ帆9床（中央  

値354．5）であった。  

「入院時医学管理加算」の届出施設ではr500床以上j（5l．4％）が最も多く、次いでr300  

床～499床」（4l．9％）となっており、軒可病床数の平均は5ユ‡．‘床（中央値500）と大規模  

の病院が多かった．ー医師事碗作業補助体制加井」の届出施設では「〕帥床～4野床」（刀．3％）  

が最も多く、次いでr500床以上j（20．‘％）となり、許可病床数の平均l土342．4床（中央任  

307）であった。r入院時医学管理加算」及びーハイリスク分娩管理加算Jの届出施設と比  

較すると、大規模病院の割合が低かった．し、イリスク分娩管毘加算jの届出施設ではr500  

床以上」（50．6％）が最も多く、次いで「3∞床～499床J（32．3％）となり、許可病床数の  

平均は5I9．0床（中央値500）と大規模の病院が多かった。  

図表5 許可病床戟  

（九  201      4（I1      801      801     1肌  
全体  

（′F518）  

入鹿時医学管理加暮  
届出施設（l宇74）   

医師事苛作業補助体側  
加工届出施設（rdユ9）  

ハイリスケ分娩t理加井  

尾出総論（雨10）  

■‡刃立  巳公立  日公的  
甘社会保険粛床団体 白医療法人  8個人  

日宇校注人  口その他の法人   □■回答  

（注）複数の施設基準の届出を行っている施設があるため、各施設基準のサンプル数の和は全体  

のサンプル数と一致しない．以下、同様。  

※参考：開設主体の内訳  

15日床－1   口5【）床－99在  日】DO床－149床 口   

口つ80床～ヰ99辰 也500床以上   

国立  厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学佳人、独立行攻任  
人労働者健康福祉楓欄、その他（国）   

公立   都道府県、市町村、地方独立行政法人   
公的   日本赤十字社、済生会、北海道社会事業協会、皇位厚生農業協同組合  

連合会、国民健康保険団体連合会   
社会保険隕係団体  全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保  

挨組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合   
モの他の法人  公益法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人   

’‾ 
．  



4）救急医機体制   

救急医療体軌こついてみると、全体では「第2次救急」（68．＆％）が最も多く、次いで「救  

急救命センター」（17・】％）、r地域周産期母子医療センター」（15＿3％）、喘合周産期母子医  

療センター」（9．1％）、簡度救命救急センターJ（2j％）の順であった。  

図表7 救急医療体制（複数向答）  

0．0～  20，【粍  ヰ0．Ot  60□1 880t l0001  

3）病院種別   

病院の種別についてみると、「特定機能病院」が9，】％、「地域医療支援病院」が18g％、  

「′ト児救急医寮拠点病院」が3、9％、「災害拠点病院」が370％、rがん診療連携拠点病院」  

が29．7％であった。   

r入院時医学管理加算」の届出施設では、「地域医療支援病院」が‥柑＿6％、「災害拠点病  

院」が54．1％、「がん診療連携期病院」が58，】％と指定を受けている割合が高かった∴また、  

「ハイリスク分娩管理加算」の届出施毀では、「災害拠点病院」が53＿2％、「がん診療連携  

拠点病院」が側j％と指定を受けている割合が高かった。  

図表6 病霹完種別（複数回菩）  
第2次救も  

救命救急セント  

高度救命救急セカー  

総合局産期母子医療センター  

地域周産期母子匿慮セント  

その他  

k回答  

臼入院時医手管理加算   
届出施設（n＝74）  

日医師事務作暮補助体制ロ∧イ胆ウ分娩管理j  加暮届出施設（咋839） 届出施設（∩＝310）  

6）棲模している診療科   

標拷している診療科についてみると、全体では「内科」（94．6％）が最も多く、次いで「整  

形外科」（9】・9％）、「外科」（弧9％）、「泌尿器科」（氾．4％）、「小児科」（80．4％）となった。  

図表9 標湧している診療科（複数回答）  

5）DPC対応   

DPCの対応状況についてみると、全体ではrDPC対象病院」が49．2％、「DPC準備病院」  

が30．4％、「対応していない」が17．4％であった。  

「入院時医学管理加算」の届出施設では「DPC対象病院」が68．9％と高かった。また、rハ  

イリスク分娩管理加算」の届出施設でもrDPC対象病院」が59．0％と高かった。「医師薔誘  

作業補助体制加算」の届出施設では、他のユつの加算届出施設と比較すると、わPC対象病  

臥の割合は45．7％と低かった。  

図表8 DPC対応  

0～   Zm   朋）～   6Dt m l〔肌  

全体  
（∩二516）  

入院時医学管理加算  
届出施設（∩＝74）   

医師事務作簑補助体制  
加算届出施設（∩＝339）  

ハイリスク分娩管理加井  
届出施設（n二310）  



8）勤務医負担軽減対策軒圃の策定状況   

勤務医負担軽瀬対策計画の策定状況についてみると、全体では「既に策定済みjが57．4％、  

r現在策定中である」が15＿7％、一策定していないJが2，9％であった．   

一入臨時医学管理加算Jの届出施設では「既に策定済み」が7名．4％であり、r現在策定中  

である」が10．8％、「策定していない」が6＿8％となっており、他の2つの施役基準の届出  

施設と比較すると、「既に策定済みJの割合が高かった．  

図表111血球医負担軽減対策計画の策定状況  

D1    201    硯    601    80～   1m  

7）24時間の診療体制等   

24時間の診療体制等についてみると、「地域達雄壷の設軋があるという回答は90．5％で  

あった．この他、「24時間の画像診断体制」があるという回答は62．‘％、r24時間の検査体  

制Jは70．9％、「24時間の調剤体制」は5”％であった。   

r入院時医学管理加算」の届出施設では、r全削や他の2つの施旺基準の届出施設と比  

較して、いすれの診療体制等こおいても回答割合が赤かった一  

国表10 24時間の診療体制等く複数回答）  

0．Ot  2q鵬  48，（I1 6001 80．O1 100．仇  

全体  
（∩；巧16）  

入院時医学書埋加算   
届出施設（ド1小   

色師事務作美補助体制  
加井届出施設（扁30）  

ハイリスク分娩t瑠加算  

届出縫毅（両川）  

地域連携圭の設i■  

Z◆時間の画像鯵断体触  

2■時間の扶糞休刊  

24晴間の叫利休■  

★由苓  

■庶に策定済み n現在策定中である E策定していない ロー回答  

8入院時医学書増加算  
見出施1箕（l≠？l）  

日医師事扶作業檎助体銅 6ハイリスケ分娩管理加算   
匂全体          （n芸518）             加暮属出絶‡蒙（昨8ユ8）  届出権l量（r戸310）  

14  

10）平均在院日数、紹介寧、逆紹介串   

病院全体の平均在院日数についてみると、平成19年10月が平均18．7日、平成20年10  

月が柑．4日と0．3一日の短編であったが、中央せでみると、15．‘日から14．9日と0．一日短縮  

した。  

国表14 病院全体の平均在院日数  

（単位ニ8）  

g）診療録t子カルテの導入状況   

診療録t子カルテの潜入状況についてみると、r導入している」が叫．4％、r導入してい  

ない」が55．0％であった．   

診療録電子カルテをl導入している」と回答した229施設における革入時期についてみ  

ると、r平成】8年J（】7．9％）が最も多く、次いでー平成1‘年J（14．8％）、r平成20年以軌  

（14．4％）、r平成19年」（13．5％）であり、ばらつきがみられた。  

国表12 診療録t子カルテの導入状況  

0‡  201  1仇  …  8（）1  1昭  

平均旗  葦萱■ 席差  1大徹  t小旗  中央庫   

全体   几一50】  t9年10月  18．7  2）．0  402．0  4．9  15．6  
D－5（】l  20年lO月  柑．4  23，l  40二！．0  4．1  14．9   

入院時医学管理加  
算届出施股   nt－75  20年】0月  14．7  3．0  ユ‘．‘  8．‘  14．う   
医師亭眉作業補助  
体制加算届出施股   
ハイリスク分娩讐  
】里加算届出施設   

ロ導入していない    ロ撫回答  （注）平成19年10月及び平成20年10月の両時点についてI己戴があったものを有効回答として  

集■卜した．  

一般病棟の平均在院日数についてみると、平成19年lO月が平均15．7日、平成20年10  

月が15．3日と0．4日の短縮であったが、中央値でみると、】4．9日から1ヰ3日と0．6日短縮  

した。  

国表15 一般病棟の平均在院日数  

（単位：日）  

図表13 診療録書手カルテの導入時期  

体制加算届出施設   
ハイリスク分娩管  ・平均値  標i事 偏差  長大価  上小旗  中央杜  全体  hコ502  19年10月  】5．7  13．息  ユ13．‘  4．9  14．9   n亡50：Z  20年1（）月  】5．つ  1）．6  30月．5  1＋t  14．3  入院時医学管理加 算届出施投  niTl  】9年18月  川．5  2．6  2jj  8．7  143   n－71  20年10月  14．0  2j  2ヱユ  8．6  l：ト基  医師亭兢作業補助   n一っZ8  19年】0月  l‘．3  l‘．9  〕13一‘  6．9  Ⅰ50   lP】2葛  20年10月  15，9  16．‘  〕08j  6．7  14．4   理加算届出施設  n－30】  19年10月  】！．〕  17．5  31：〉．6  4．9  14．2   n一っ0コ  20年10月  14．9  17二2  30E．5  4．1  川，0   

■平成11年以前 田平成15年   口平成川年   月平成11 良平成18年   臼平成用年   B平成祁年以l啓 白集団筈  

（注）・平成19年10月及び平成ユ0年10月の雨晴点について記載があったものを有効回答とし  

て集計した．   

・最大値は障害者施設等入院基本料等又は特殊疾患病棟入院料等病棟の特定入院料・を算定  
する病棟を有ナる施設．   

15  



紹介率についてみると、全体では平成19年IO月時点では平均4〕D％であったのが、平  

成20年10月時点では小U％と上昇している。また、中央値でみても、408％から43，0％と  

上昇している。   

平成20年10月時点の紹介率についてみると、「入院時医学管】邑加算」の届出施設では、  

平均57＿2％（標準偏差は2、中央値5g5）、「医師事梼作業補助体制加算」の届出施設ごは  

平均壷．4％（標準偏差コj、中央値叫9）、「ハイリスク分娩管理加乳の届出施設では平  

均50．0％（標準偏差209、中央使5l▲3）となっており、入院時医学管理加算の届出施設に  

おいて特に紹介率がホい結果となった。  

図表16 紹介串  

（♯位：％）  

11）一般病棟の入院基本料区分   

一般病棟の入院基本料区分についてみると、全体では「7対】」が556％、「10対1」が  

39．3％、「l〕対l」が〕5％であった。   

「入院時医学管理加算」の届出施設ではr7対l」が73．0％、「10対1」が27．0％、「医師  

事務作業補助体制加算」の届出施設ではr7対り が50．4％、r10対l」が43．了％、「ハイリ  

スク分娩管理加算」の届出施設では「7対1」が65．5％、「10対I」が32．3％であった。  

図表18 一般病棟の人尿基本料区分  

Ot 18■  ZOt  ユ0～  401 m  軌  701 801 901 】0（】1  

平均値  標準 偏差  t大せ  ■小龍   

全体   n＝451  19年10月  43．0  21．7  lα）．0  0．0  
n＝45】  20年相月  44．5  n．4  100．0  0，0   

入院時医学管理加  
算届出施設   
医師事務作業補助  
体制加算届出施腰   
／＼イリスク分娩瞥  

理加算届出施澱   

全体（∩＝516）  

入院時医羊管理加井  
届出施設（n＝Tl）  

医師事務作美補且b休t疇  

加暮届出施設（n＝339）  

ハイリスク分娩t理加算  

届出施設（作尋10）  

逆紹介率についてみると、全体では平成19年10月時点では平均】l．1％であったのが、  

平成ヱ0年10月時点では34J％と上昇している。また、中央値でみても、26．‘％から299％  

と上昇している。特に、「入院時底学管理加算」の届出施設では、平成19年10月時点では  

平均43ヱ％（標準偏差22＿1、中央値叫．2）であったのが平成20年10月時点では、平均4＝％  

（標準偏差24．g、中央値48．2）と大きく上井している．「医師事凝作業補助体制加算」の届  

出施設、「ハイリスク分娩管理加算」の届出施設では、平成19年10月及び平成20年川月  

時点で30％台であり、「入院時医学管理加算Jの届出施設と比較すると、逆紹介率の水準l土  

市くはないものの、平成19年10月から平成20年10月にかけての1年間で向上してい5。  

図表17 逆紹介串  

（離任・％）  

ロ10対1  日1：I対1  ■15対1  ロー回答  

（注）「特別入院基本料j の施設は該当がなかった．  

平均鑓  標準 偏差  ■大住  1小旗  中央値   

全体   n叫17  19年10月  3l．l  ココ．0  140．4  0．0  26．‘  
n－ヰ17  20年10月  ）4．〕  2〕j  t17．9  0．0  29．9   

入院時医学管理加  
算届出施設   
医師雷抹作業補助  
体制加算届出施設   
ハイリスク分娩t  
理加算届出施牧   

13）職員劇   

平成申年10月におけるl施設あたりの職員数（常勤換算）についてみると、「医師」は  

平均9g．5人（標準偏差120，l、中央値56＿9）、「歯科医師」はっj人（標準偏差15．7、中央値  

0＿0）、r看護師・保健師」は平均2＄7．三人（標準偏差223．8、中央値ユお．5）、「助産師」は平  

均14．2人（標準偏雇16．】、中央値12．0）、「准看護師」の平均は15．9人（標準偏差157、中  

央値11〕）、「薬剤師」は平均16．1人（標準偏差13ユ、中央値12．射、「技師」は平均弧2人  

（標準偏差52，8、中央値49．1）であった。   

医師、看護師・保健師を始め、助産師、薬剤師、技師の人数（常勤換算）については、  

平均値・中央個二ともに平成19年10月時点と比較すると増加となった。  

図表20 龍且数（常勤換算）  

（単位：人）  

12）精神病棟の入院基本料区分   

精神眉床を有する】05施設について精神病棟の入院基本料区分についてみると、全体で  

は「】0対l」が7，6％、r15対1」が86．T％であった。   

r入院時医学管理加算」の届出施設（17施設）では、「10対l」が5．9％、「15対1」が  

吉名．2％、「医師事務作業補助体制加算Jの届出施設では「10対IJが丑8％、「15対1」が  

g6．5％、「ハイリスク分娩管理加算」の届出施設では「10対l」が8．6％、「15対】」が860％  

であった。  

図表19 精神病棟の入院基本欄区分  

O一  之m      4仇     6（】～     80～     1m  

全体（n＝105）  

入院時医学t理加算  
届出描設（J－17）  

医師事務作業補助体制  
加書届出施農（∩＝37）  

ハイリスク分娩管理加井  
届出施設（†F93）   

平均値  標準偏差  最大旗  t小憮  中央値   

医師  95．2  ‖5．き  ：l川●  3．g  55．l   

歯科医師   ユ．コ  14．l  19T．8  0．0  0．0  

看護師・保健師  277．7  2】4．8  l，072．0  l．0  ユ27．ヱ  

助産師   l〕J  15．0  こ  ●  0．0  11．0  

粗看護師   16．且  16．5  99．4  0．0  12．2  

15．7  lZ．9  幻．0  l．0  12．4  

平 成  58．0  5l．4  44つ．0  0．0  4g．0  

19 牢  

98．5  120．】  799＿6  3．月  56．9  

月  3．〕  13．7  192．g  0．0  0．0  

287．2  223．吉  l，074．l  l．0  Z〕〕．5  

Ⅰユ．0  

】5＿9  15．7  ■●・  0．0  1ト1  

l（i．l  13．2  83．4  1．0  】2．8  

平 成 20 年 10 月   

49．l  

118．4  94．4  1 8g9．1  0．0  98．5  

613．8  470．5  3，060．0  46．7  485．5   

［二重章二二重二重垂亘二幸季］  

（注）・精神病床を有ナる105施設を対象とした．   

・「18対＝「コ0対1」は該当がなかった。  

（注）平成19年10月及U平成20年10月の2月について欠損値のない504施設を対象に、  

集計を行った．   



14）医師事務作業補助者   

r医師事疾作業補助体制加算」の届出状況の如何にかかわらず、医師事務作業補助者の  

有無についてたすねたところ、「（医師事務作業補助者が）いる」という回答が7〕．8％、「（医  

師事務作業補助者は）いないが、今後、確保・採用予勘が11．2％、r（医師事務作業補助者  

は）いないJがlユ．8％であった．   

r（医師事務作業補助者が）いる」と回答した施設における医師事務作業補助者数（常勤  

換算）についてみると、平均は‘．5人（標準偏葺8、0、中央t4．0）であった．  

凪鼓21長師事残件＃補助萄の有■  

帆  1仇  Zt丼  彿 l【瑞  5仇  鵬  Tq■  801 101 1∝粍  

15）MSW（医療ソーシャルワーカー）   

MSW（医療ソーシャルワーカー）の有無lこついてみると、「（MSW（医療ソーシ十ノレワー  

カー）が）いるjが9ヱユ％、rくMSW（医療ソーシャルワーカー）li）いないが、今後、確  

保・線用予定」が1，9％、r（MSW（医療ソーシャルワーカー）は）いない」が5ユ％であっ  

た．  

－ r（MSW（医療ソーシャルワーカー）が）いる」と回答した施設におけるMSW（医療ソ  

ーシャルワーカー）の人数（常勤換算）についてみると、平均は】．0人（標準偏差2．D、中  

央値2．9）であった．  

図表23 MSW（医療ソーシャルワーカー）の有精  

01  101  2ロー  〇Ol  購  501  6肪  701  80～  80t l【肪  

医師事務作業補助者（人）  

（注）医師事務作業補助者がいる  という回答があった381件のうち、人数が不明だった17件を  
除く）朗件を対針こ集計を行った．  

MSW（人）  

（注）MSWがいるという回答があった47‘件のうち、人数が不明だったl‘件を除く460件  
を対象に集計を行った．  
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②患者数等  

1）1か月の外来患者赦   

平成20年10月lか月間の外来患者数lこついてみると、1施設あたりの「外来患者数（初  

診）」の平均は2，053．9人（標準偏差り95．さ、中央値l，760．0）、r外来患者延べ人数（再診）」  

の平均は1も777・9人（標準偏差12．690．3、中央値1－Uユ8，0）であり、平成19年10月時点と  

比故ナると、初診一再診ともに外来患者数は減少となった．   

また、平成20年】0月lか月間のー救急搬送による外来患者延べ人軌は242．2人（標準  

偏差4】7．7、中央値110．0）であり、平成19年I0月時点と比較するとlヱ．4人洩少している。  

全外来患者数（外来患者数（初診）＋外来患者延べ人数（再診））に占める、このー救急搬  

送による外来患者延べ人数」の割合（⑤）をみると、平成19年IO月及び平成20年10月  

のいすれもl＿3％となり、変化はなかった。   

さらに、平成ユ0年10月lか月間の【選定溌養の実費徴収を行った患者軌をみると、  

平均は54おJ人（標準偏差576j、中央値490．5）であり、平成19年10月と比較ナると31．1  

人の減少となった．「外来患者数（初診）」に占める、このー選定療養の実費徴収を行った  

患者数」の割合（⑥）をみると、平成19年10月では27．1％であったのが、平成20年10  

月では26．7％とやや低下している．  

図表亭71か月の外来患者数  

（単位：人）  

16）病院ボランティア   

病院ボランティアの有無についてみると、「（病院ボランティアが）いるjが57．0％、「（病  

院ボランティ7は）いないが、今後、確保・採用予定Jが7．，％」r絹院ボランティアは）  

いないJが31．2％であった．   

「（病院ボランティアが）いるj と回答した施設における病院ボランティアの人数（夷人  

数）についてみると、平均は粥．0人（標準偏差51j、中央値21．0）であった．  

図表25 病床ボランティアの有無  

【九  】【鵬  20～  Ⅵ 101  501 60～  7（ホ  80‡ 80～ l∝粍  

病院ボランティア（人）  

平均証  標準偏重  最大確  最小値  中央値   
①外来患者数（初診）  nゴ479  け年10月  2，l】9．0  1．44l．7  10．3き6．0  gl．0  1．854．0  

¶メ479  20年10月  2，053．9  1．395．‡  10，86l．0   さ2．0  l．760．0   
②外来患者延べ人数  

（再診）   nゴ479  20年10月  16，777．9  12．6pO－】  92，487．0  128．0  14，】38．0   
（診救急搬送による外  

来患者延べ人数   
④選定療養の実費徴  
収を行った患者数   
（釦∋／（①十②）  n－479  19年10月  1．j％  

爪纂479  ヱ0年10月  1．3％  

⑥④／①   爪立450  19年10月  27．1％  
n血450  20年10月  2占．7％  

（注）外来患者数（初診）、外来患者延べ人数偶診）、救急搬送による外来患者登べ人数について、   

（注）病院ボランティアがいるという回答があった294件のうち、人数が不明だったユユ件を  
除く262件を対象に集計を行った．  

平成柑年10月及び平成ユ0年IO月について回答が得られた479件を対象に集計を行った．  
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③病院勤務医の状況について  
1）常勤医師数   

平成20年10月における常勤医節の1施設あたり平均人数について、診療科別男女別美  

人数をみると、「病院全体の医師」では「男胤73．占人、「女性」16．4人であった。同様に、  

「内科の医師」では「男性」17．5人「女性」〕．ヰ人、職神科の医師」では「男性」1．7人、  

「女性」0・3人、r′ト児科の医師」では「男性」40人「女性」l．5人、「外科の医師」では  

「男性」9・4人、「女性JO．8人、「脳神経外科の医軌では「男性J2．7人、「女性JO」2人、  

「整形外科の医師」では「男性」5．Ⅰ人、「女性」02人、「産科又は産婦人科の医軌では  

「男性」3・0人、「女性Jl．5人、「救急科の医師」では「男性」l．名人、「女性」0．2人、「そ  

の他の医師」では「男性」2E．ユ人、「女性J去ユ人であった。なお、平成19年と比較すると、  

増加幅は少ないものの増加となった診療科が多く、横道いはあっても減少となった診療科  
l土みられなかった。  

国表29 常勤医師数1施設あたり平均人数（診療科則男女別 美人赦）  

（単位：人）  

2）1か月の入院患者数   

平成20年】0月1か月間の入院患者数についてみると、】施設あたりの「新規入院患者数」  

は平均6〕4．7人（標準偏差461．0、中央値549．0）であり、「救急搬送により緊急入院した患  

者数」は平均961人（標準偏差90．5、中央値67，0）であった。平成19年10月と比較rる  

と、平均値ペースではいず九も増加となった。   

また、平成20年】0月lか月間の退院患者数こついてみると、1施設あたりの「退院患者  

軌は平均635．ユ人（標準偏差459．0、中央催55t．0）、「診療情報提供料を算定した退院患者  

数」は平均l〕7．0人（標準偏差152．2、中央値89．0）、「転帰が括癒であり通院の必要のない  

退院患者数」は平均57．8人（標準偏差】07．2、中央値20．0）であった。平成19年10月と比  

較すると、いずれも増加となった。特に「転帰が治癒であり通院の必要のない退院患者数」  

の増加は大きく、退院患者数に占める割合をみても、平成19年10月には7．2％であったの  

が平成20年10月には9．1％と上昇している。   

さらに、平成20年10月1か月間における「月末在院患者数」についてみると、平均j13コ  

人（標準偏差2137、中央値27l．0）となっており、平成19年10月と比較するとやや減少  

している．  

図表28 1か月の入院患者数等  

（単位：人）  

平成19年10月   平成20年1（】月  
男性  女性  男性  女性   

病院全体の医師   71．8  15＿2  7コ．6  l（】．4   

内科の医師   17．1  ココ  17．5  ）．4   
精神科の医師   1．‘  0＿3  l．7  0．3   
小児科の医師   】．9  l．4  4．0  l．5   
外科の医師   9＿4  0．g  9．4  0．8   
脳神j蚤外科の医師   2．7  0．1  2．7  0．2   
整形外科の医師   4．9  0，2    0．2   
産科又は産婦人科の医師  2．9  l－4  3．0  由   
救急科の医師   1．7  0．2  l．g  0．コ   
その他の医師   27，6  7．6  2呂．3  8．2   

ロコ4慕8  20   

②救急搬送により緊急入  n＝4ヰ4  19   

n朝  20   
nこ4g8  19  

①新規入院患者数  n±4g8  19             院した患者数      ③退院患者数       ntヰ！ボ  20  ④診療情報提供料を算定  n三っg7  19  した退院患者数  n＝）87  20  ⑤転帰が治癒であり通院  n－；）49  19  の必要のない退院患者数  n＝】49  20  ⑥月末在院患者数  n－4gg  19   n三4g8  20  

平均値  標準 偏差  最大値  最小随  中央値   
年10月  63】．4  45丁．6  2．595．0  〕且．n   

年】0月  634．7  461，0  2，6t9．D  〕8．け  549．0   
年tO月  95▼5  89．写  609．0  0．8  68，0   
年10月  96．】  90．5  5gQ．0  0〔）  670   

年王0月  61l．3  4〕冨，8  2，501，0  Ⅰ9プ  5】7．0   
年相月  635．ユ  459．0  2，59：Z0  42，0  55】，0   

年10月  12ヱユ  135．6  1，O140  00  790   
年】0月  】370  Ⅰ5二！．2  Ⅰ，027．D  0n  呂9．0   

； ■ ＝  44．2  91．4  gO4．0  0．0  19．0   

年10月  57．8  107＿コ  743．0  00  20，0   

年】0月  3202  2柑．8  1，】8：；．0  8．n  27】．5   
年10月  ；lユ．2  21：l．7  1，085．0  170  コ71．0   

（注）欠損儀のない4朝件を対象に集計を行った。  

（注）新風入院患者劇、退院患者数、月末在院患者数について、平成19年10月及び平成ヱ0年】0月  
分の回答が得られた488件を対象に集計を行った．   

「＼  

2）当直回数   

平成ヱ0年10月における診療科別常勤医師1人あたり月平均当直回数についてみると、  

鳩院全帆では2，さ5臥「内軌では2．t9匝l、「精神科」では1．29臥「小児科」では1．鋸  

臥「外科」では2．26臥「脳神経外科」では2．5日臥「整形外科」ではl、92回、「産科・産  

婦人科」ではコ・68臥「救急科」でIi3．67回、「その他」では乙02回であった。最も多いの  

が「救急科」で、次いで「産科・産婦人軌、「小児科」となったが、これらでは月平均当  

直画数がう回以上となった。平成19年10月と比較すると、月平均当直回数が増加となっ  

た診療科はなかったが、月平均当直回数はわずかな減少にとどまった．  

図表31診療科別 常勤医師1人あたり月平均当直回数  

回  
000  100   之（氾   3（カ   400   5∝）  

平成20年10月における非常勤医師（当該施設に週24時間以上勤務する非常勤医師）の  

1施設あたり平均人数について、診療科別男女別美人数をみると、「病院全体の医師」では  

甥蝕Ⅰ6コ人、「女性J“人であった小間様に、「内科の医師」では「男性」3．9人、女  

性」Ij人、「精神科の医師」では「男性」0，6人、「女性」0＿j人、rノj、児科の医師」では「男  

性」0・8人、r女性」0＿5人、「外科の医師」では「男性」25人、「女性」04人、「脳神経外  

科の医師」では「男性」Oj人「女性」0．0人、嘔形外科の医師」では「男性」0．9人、「女  

性JO．一人、「産科又は産婦人科の医師」では「男性j O．5人、「女性」0．5人、r救急科の医  

師」では「男性」0」人、「女性」0＿1人、「その他の医師」でl士「男性j㍍人、「女性」3．4  

人であった。なお、平成丁9年と20年の間に急激な増減はみられなかった。  

国表30 非常勤医師数1施設あたり平均人数（診療科別男女別 英人数）  

（単位：人）  

平成19年】0月   平成20年10月  

男性  女性  男性  女性   
病院全体の医師   Ⅰ6．0  6．2  】6．2  6．6   
内科の医師   4．0  円  3．9  1．3   

小児科の医師   
精神科の医師  0．6  0．j  0．6     0．3  

0．7  0．4  0．8∃  0＿5   
外科の医師   2．4  0．4  2．5弓   0．4   
脳神経外科の医師   0．5  0．0  0．5  00   
整形外科の医師   0．9  0．t  0．9  」  0t   
産科又は雇媚人科の医師  0．4  0．4  0．5j   o．5   
救急科の医師   0．3    0t  0．〕㌢    01   
その他の医師   6l  】  3．2  6・2」一 」・4   

病院全体（『訂8）  

内科（昨亘11）  

精神科（ポ14了）  

／ト児科（「ド30：り  

外科（∩＝395）   

脳神経外科（∩＝269）  

整形外科（n＝351）  

産科・産婦人料（ド29ユ）  

救急科（ポ1ココ）  

その他（婿370）  
（注卜欠韻値のない三富さ件を対象に収益を行った。   

・本調査では、遇コ4時間以上当庄施設に勤務する非常勤医師に限定していこ〉n  
（注卜平成19年10月及び平成20年10月とも記載のあった診療科医師の平均当直回数を対象  

とした。   
・nは施設数である．   



3）連続当直合計回数   

平成20年相月における診虎科別1か月あたり連続当直合計回数（常勤医師）について  

みると、「病院全勘では5，ユ佃、「内剛では0．92臥「精神札ではOJ5回、r′J吠科」  

では1．Ol臥ー外科」ではL∽回、偶榊経外軌では0．69臥憾形外科」では0・41臥  

r産科・産婦人削では1．40回、r救急削ではl・60臥ーその他」では2・79回であった。  
最も多かったのはー救急科」で、次いで「産科・産綿人机、r小児机、r外軌となり、  

これらの診療科では連続当直合計回数の平均はl回を超えた．   

平成19年10月と比較して増加となった診療科はr救急机（増加分0▲25回）、「精神軌  

（同0．1回）、r外剛（同0・08回）、嘔形外軌（同○・02回）であったが・いずれも微増で  

あった。  

図表33 診療科別1か月あたり連続当直合計回数（常勤医師）  

匝】  
0．00 】00  乙∽  コ♪0  400  5DO  600  

平成20年tO月における診凍科別非常勤医師1人あたり月平均当直回軌こついてみると、  

r病院全体」では2．00臥ー内剛ではl．94臥「精神机では1・90臥「小児科」ではユ・82  

臥ー外科」では2．57臥「脳神経外剛では2．97臥慢形外軌では2・10臥鳩科・産  

婦人科」では＝0臥「救急科jではユ．99臥「その他JでIil・5さ回であった■  

多くの診療制では平成け年10月と20年10月の間に急激な増減はみられないが、r救急  

科」においては平成】9年と比較して月平均約1回の減少となった・この他、r小児科」で  

も月平均当直回数は減少している．平成19年10月と比較して増加したのは「脳神経外軌■  

（増加分は0．25回）、r外科」（同0．1‘回）、慢形外軌（0・14桓Ⅰ）、r練神軌（0・鋸回）で  

あった．  

図表32 診療科別 非＃鋤医師1人あたり月平均当直回数   

鏡餅全体（∩こ‖椅）  

内科（n三1，）  

精神科（■下糾）  

小児割（l一拍）  

外科（lF80）  

6神経外科（南コ〉  

鼓野外斡（∩＝18）   

重科・痩婦人科（n三19）  

最▲利（lドり）  

モの他（両7）  

嚢続全体（∩＝258）  

内科（一声ヱ06）  

R神村（痢6）  

小児科（l戸川g）  

外科（l紹0丁）  

駐韓線外利（′Ft42）  

雛形外科（∩三t83）   

産科・貞婦人科（炉18：l）  

緻■科（lFm）  

そ中也（ポt04）  （注）・平成19年10月及び平成20年10月とも記載のあった診療科医師の平均当直回数を対魚  
とした．   

・nlま施設数である，   
（注卜平成19年10月及び平成20年10月とも記せのあった診ま科医節会体の連続当直の合計  

回数を対象とした．   

・nli施枚数である．   

平成20年10月における診療科別1か月あたり速練当直合計回数（非常勤医師）につい  

てみると、「病院全帆では4．25回、「内科」でIilユ7匡l、一掃神科」では0．52臥「′ト児科」  

ではl．〕‘臥「外科」では2．62回、「脳神経外科」では0．92臥㌻整形外科」ではOA4回、  

r産科又は産婦人科」では0．95回、r救急科jでは2．18回、rその他」では2．朋＝司であった。   

連続当直合計回数が最も多いのは「外科」で、次は「その他」を除くと、r救急科jであ  

り、これらの診療科では運虎当直合計固執ま2回を上回った。   

平成19年10月と比較すると、r救急科j（増加分0．63回）、r外科」（同0．53回〉、rJ笹神  

経外科」（同○＿11回）、「精神科Jく同0＿D7回）で増加となった．  

国表35 診療科別1か月あたり連続当直合計回数【非常勤医師）  

匝】  
0，（氾  1．00   乙【氾   3．【旧   4．【め   5．【氾   8．∞  

平成20年10月における診療科別連続当直実施施憩の割合（常勤医師）についてみると、  

鳩院全体」では叩＿‘％、「内科Jではけ5％、r精神科一では】0．4％、r小児科」では】7．2％、  

r外科」では18．4％、・r脳神経外科」では15．5％、r整形外科」では12．‘％、r産科・産婦人  

科」では3D，l％、r救急科Jではlさ．2％、「その他」でIi25二；％であった．連続当直実施施  

投の割合が最も補いのは「産科・産婦人科」であり、次は「その他jを除くと、「外科上「救  

急軌、「内科」、「小児軌であった。   

平成19年】0月と比較ナると、ナべての診療科で連続当直実施施役の割合が布くなった。  

特にこ r救急科」では平成19年と比較して5ポイント以上ホくなった．  

図表34 診療科別 連練当直実施施設の割合（常勤医師）  

0．（n    20．Ot   40．m    60．O1   8D．m   】00．（鵬  

病院会体（∩＝258）  

内科（n＝ZD6）  

精神科（n＝○の  

小児科（lず日和）  

外科（洋弓01）  

脳神繰外科（n＝142）  

整形外科（rF183）   

産科・壷嬢人科（爪＝183）  

救急科（∩＝丁刀  

モの他（n＝】84）  

病院会体（鰐81）  

内科（∩＝59）  

精神科（n＝ヱ9）  

小児科（南3）  

， 外科（∩＝イー）  

占i神経外科（作48〉  

整形外科（∩＝36）   

産科・産婦人科（n＝3引  

致急科（n＝lり  

その他（rF8丁）  

（注）・平成け年10月及び平成ユ0年10月とも記載のあった診療科医師の平均当直歯数を対象  

とした．   

・nは施設数である．  
（注）・平成19年10月及び平成20年10月とも記載のあった診療科医師会件の連続当直の合計  

回数を対象とした．   

・nは施設数である．  
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平成20年】0月における診療科別連続当直実施施設の割合（非常勤医師）についてみる  

と、「病院全体」では206％、「内科」では16．9％、「精神科」では135％、「′ト児科」でIi  

15ユ％、r外科」では29．g％、「脳神経外科j では19．2％、「整形外科」では167％、「産科・  

産婦人科Jでは28．2％、一致急科」では1S．：！％、「その他」では1〕．4％であった。連続当せ  

実施施設の割合が最も削、のは「外科」であり、次いで「産科・産婦人科」となった。   

平成19年10月と比較すると、「外科jと「脳神経外科」では実施施設割合が増加したが、  

他の診療科では減少もしくは横j互いとなった。  

図表36 診療科別 連続当直実施施設の割合（非常勤医師）  

④病院勤務医の負担軽ま策の実施状況  

1）病l戻勤務医の負担軽減策の取組み状況   

負担軽減策の取組み状況についてみると、「医師・看護師事の業腐分担」については、「取  

り組んでいる」が5占4％、「計画にあうが、取り組んでいない」が1古．7％、「計画にない」  

が16．7％であった。   

「医師事務作業補助体制」については、「取り組んでいる」が77．1％、「計画にあるが、  

取り組んでいない」が11．2％、「計画にない」が6．6％であり、「取り組んでいるj という回  

答割合が高かった。   

「短時間正規雇用の医師の活用」についてIi、「取り組んでいる」が25．4％、「計画にあ  

るが、取り組んでいない」がヱ0．0％、「計軌こない」が45．5％であり、取り組んでいる施設  

が他の】要目と比べて少なかった．   

r連続当直を行わない勤務シフト」については、「取り組んでいる」が71，9％、「計画に  

あるが、取ケ組んでいない」が7．6％、「計画にない」が9．7％であった。   

r当直後の通常勤掛こ係る配慮」については、「取り組んでいるjが45．2％、「計画にあ  

るが、取り組んでいない」がか4％、「計酎こない」が2ユ．1％であった．  

阻表37 負担軽減策の取組み状況（n三516）  

肪  2（蔦  4αl  ぷ推  古α1    180l   

肪
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病院会体（n⇒7）  

内科くn＝59）  

積樽科（『29）  

小児科（lf33）  

外科（ld7）  

6榊鞍外科（匿26）  

整形外科（ポ36）   

産科一座婦人科（忙39〉  

救急科（ボ11）  

その他（ード67）  

医師・t董l輝専の  

末技分担  

医師事覆作業  
補助体制   

短時間正規雇用の  
医師の着用   

連続当直を行わち：い  
勤珪シフト  

当直後の通常l急務  
に係る？巳慮  

（注卜平成19年】0月及び平成20年10月とも妃鼠のあった診療科医師全体の連続当直の合計  

回数を対象とした．   

・nは施設数である。   

8計側にあるが、取り組んでいない  

■その他   

医師・看護師等の菜誘分担の取組み状況について施設基準届出別にみると、「入院時医学  

管理加算」の届出施設では、「取り組んでいる」が68．9％、「計画にあるが、取り組んでい  

ない」が】2ヱ％、「計画にない」が9，5％であった。また、「医師事務作業補助体制加算」の  

届出施設では「取り組んでいる」が00．g％、「計画にあるが、取り組んでいない」が16．2％、  

「計画にないJが】19％であった．「ハイリスク分娩管理加算Jの届出施設では「取り組ん  

でいる」が56，1％、「計画にあるが、取り組んでいない」が16．1％、「計画にない」が174tlも  

であった。医師・看護師等の業務分担に1）いて「取り組んでいる」という施設の割合が最  

も高かった。  

図表38 負担軽減策の取り組み状況く施設基準別）  

一任）医師・看護師等の集精分担－  

（汽 1D1 201 30ヽ 4｛鵬 Soヽ 6（鵬 70～ 8†〕t 9（几10Ch  

医師・看護師等の業務分担に関する取組みを開始した時期についてみると、全体では「平  

成20年ユ月以前」が7ココ％、「平成20年4月以降」が20．3％であった。   

施設基準別にみると、r入屍時庭掌管理加算」の届出施設では「平成ユ0年3月以前」が  

70．6％、「平成20年十月以降」が21．6％であり、「医師事務作業補助体制加算」の届出施設  

では「平成20年3月以前」が68．9％、「平成ZO年4月以降」が23．g％、「ハイリスク分娩  

管理加算」の届出施設では「平成20年3月以前」が77．6％、「平成20年4月以降」が155％  

であった。  

国表39 負担軽減策の取り組み開始時期（施設基準別）  

－①医師・看護師事の業務分担～  

Ol l【几 m m ll）t 5（汽 6m 70t 8仇 gOt l∝几  

全体  
（rF291）  

人事完時医学管理加暮  
届出施設くrF5り   

医師事詩作暮補助体制  
加暮届出玉電設（洋弓06）  

∧イリスク分娩管理加井   
届出施設（rFlT4）  

全休  
（∩三518）  

入院時医事管理加膚  
届出絶世（r仁74）   

医師事発作事績勒体制  
加書店出施設（∩＝339）  

∧イ■jスク分娩管理加井  

届出施設（∩三310）  

以降    口無回書  

（江）各項目について「取り組んでいる」と回答のあった施設を対象に集計を行った。   



医師事務作業補助体制に関する取組みを開始した時期についてみると、r全帆ではー平  

成20年3月以軌が73ユ％、「平成20年4月以削が20・つ％であった．   

施設基q鴨りにみると、r入院時医学管理加算」の届出施設では「平成20年つ月以削が  

70．‘％、r平成20年4月以削が216％、r医師事務作業補助体制加別の届出施世では「平  

成20年ユ月以軌が68．9％、「平成20年4月以降」が刀－8％、rハイリスク分娩管理加凱  

の届出施設では「平成20年3月以軌が77．6％、「平成20年4月以降」が15・5％であった。  

図表41負担軽減策の取り租み開始時期（施設基準別）  

－②医師事務作業補助体≠ト  

01 一帖 2肪 301仰1501印～1018肪 g仇1m  

医師事儀作業補助体制の取組み状況について施設基準別にみると、r入院時医学管理加  

凱の届出施設では「取り組んでいる」が90j％、「計画にあるが、取り組んでいか、Jが  

5．4％、r計画にない」が1．4％であった．また、r医師書抜作業補助体制加算」の届出施投で  

Iま噛り組んでいる」が，7．6％、r計画にあるが、取り組んでいないJが0．9％であった。rハ  

イリスク分娩管理加算」の届出施般では便り組んでいるJが糾－5％、「計画にあるが、取  

り組んでいない」が17．7％、r計画にない」．がIl．1％であった。   

rハイリスク分娩管理加丸の届出施設では、「取り組んでいる」という回答割合が他の  

施設基準届出施設と比較して低いものの、r計画にあるが、取り組んでいない」という施設  

が王制近くあった．  

図表40 負担軽減策の取り組み状況（施設基準別）  

－②医師事務作業補助体㈲卜  

01   20～    硯    80X    801  1皿  

全体  
（nニュ98）  

入院時臨辛t理知暮   
届出施設（両丁〉  

医師事描作手捕助体制  
加算届出地紋（n＝〕〇り  

∧イリスク分娩管理加暮  
届出施設（げ200）  

∵「∴‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾二‾嘉事由        匝頭          匡司 二   咽‾‾‾二≡『  

全体  
（n＝51‘）  

入険時医学管理加算  
届出施設くrF了ヰ）   

医師事拝作業欄虻劇場  
加算届出絶世（ll司ユ9）  

ハイリスク分娩t理加暮  

属出施毅（n＝810）  

■平成20年ユ月以前   6平成加年■月以降   D無回答  

（注）各項目について噛り組んでいる」と回答のあった施設を対象に集計を行った・  

口折鶴にある机取り組んでいない  
■取り組んでいる        BI十囁にない  ¶モの他  

38  37   

短時間正規雇用の医師の活用といった取組み状況について施設基準別にみると、「入院時  

医学管理加軌の届出施設ではー取り組んでいる」がココ．8％、r計画にあるが、取り組んで  

いない」カ〒27．0％、「計画にないjが35．1％であった．また、「医師事務作業補助体制加算」  

の届出施放では「取り組んでいる」が26．8％、「計画にあるが、取り組んでいないJが22．7％、  

「計画にないjが41．6％であった．ーハイリスク分娩管理加欄」の届出施服では「取り組ん  

でいるjが26．5％、「計画にあるが、取り組んでいない」が17．7％、「計画にない」が4旦．1％  

であった。   

いずれの施設基準届担施掛こおいても「拙酎こない」が最も多かったが、「ハイリスク分  

娩管理加算Jの届出施設では48■1％と高かった．  

図表42 負担軽減策の取り組み状況く施般基準別）  

～③短時間正規雇用の医師の活用－  

Dl m ll）l    ■0ヽ     机    l【仇  

短時間正規雇用の医師の活用に関ナる組みを脚色した時期についてみると、r全削で  

はー平成20年3月以恥が67＿2％、r平成ユ0年4月以削がユ4・4％であった・   

施設基準別にみると、一入院時医学管理加凱の届出施設では「平成20年】月以前」が  

朗．0％、呼成ユ0年4月以降」が24．4％、「医師事務作業補助体制加凱の届出施設では「平  

成20年】月以前」が70．3％、「平成20年4月以降」が22・0％、レ＼イリスク分娩管理加熱  

届出施設では「平成20年つ月以軋が5g・5％、「平成20年4月以降」が30・5％であった。   

rハイリスク分娩管理加算」の届出施㌍では、呼成20年4月以降」の割合が犯5％と、  
他の施設基準と比較して相対的に高かった。  

図表43 負担軽減策の取り組み開始時期（施股基準別）  

～③短時間正規雇用の医師の着用－  

OllO～ 20130～l肌 5Pt ¢0170t 8010ロ11m  

全体  
（∩＝1：〉り  

入院時医学管理加暮   
届出施設（∩＝25〉   

臣師事祷作美補助体飼  
加算届出施設（ポ9t）  

ハイリスク分娩t理加井  

届出施設（ll＝82）  

全体  
（げ巧16）  

入院時医学■理加算   
属出i設（n＝Tl）   

l互師事残作業域助体●l  
加算届出施設（両コ9）  

ハイリスク分娩t理加暮   

届出縫劇（「戸310）  

1平成之○年3月以前   田平成20年一月以降   ロー回答  
■取り組んでいる  口計画にあるが、取り組んでいない  
ロー†Ⅷにない  ■その他  
日舞回答  （注）各項引こついてー取り組んでいるJと回答のあった施設を対象に集計を行った・   

B9  



速読当直を行わない勤務シフトといった取組み状況について施設基斬忙みると、「入院  

時医学管理加軋の届出施設Pは咽り組んでいる」が79．7％、「計画にあるが、取り組ん  

でいない」が41％、「計画にな十」が6▲8％であった。また、「医師事務作業補助体制加軋  

の届出施設では咽り組んでいる」が・776％、「計画にあるが、取り組んでいない」が62％、  

「計画にない」が6－2％であった。「ハイリスク分娩管理加軋の届出施設では佃一凋ん  

でいる」が69・0％、「計酎こあるが、取り組んでいないJが87％、「計酎こない」が12．ヨ％  

であった。  

図表現 象担軽減策の取り組み状況（施設基準別）  

～④連続当直を行わない動橋シフト→  

O1   201   ヰ仇   6仇   8仇  100～  

連続当直を行わない勤務シフトといった取組みを開始した時期についてみると、「全体」  

では「平成20年ユ月以軌が9】6％、「平成20年4月以降」が2．7％であった。   

施設基準別にみると、「入院時医学管理加凱の届出施設では「平成20年3月以前」が  

怠9・S％、「平成20年4月以降」が34％、「医師事務作業補助体制加算」の届出施設では「平  

成20年3月以前」が92．0％、「平成20年4月以降」が3．4％、「ハイリスク分娩管理加算」  

の届出施設では「平成28年3月以前」が93．0％、「平成20年4月以降」がl．9％であった。  

区ほ邑45 負担軽減策の取り組み開始時期（施設基拳別）  

－④連続当直を行わない勤務シフトー  

01    2Dt    ヰO1    601    80～   10仇  

全体  
（忙弓7り  

入院時医学t理加井  
届出施設（∩＝59）   

医師事務作業補助体制  
血書届出施設（rF263）  

∧イリスク分娩管王里加算   
届出施設（∩＝2】わ  

全体  
（げ＝引6）  

入院時医学管理加井   
届出施設（∩＝74）   

医師事祥作業補助体制  
加暮届出施設（∩二339）  

ハイリスク分娩管理血書   
届出施設（作」10）  

白平成20年4月以降   口熱回害  
－  ・ ・   

【  
性）各項月について「取り組んでいる1と回答のあった施設を対象に集計を行った。   

当直後の通常勤掛こ係る配慮といった取組みを開始した時期についてみると、「全体」で  

は「平成20年3月以前」が㌫・4％、「平成20年4月以削が11．6％であった。  

施設基準別にみると、「入院時医学管理加軋の届出施設では「平成20年3月以軌が  

7g3‰「平成20年4月以降」が13・0％、「医師事務作業補助体制加別の届出施設では「平  

成20年3月以前」が81・7％・呼成20年4月以削がl乙4％、「ハイリスク分娩管理加乳  

届出施設では「平成20年一月以軌が軋0％、「平成20年4月以降」が12．D％であった。  

図表47 負担軽減策の取り組み開始時期（施設基準別）  

－⑤当直後の通常勤務に係る配慮一  

肌    2〔鵬    4肌   601   8肌   1∝鵬  

当直後の通常動附こ係る配慮といった取組み状況について施設基準別にみると、「入院時  

医学管理加凱の届出施設でlユ「取り組んでいる」が62．2％、「計画にあるが、取り組んで  

いない」がは9％、「計画にない」が】3．5％、「医師事務作業補助体制加算」の届出施設で  

は便り組んでいる」が49．9％、「計画にあるが、取り組んでいない」が罠．6％、「計画に  

ない」が17・7％、「ハイリスク分娩管理加算」の届出施設では「取り組んでいる」が45．名・滝、  

「計画にあるが、取り組んでいない」が2】，D％、「計酎こない」が242％であった。  

図表46 負担軽減倭の取り観み状況（施設基準別）  

～⑤当直後の通常勤務に係る配慮～  

Dヽ 10ヽ 20t 3（几 ヰ仇 501 8（鵬 701 8（乃 90t tOOt  

全体  
（n＝5†6）  

入院時医学管理加井  
届出施設（∩＝†4）   

医師事務作手補助体制  
加算届出施設（nこ339）  

ハイリスク分娩管理加井  
届出施設（∩＝31（り  

全体  
（∩＝233）  

入院時医学管理加暮  
届出施毀（n二46）   

臣節事悪作暮補助休欄  
加算届出施設（ポ169）  

ハイリスケ分娩管理加暮  
届出施夏生（rFり2）  

珊凰こある机机組んでいない【  
bその他  ■平鹿加年3月以前   n平成20年4月以降   ロー回答  

（注）各項引こついて「取り組んでいる」と回答のあった施設を対象に集計を行った。   



医師への経済面での処遇を改善したという232施設について、その処遇改善の内容にっ  

いてみると、全体ではー基本給を増やした」がユ‘j％、r手当を増やした」が75．4％であっ  

た．   

施F基準別にみると、r入院時医学管理加算」の届出施投では、「基本給を増やした」が  

ユ6．2％、「手当を増やした」が糾．占％といずれも他の施設基準届出施蚊上りもホかった。「針  

椅子区分挽管理加算」の届出施役では、「基本給を増やしたJはっ9，3％で「全体」よりも低  

かったが、「手当を増やしたJが8ヰj％と r全体j 上りも高かった．  

図表49 処遇改♯内容（棟数回答）  

8．01 之0．Ol ◆D．Ol ¢8．01 88．【性100．Dt  

2）医師への縫済面での処遇改善lこついて   

医師への経済面での処遇改善についてみると、全体ではー改善した」が45．0％、r変わら  

ない」が517％であった凸   

施設基準別にみると、「入院時医学管理加算」の届出施設ではー改善したjが52．丁％、r変  

わらない上が45．9％、「医師事模作菓補助体制加軋の届出施設でほ「敬啓したjがヰ7ユ％、  

r変わらないjが51．6％、rハイリスク分娩管理加算」の届出施放では「改善したJが45ユ％、  

「変わらない」が5】ユ％であった。  

図表48 医師への縁済面での処遇改書状潔  

O1    20ヽ    401   601   dO1  1叩l  

全体  
（ポ毒18）  

入院時圧竿虻】里加暮  
届出施股（∩こ71）   

医師事満作暮補助体制  
加算▲出施拉（∩＝338】  

∧イリスク分娩t理加算  

届出施銀（両10）  

基本給を増やした  

手皇を増やした  

その他  

q全体  白人院時医学管理加暮  
（n瑠32）  届出施設（n＝ユI）  

8医師事桟作業補助体刊  8ハイリスク分娩曹】1加暮   
加算届出紘拉（∩＝160）    届出施設（l宇118）  

■改暮した  日豪わらない  ロー回答  

46   
45   

特定の診療科の医師に基本給を増やしたという一1‘施設について、r特定の診療科」の内  

容をみると、【医師書競作菜摘勒体制加算」の届出施設（9施設）では†整彪外剛（5施設、  

55・6％）が最も多く、次いで「内科j（4施設、朝．4％）、「脳神経外科」（3施投、ココj％）、  

r外軌（2施設、訟ヱ％）、「′ト児科」い施軋1l．1％）であった．「ハイリスク分娩管理加  

井Jの届出施設（‘施投）では「産科・産婦人科」（5施軋g】j％）が最も多く、次いでr′」、  

児机（2施臥つっ・コ％）であり、r内科」、「精神軌、「外剛、傾神経外科」及び「整形外  

科」がそれぞれl施設、1‘．7％であった．  

図表51基本給を増やした「特定の診療科」（複数回答）  

一基本給を増やした」という施設についてその対象の医師をみると、全体では「医師全  

員Jが朋，○％、．ー特定の診療科に勤務ナる医師」が19．0％、r特定の医師jが52．4％となっ  

た．   

施設基準別にみると、r入院時医学管理加凱の届出施股では、他の施敗基準届出施腰と  

比較してr医師全Å」が57．1％と高かった。  

図表50 基本給を増やした対象の医師（複数回答）  

0．Ot  20．01  ◆○，【】t  88．0■  80．01 1∝l，Ot  

脳  整 
総  内  積  小  外  

外  
柑   

全体   l占  5    3  ）  4  6  5    4  
100．0  3l＿3  6．】  1‡．8  18．E  250  37．5  ユ1j  ‘．ユ  250   

入院時麿学管理加算  山  0  0  0  0  0  0  0  0  ロ   
届出施設   l00、0  0．0  0．0  0，0  0．0  0．0  0．0  0．0  D．0  】（氾0   

医師事務作業補助体  9  4  0  】  2  コ  5  0  ロ  0   
制加算届出施設  100．0  44．4  0．0  lt．1  ヱ2＿2  乃．）  55．6  0．0  1Ⅰ．】  0．0   
ハイリスク分娩管理加  6  山  b  2  u  □  u  5  0  】   
算届出施設   100．0  1‘．7  Ⅰ6．7  〕】．3  1占．7  16つ  1‘．7  83．j  0．0  

（注）マスの中の上段の単位l   まr件」、下段の単位は    「％」である．  

医祷全員  

特定の診療科に  
勤務する庭師  

特定の医師  

賀L 仙 一   
囚人険時医学t理加暮  山室体  

（n＝84）  

ロ医師書残作美積肋体制   
加算届出施設（∩ニ56）   

届出I巨設（n＝M）  

巳ハイリ1ウ分娩t理加暮   

届出施設（n＝41）  



「手当を増やした」という】75施設に対して、その対象の医師の内容をみると、全体で  

は、「特定の医師」が心＝％で最も多く、次いで、「医師会見」が39．4％、「特定の診簾科に  

勤務する医師」が349％となった。   

施設基準別にみると、「入院時医学管理加算」の届出施設では、r医師全具」と「特定の  

医師」（424％）で最も多く、次いで「特定の診療科に勤務する医師」（36，4％）であった．  

また、「医師事務作業補助体制加算」の届出施設では、「特定の医軌（朋，8％）が最も多く、  

次いで、「医師全員」（叫．0％）であった。r特定の診療科こ勤務する医師」（29J％）は他の  

施設基準届出施設と比較すると低い割合となった．「ハイリスク分娩管理カロ算」の届出施設  

では、「特定の診療科に勤務すう医師」（449％）が最も多く、次いで、「特定の医師」（4l＿5％）、  

「医師全且」（34．7％）となった。  

特定の医師に基本給を増やしたという崩施設についてその対象となった「特定の医師」  
の内容をみると、全体では「常勤」（61．4％）が最も多く、如、で「専門研修医（後期）川8ユ号b）、  

「非常軌、r臨床研修医」（ともに13．6ワも）、r管理職」（2，〕％）の順であった。   

施設基準別にみると、「入院時医学管理加算」の届出施設では「専門研修医（後期）」が  

500％、「臨床研修歴」がコ＝％と、他の施設基準届出施設と比較して高かった。犠師事務  

作業補助体制加算」の届出施設では、「常軌が690％で最も多く、他の施設基準届出施設  

と比較しても突出していた。レ、イリスク分娩管理加算」の届出施設では、「常軌（j81％）  

が最も多く、次いで「専門研修医（後期）Jl：2g，6％）、「非常勤」（2う．昼％）、「臨床研修医J（19、0％）、  

「管理職」（4．8％）であった。  

図表52 基本給を増やした特定の医師（複数回答）  

001 2（】D1 48－D1 6001 8DDヽ l〔泊0ヽ  

国表53 手当を増やした対象の医師（複数回答）  

0．（I1   20．0～  18（粍   6001  80．0ヽ  

医師全Å  

特定の診■科lこ勤潤する医師  

特定の医師  

■全体（rF175）  同人院時医学管理加  
届出梅拉（作ごユ3）  

日医師事精作業補助休刊  日ハイリスク分娩管理加   
加工届出捷朋（∩＝11ち）   届出施設（n＝118〉   

日入院時医学管理加算  

。：霊芝宗主班  
ヨ全体（11＝▲4）   

田医師事務作1補助体制   
加暮届出施設（11＝29〉  ＿二、、＿、  届出施設（∩＝2り   

特定の医師に対して「手当を増やした」という77施設について、その対象とした「特定  

の医師」の内容をみると、全体では「常勤」（5〕．2％）が最も多く、次いで「非常勤」（26．0％）、  

「専門研修医（後期）」（18ユ％）であった。この僕向はどの届出施設においても同様であり、  

「入院時医学管理加算」の届出施設では「常勤」が78．6％、「非常軌が35．7％、r専門研  

修医（後期）」が286％であった。「医師事務作業補助体制加算」の届出施設では「常勤」  

が53．8％、「非常勤」が2じ％、「専門研修医（後期）」が19．2％であった。「ハイリスク分  

娩管理加算」の届出施設では「常勤」が551％、「非常勤」がコ0．6％、「専門研修医（後期）」  

が24．5％であった。  

図表55 手当を増やした特定の医師（複数回答）  

qO～    20肪    40．【几    60．0ヽ    8001   1CO仇  

特定の診療科に勤務する医師に対して「手当を増やした」という61施設について、手当  

を増やした特定の診療科の内容をみるJ∴全体では「産科又は産嬬人科」（78・7％）が最も  

多く、次いで、「′ト児科」（19．7％）となった。   

施設基準別にみると、いずれの届出施設においても「産科又は産婦人科」が最も多かっ  

た。特に「医師事務作業補助体制加算」の届出施臥「ハイリスク分娩管理加凱の届出施  

設では牒5％前後と高かった。  

図表54 手当を増やした特定の診療科（複数回害）  

常勤  

非常勤  

l監床研修医  

寺門研修医（後期）  

管理耳■  

特定の手術室勧請   
をした医師  

その他  

無回答  

1担体‘∩こ61）   円加算  

日医読書殊作手補助体制  召ハイリスク分娩管理加井  
加耳届出施設〔忙34）   届出施設（∩＝53）  

一  凪全体（ポ77）  ロ入院時医学℡理加事   
届出施夏生（n＝14）  

田ハイリスク分娩管理加暮   
届出施設（ド＝49）   

－－一、‘∵いこ  

52  



（9入院時医学管理加囁について  

1）入院時医学管理加欄の届出状況   

入院時医学管理加算の届出状況についてみると、「届出をしている」が14j％（74施設）、  

r現在は届出なし、今後届出を行う」が7．0％、r届出をしていない」が7占．9％であった。  

国表56 入院時医学管理加井の届出状況  

01  20～  ■Ol  βO1  8此    10肪  

3）初診に係る選定療養（実兼敏収）の状況   

初診に係る選定療養（実費徴収）の状況についてみると、「ある」が90．5％（‘7施設）、  

「ないjが27％であった。   

初診に係る選定療養（実費徴収）が「あるj と回答した6丁施設について、l匡lあたりの  

選定療養（実費徴収）の金額をみると、平均は2，刀4．7円（標準偏差り54ふ中央値2．000）  

であった．  

国表58 初診に係る選定療養（実井徴収）の状況  

バ   

、  

＿‥∴   ．．  2）入院時医学管理加欄の届出が受理された時期   

入院時医学管理加算の届出が受理された月につ－（てみると、r4月」（50．0％）が最も多く、  

次いでr7月J、r10月」（ともに10．8％）、r，月」（6．8％）であった。  

図表57 入院時医学管理加算の届出が受理された月（n＝74）  

平均鳳  楳準偏差  七大址  最小値  中央値   
初診に係る選定療養  （実費徴収）額（円）  2，2j4▼7  1，〕54．g  さ．40【）  530  2，000   

801  

801  

101  

ヱ01  

0～  

4月   5月   6月  7月  】書 凪 ■   月      月      月      月     月   

⑥医師事務作業補助体制加井について  
1〉医師事務作業補助体刑加井の届出状況   

医師事♯作業補助体制加算の届出状況についてみると、「届出をしている」が65．7％039  

施租、喝在は届出なし、今後届けを行う」が“％、鳩出をしていない」が27，5％でち 

った．  

国表62 医細事拝作業捕助体制加算の届出状況  

（技  201    ヰ01  ∽t  8【株    l00t  

初診に係る選定療養（実費徴収）の1回あたりの金額の分布についてみると、r】000円以  

上～2000円未満」（38．‡％）が最も多く、次いでr20（泊円以上～3000円未満」（28．4％）、r3000  

円以上－4（将0円未満j（14．9％）であった。  

図表60 初診に係る選定療養（実費徴収）の1回あたりの金積■分布（∩＝67）  

0．仇   20．Ol   00．肌   80．O1   80．0～  1（旧．Ol  

1（X氾日東濃   

1∞0円以上－ZM円未満   

2伽円以上－3∝対円未；萬   

3加円以上一仰叩円木廣   

一∞0円以上－5∝旧円未満  

5∝迫円以：上  
1届出をしている  b現在は届出なし．今後届出を行う  

8届出をしていない  D触回筈  

4）平成20年10月1か月間の手術件数等   

平成20年10月lか月間の手術件数掛こついてみると、r全身麻酔りは平均20‘．‘件（標  

準傭差117．2、中央値l氾）、「人工心肺を用いた手術Jは平均4．1件（標準偏差5．4、中央値  

2）、「悪性腫瘍手術」lま平均5l．6件（標準偏差】餌、中央値4コ）、「腹腔鏡下手術」は平均  

2‘．さ件（標準偏差28．4、中央値17）、r放射線治療（体外照射法）」は平均4117件順調偏  

差425．6、中央値コ5ヱL「分娩Jは平均47．1件（棟準偏差29ユ、中央値45）、「緊急帝王切剛  

は平均7．5件（標準偏差6．0、中央値6）であった．  

図表61平成20年10月1か月間の手術件数（∩ニ68）  

平均値  積準偏差  中央佳   
①全身麻酔（件）   n土68  20‘，6  】17ユ  18：と   

②人工心肺を用いた手術（件）  ロー66   4．l  5．4   2   

③悪性腫瘍手術（件）   nヱ84   5l．6  ）9．4  43   

④腹腔鏡下手術（件）   n＝鳴】   26，8  2墓．4   】7   

（9放射線治療（体外照射法）（件）  nユ（；5  4Ⅰ3，7  425．6  352   

⑥分娩（件）   n＝るE   47．1  29．2  45   

①緊急帝王切開（件）   n＝68   7．5  ‘．0   6   

56  55  

■
■
J
▲
 
 

丁
 
 
 



2）医師事務作業補助体制加算の届出が受理された時期   

医師事務作業補助体制加算の届出が受理された時期についてみると、「4月」（65．5％）が  

最も多く、次いで「5月J（10．9％）、「6月」（77％）、「7月」（50％）であった。  

国表63 医師事務作業補助体制加算の届出が受理された時期（∩＝339）  

3）専従者の自己置時期   

専従者の配置時期についてみると、「平成20年4月以降j（55．5％）が最も多く、■次いで  

「平成13～19年」（2l▼8％）、「平成12年以前上「平成20年l～3月」（6．5％）の順であっ  

た。  

国表64 専従者の配置時期（∩＝339）  

001    200t    48Ot    6001   88肪   1【カ01   l【氾．Ot  

88．（蒐  

68．Dt  

18．O1  

200t  

O．Ot  L辻⊥二＿⊥⊥二  

平成12年以前  

平成柑一柑年  

平成20年1－3月  

平成20年▲月以降  

未回答  20年4月 5月  8月  一月  8月  9月 10月 11月 12月 21年1月   

4）医師事務作美補助体制加算の種短   

医師事甥作業補助体制加算の種栗削こついてみると、「50対1補助体制加算j（4l．9％）が  

最も多く、次いで「】00対l補助体制加算」（26．5％）、「75対1補助体制加算」（25．1％）、「25  

対1補助体制加算」（Z＿9％）であった。  

図表65 医師事務作東補助体制加算の種類  

Ot  20～      4〔粍     ち01     8（X lOOヽ  

■25対1補助休和加算 ロ50対1補助体制加井 口75対1補助体制加算 ■1∝）対l捕助体制加算□無回答   

医師事務作業補助体増加算種類別の開設主体についてみると、全体でIi「医療法人」  

（j8．占％）が最も多く、次いで「公立」（24．g％）、「その他の法人J（15．9％）、r公的」（13．〕％）  

であった。   

施設基準別にみると、25対1補助体制加算では「その他の法人」（40．0％）が最も多く、  

次いで「公立」、「医寮法人」（30．0％）となった。50対1補助体制加算では「医療法人」（5了．0％）  

が最も多く、次いで「その他の法人」（15．5％）、「公立」（12．0％）となった。75対1補助体  

制加算では「公立」（294％）が最も多く．．次いで「医療法人」（2g．2％）、「公的J（27lサ0）  

となった。100対1補助体制加算では「公立」（4ココ％）が最も多く、次いで「医療法人」（22．2％）、  

「その他の法人」（16，7％）であった。  

図表66 医師事務作業補助体制加井種類別 開設主体  

Ot m    40t    6仇    8仇   Im  

医師事務作業補助体㈲加算種類別病床規模についてみると、全体ではり00～4卵床」  

（333％）が最も多く、次いで「500床以上」（20．6％）、「2〔旧－三野床」（15．0％）となり、  

平均はユ42．4床（中央値307）であった。   

施設基準別にみると、び対Ⅰ補助体制加算では「500床以上」（go．0％）が最も多く、次  

いで「）00ー499床j（20，0％）となり、平均は661．6床（中央値571）であった。他と比べ  

て、大規模病院の割合が和、結果となった。また、50対1補助体制加算では「300～4卵床」  

（3】．E％）が最も多く、次いで「100床未満」（16，2％）、「100～149床」（14g％）となり、  

平均は2糾．5床（中央値29j）であり、すべての加算の種類の中で最も平均値が低かった。  

次に、75対l補助体制加算では「300～499東」（35，3％）が最も多く、次いで「500床以上」  

（24，7％）、「2叩～299床j（17．6％）となり、平均はっ67．ユ床（中央値329）であった．100  

対Ⅰ補助体制加算では「300～4卵床」（〕5．6％）が最も多く、次いで「500床以上」（25・6％）、  

「200へ2卵床」（t7．8％）、平均はつ76．7床（中央値350，5）であった。75対1補助体制加算  

と100対l補助体制加割こついては、病床規模は似たような分布状況と平均値であった。  

図表67 医師掌層作業補助体制加算種類別 病床規模  

O1 10ヽ  2肪  301 購  501 6【粍  70ヽ  8mi 9（汽 1〔H）1   

全体（／F339）  

0  

25対1補助体制   

加纂（∩＝】D）   

50対1補助体制   
加】算（n＝142）   

丁5対1事鳶肋体制   

加王（∩ニ85）   

100対l補助体制   

加井（n＝90）  

「i面盲一一－－【■▼▼云i公立 ＋ 的  

：芸芸≡警関係団体≡≡≡這£ 臥 書  

■1【将床未満  臼100－149床 口15¢－†99床 ■200～299床  

一ヽ ヽ ■▼      ■   



5）医師事務作業補助者（専従者）の人数と給与総額  

l施設あたりの医師事務作業補助者数（実人数）と給与総額（常勤）の平均についてみる  

と、全体では「実人数」が5．0人、r（うち）医療従事経験者jがl．0人、r（うち）医療事務  

経験者jが2．9人、r給与経机が119．8万円であった．なお、l人あたりの給与額は24．0  

万円であった。 

図表681施設あたりの平均・医師事務作業補助者数（属人数）と給与総額（常勤）  

1施設あたりの医師事務作業補助者数（美人数）と給与総額（非常勤）についてみると、  

全体ではr美人数」が2．‘人、r（うち）医凍従事経験者」が0．コ人、「（うち）医療薔務経験  

者jが0．9人、r給与総軌が】7．4万円であった．なお、l人あたりの給与額氾14・5万円で  

あった。  

図表691施設あたりの平均・医師暮預作業用助巻数（異人数）と給与総額（非常勤）  

25対1  
全 体   補助体制  

加算   

施設数（件）   148   7  引  ′ユ3  41   ‘   

（D実人数（人）   2．占  10．7  2，7  1．6  2，1  0．l   

Q）（うち）医療従事経   0．】  0＿0  0．‘  0．2  0ユ  0．l   
験看（人）  

（診（うち）医療暮捷経   0．9  2．0  lユ  0．4  0．9  0．0   
験者（人）  

（軌給与総領（万円）   37．4  18〕．7  38．l  22．1  29．1  1．〕   

（91人あたり給与額  14．5  17．1  】コ．9  13．8  14．0  l】．4   
（（参／（D）（万円）  

25対1  
全 体   補助体制  

加算   

施設数（件）   2j5   7  】0Ⅰ   ‘3  59   5   

（》実人数（人）   5．0  28，】  5．l  4．2  2．9  5．2   

②（うち）医廉従事経 験者（人）  1．0  0．0  1．7  0．7  0．3  2．4   

③（うち）医療事誌経 験者‘（人）  2．，  20．0  2．‘  2．3  2．2  2．0   

④給与総額（万円）  11，．8  675．9  12：！．占  99．‘  ‘8．2  】ヰヰ．2   

（91人あたり給与額 （④／①）（万  24．0  24．0  24．l  － 2】．9  2ココ  27．7   印  

7）医師事挟作業補助者が従事している業務の内容  

「診断書などの文書作成補助について医師尊厳作業補助者の従事状況をみると、全体  

では、医師事務作業補助者の従事が「あり」が9u％、rなし」が7，l％であった．   

加算種類別にみると、25対l補助体制加算では「あり」が1DO％であった．他の3つの  

加算穂類の施設でも「ありjとの回答が9割前後を占めた。  

図表71医師事務作業補助者の従事状況  

－（p診斬書などの文暮作成描助～  

仇    2肌   101   肌    80t l㈹   

6）医師事務作業補助者の配置状況   

医師事務作業補助者の配置状況についてみると、全体では、r病院全体でまとめて配正し  

ているj（‘5．5％）がtも多く、次いで、r特定の診療科に配置している」（20．1％）、「特定  

の病棟に配置しているJ（16．5％）、「特定の医師に配覆している」（9．T％）となった．   

加算種類別にみると、「100対1補助体制加丸と「75対1補助体制加れでは「病院全  

体でまとめて配置している」という割合が他の加算種類と比較して相対的にホくなってい  
る。一方、「25対l補助体制加算」や「50対】補助体制加算」では「特定の診療科に配置  

している」や「特定の病棟に配置している」という割合が他の加算種類と比較して相対的  
に高くなっている。  

図表7D 医師事務作業補助者の配置状況（複数回苔）  

n肪   20．Ot  40．Ol ・60．0ヽ  80．【粍 100（粍  

全体（ポつ3，）   

25対1捕物体制   
加算（nニ1（〉）   

50対l事l助体側   

加算（nニ＝2）   

了5対l補助体制   

加算（－1＝85）  

100対丁‡i肋体制   

加纂（rFOD）  

病院全体で壬とめて配覆している  

特定の鯵慮科に配正している  

特定の痍凱こE正している  

特定の医師lコ巳正している  

その他  

無回答  

■あり  口なし   
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r診療記録への代行入力」について医師書扶作業補助者の従事状況をみると、全体では  

医師事務作業補助者の従事が「あり」が481％、「なし」が4”％と同程度となった。   

加算種類別にみると、「あり」の割合は、25対l補助体制加算でIi£00％であ・るが、50  

対1補助体制加算では56．3％、75対l補助体制加算では4旦．2％、100対t補助体制加算で  

はユ7島％と加算種類が低くなるはど、「あり」の割合も低くなるという傾向がみられた。  

図表73 医師事務作業補助者の従事状況  

－②診療記録への代行入力ー  

Ot     2t】1     4C≠     6【h m l∝粍   

修斬暮などの文事作成（補助）」にj封ナる各事祷作業の主たる担当者についてみると 

全体では「医師」が崩．さ％、「医師事務作業補助者」が454％と同程度となった。   

加算種類別にみると、75対l補助体制加算では「医師」が35．ユ％、「医師事耗作業補助者」  

が600％となっており、「医師事株作業補助者」の割合が高い結果となった。  

図表72 各事務作業の主たる担当者  

－①診断書などの文書作成（補助）－  

m     20t    峨    6仇    801   1DO～   

全体（∩＝ユ38）   

25対りl物体軸   
加算（rFlO）   

50対1補助体制   
加工（ー戸川2）   

75対1補助体制   

加霊（∩＝8S）   

1【貯対り軋肋体欄   

加算（∩＝00）  

全体（作＝339）   

2S対1繍動体制   

加算（催10）  

5ロ封1繍助体刑   

加∫（∩＝川2）   

75対1輔肋体制   

加井（n＝85）   

1∝l対】補助体蜘   

加■二（lf90）  

■あり  臼なし  □♯回答   

「医療の質の向上に資ナる事残作業」について医師事務作業補助者の従事状況見みると、  

全体では医師事務作業補助者の従事が「あり」が65．2％、「なしJが30．7％であった。   

加算種類べつにみると、「あり」という割合は、25対l補助体制加算では90．0％、50対l  

補助体制加算では69．0％、75対Ⅰ補助体制加算でii67．1％、l〔巾対1補助体制加算では53．3％  

と加算種類が低くなるほど、「あり」の割合も低くなるという傾向がみられた。  

図表75 医師事拷作美補助者の従事状況  

－③医療の賞の向上に資する事務作業～   

「診療記録への（代行）入力」における各事務作業の主たる担当者についてみると、全  

体では、r医師」が655％、「医師事務作業補助者」がt4．5％、「その他」が2・l％であった。   

加算種類別にみると、25対l補助体制加算では卯．0％が「医師」という回答であった。  

この他、50対l補助体制加算、75対l補助体制加算、】00対l補助体制加算では、「医軌  

という回答が6割強から7割弱程度となった。  

図表7ヰ 各事務作業の主たる担当者  

－②診療妃録への（代行）入力～   

全体（n＝339）  

Z5対1捕助休刊   

加集（∩＝10）   

50対】補助体制   

加算（∩＝llZ〉   

75対1補助体制   

加算（ハ＝85）   

1（氾対1補助体制   

加算（∩二g8）  

全体（作くに柑）  

25対1補助体制   
加算（∩＝10）   

弛対1補助体制   

加井（「ド川之）  

75卿神動体割   
加井（ポ尋5）   

1（旧対1補助体欄   

血書（n＝gO）  

三垂∈ニコ   
軋空亘車重垂二重垂二重讐  



「医療の質の向上に資する暮扶作業」における各事務作業の主たる担当者についてみる  
と、全体では、鳩師」が40．7％、嘔師事慈作業補助者」がユ2．4％、rその他」が7．4％で  

あった．   

加算種類別にみると、25対1補助体制加算ではr医師事務作業補助者」▼（70．0％）が「医  

軌（20・0％）よりも大幅に上回っているが、50対1補助体制加算、75対1補助体制加算、  

l00対1補助体制加算では「医師」がー医師事務作業補助者Jよりも多くなっている．  

図表76 各辛凍作業の主たる担当者  

－③医療の賞の向上l＝賀する事務作業～  

01    2肪    481    601    ①（粍   l∝≠   

「行政上の業務（救急医療情報システムへの入力等）」について医師事諸作業補助者の従  

事状況をみると、全体では、医師事務作業補助者の従事が「ありJが39．5％、rなし」が5‘．9％  

であった．   

加算種類別にみると、rありj という回答割合Ii、Z5対1補助体制加算では80．0％、50  

対l補助体制加算では亜j％、75対l補助体制加算では36．5％、100対l補助体制加膚で  

はユ8．9％と、加算薇煩が低くなるほど、rあり」の割合も低くなるという傾向がみられた．  

図表77 医師暮蘭作業捕幼者の従事状況  

一項）行政上の業諾（救急鼠撮情報システムへの入力等）一  

弘 101 2仇 301 1（九 5仇 6（粍 TOt 801 9011D0l   

全件（∩＝338）  

25対】捕助体制   
加算（れ＝川）   

58対1補助体制   
加算（n＝t42）   

15対1補助体制   

加算（痢5）   

l∝】対11i助体麟   

加算（l一対）  

全体（両3，）   

25対1補助体欄   
加算（n＝川）   

50対1権助体■   
加井（∩こ川2〉   

丁5対l補助体欄   

加暮（n；85）   

108封1積肋体蠣   
加暮（伺0）  

■医師  日医師事務作業補助者  bその他  口▲回答   ■あり  口なし  ロ無回答  
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r行政上の業務（救急医痍情報システムへの入力等）」における各事務作業の主たる担当  

者についてみると、全体では「医師」が1ユJ％、r医師事務作業補助者」が2乙4％、rその  

他」が35．1％であった。  

加算種類別にみると、び対1補助体制加算を除くと、いすれの加算種類でも「その他」  

が最も多いが、25対1補助体相加井では鳩師事務作業補助者」が肌○％と突出して高く  

なっているのが特徴である。  

図鼓78 各事務作業の主たる担当者  

～④行政上の業務（救急医膿欄嘲システムヘの入力等）～  

仇   ヱD1  1仇   6拓   801  1仙l   

8）医師事務作業補助者の業務範囲の明確化   

医師事務作業補助者の業務範囲の明確化についてみると、全体では一院内規雇欄で明確  

にしている」が8‡．8％、「哩味な部分がある一が7．4％であった。   

加算種類別にみると、25対l補助体制加算、100対】補助体制加算では「院内規程等で  

明確にしている」が他と比較して若干低く（それぞれ80．0％、82．2％）、「曖昧な部分があるj  

が他と比較して相対的に高く（それぞれ20．0％、11．1％）なっている。  

図表79 医師事務作業棟助毒の業務範囲の明確化  

○～  2t蒐    1【粍     801     8m l∝托   

全体（■l司a9）   

25対1捕助体側   
加井（∩＝10）   

50対】補助体¶   

加嘉（∩＝川2）   

丁5対1積助体欄   
加井（n＝85）   

1【泊対1補助体銅   

加算（痢0）  

全体（帳ユ39）   

25対1補助体欄   
加算（∩＝10）   

50対†補助体制   

加＃（鮮142）   

15対】神助体制   

加算（け＝85）   

】00対t補助体制   

加算（rF白0）  

■院内蹟軍事で明確にしている口曖昧な耶分がある日その他ロー匝苔   ■臣節  8医師事詳作業確執着  日その他  ロー回答  

ノj  



9）個人情報保護上の問顎発生の有繁   

個人情報保護上の問題発生の有無についてみると、全体では「発生していない」が9Tl％  

で、r発生している」はなかった。  

図表80 個人情報保護上の問題発生の有無  

Ot l仇  201 301 4（】1 50t  6〔鵬  70～  8【）1 9【粍 10（粍   

⑦ハイリスク分娩管理加井について  

1）ハイリスク分娩管】里加算の届出状況   

ハイリスク分娩管理加算の届出状況についてみると、「届出をしている」が60．1％（310  

施設）、「現在は届出なし、今後届出を行う」が0＿8％、「届出をしていない」が33．7％であ  

った。  

図表81ハイ1」スク分娩管理畑凛の届出状況  

（h  201  ヰOl  ちO1  8仇     10仇  

全体（∩＝339）   

25封1補助体制   

加文（n＝10）   

50対】補助体制   
加算（∩二142）   

丁5対1補助体制   

血書（什亜）   

108対1補助体制   

加井（作朝）  
■届出をしている  日現在は届出なし、  

8届出をしていない  ロ★回答  
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2）ハイリスク分娩管理加箕の届出が受理された時期   

ハイリスク分娩管理加算の届出が受理された時期についてみると、「平成ZO年4月」  

（877％）が最も多く、次いで、「‘月」（3．9％）、「5月」（3．2％）となった。  

図表82／ヽイリスク分娩管理加欄の届出が受理された時期（∩三310）  

3）分娩件数  

1施設あたりの分娩件軌こついてみると、平成20年9月、tO月では前年同月と比較して、  

わすかながら増加した。  

国表83 分娩件数（n＝ご305）  

（単位二件）  】00【ホ  

80【几  

800ヽ  

小爪  

20肪  

8肪  

平均値  標準偏差  最大値  最小値  中央値  平 成 19 年  8月  52．9  44，6  615．0  0．0  45．0   9月  51．0  40▼2  517＿D  0．0  44．0   10月  5ヱ．g  44．ユ  6tg．0  0．0  45．0  平 成 20 年  宵月  52．6  44．0  63l．0  0．0  46．0   9月  5こ箋．9  JH．3  615＿0  0．0  48．0   10月  5二i．占  46．0  64‘．0  0．0  4（；．0  
（注）分娩件数について大観値のない〕05件を対象に集計を行った。  

4）ハイリスク分娩管理加算算定回数   

ハイリスク分娩管理加算算定回数についてみると、平成20年去月、9月、10月は前年同  

月と比較して2借近い算定回数となっている。  

国表84 ハイリスク分娩管理加算其定回数（∩＝269）  

（単位：回）  

13ヽ  0．罰  8．仇  03ヽ  0，8■  ロ肌  用～  

平成20年4月 5月   ¢月   7月   8月   9月  10月 11月 12月  不明  

平均値  標準偏差  最大伍  最小値  中央値  平 成 19 年  名月  10．2  14．9  l19．0  0．0  5．0   9月 】0月  10．〕  14．7  93，0  0▼0  4．0    ll＿2  1（；．0  9g．0  0．0  6．0  平 成 つ0  g月  20．4  25．1  163．0  0．0  l二！．0   9月  20．8  2占．5  253．0  0．0  15．0  年  10月  21▼ユ  Z6．8  231．0  0．0  15，0   
（注）分娩件数について欠損値のない269件を対象に集計を行った。   



※参考：開設主体の内訳  （3）医師責任者調査・医師調査の結果概要  

【調査対象等】  

田立   厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学倭人、独立行政法  

人労働者健康福祉機構、その他（国）   

公立   都道府県、市町村、地方独立行政法人   

公的   計本赤十手社．済生会、北海道社会事業協会、全日厚生農業協同組合  

連合会、国民健無保険団体連合会   

社会保険関係団体  全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興臥船Å保険全、健康保  

険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民膣康保険組合   

その他の法人  公益法人、社会権祉法人、医療生路、会社、その他の法人   

押査対象：「施設調査」の対象病院に1年以上勤務している診療科責任者及びその他の  

医師．】施設につき医師責任者最大8名（各診橋科につき】名×最大8診療  

科）、医師最大24名（各診療科につき3名×最大＄診療科）。  

回答数：医師責任者東 2J89件  

医師粟    4．227件  

G）医師が勤務する施設の属性  

1）開設主体   

開設主附こついてみると、医師責任者では「公立」伽．0％）が最も多く、次いで「医療  

法人j（22．1％）、「公軌（1‘．9％）、rその他の法人」（l】．9％）であった．医師も同様で、r公  

立」（25・4％）が最も多く、次いで「医療法人」（17．4％）、「公軌（1‘．9％）、rその他の法人」  

（lコ．9％）であった．  

図凛85 開設主体  

鵬  2【粍  4仇  8肪  8叫   100I  

2）許可病床数   

許可病床数による病床規模についてみると、医師責任者では「2CO～ヰ卵丸（叫j％）が  

最も多く、次いで「500床以上」（咄．‘％）、r2叩床未満」（14．9％）の順であった。医師で  

は「500床以山（49．耳％）が最も多く、次いでr2抽～499床」（40．1％）、r加0床未満J（10．1％）  

の」頓であった。  

図表86 許可病床軌こよる病床規蝮  

01  201    I肪     肌     801   10D～  

■200床未満    ロ2山一4，膵  8S∝l床以上  

■田立  臼公立  臼公的  
1社会保険加味団体 日医療法人  臼個人  
田単級法人  仁その他の法人   D＊回答  
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4）救急医療体制   

救急医療体制についてみると、医師★住着、医師ともに悌コ次数創（それぞれ‘7．5％、  

占2・7％）がtも多く、次いでー救命救急センターJ（22．島％、27．1％）、r地域周産期母子医凍  

センターJ（19・1％、ユl．1％）、場合用度期母子医療センター」（11．2％、15．0％）、r木皮救命  

救急センターJ（コユ％、“％）となった．  

図表88 救急医痩体制（櫨致回答）  

0．孤  独Dt  仰．01  60．m  88瓜 l00．孤  

3）病院檀別   

病院種別についてみると、医師★任者、医師ともに「災育拠点病院」（それぞれ45．1％、  

5l，7％）が最も多く、次いで「がん診療連携拠点病院J（刀．4％、45．2％）、r地域医療支援病  

臥（20．6％、21j％）、「特定機能病院」（13．9％、2】．0％）、rその他J（14コ％、17．0％）、rノ】、  

児救急医痩地点病院」（4j％、4．9％）となった．  

図表87 病院捜別（複数回筈）  

0．01   20．帆   ヰ0．01   8D．01   80．O1  1加0l  

第2次敷島  

救命救急セント  

高度救命救急セ：カー  

総合用度期母子匡欄律ント  

地域周産勅命子医療セント  

その他   

特定≠無病続  

地域医療支櫨病院  

小児救急医療拠点病院  

災書拠点■陳  

がん診療連携拠点病院  

その他  
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5）DPC対応の状況   

DPC対応の状況についてみると、医師責任者では「DPC対象病院」が5gl％、「DPC準  

備病院」がユ9J％、r対応していない」が106％であった．医師では「DPC対発病院」が糾．0％、、  

「DPC準備病院」が26．〕％、「対応していないjが8．】％であった．  

図表89 DPC対応の状況  

【汽  2C性     ヰ〔粍     60ヽ     8仇    10（残  

6）施設基準届出   

施設基準届出状況についてみると、医師兼任眉、医師ともに「ハイリスク分娩管理加算  

届出施設」（それぞ九6g・1％、75．5％）が最も多く、次いでr医師事務作業補助体制加算届  

出施設」（6】J％、54＄％）、「入院時医学管理加算届出施設」（ほ．3％、ほ4％）となった．  

なお、「ユつの施設基準届出施設」はそれぞれⅠ2＿3％、t2．9％であった。  

図表90 施設基準届出状況く複数回答）  

001 2乱仇 48．01 ∝】．Ot 88．仇 】〔り．（兆  

医師責任者  
（∩＝乙389）  

医師  
（解1．22丁）  

入鏡時医学t理加暮届出施設  

監師事拝作集権助体制加算届出施設  

ハイリスク分娩t理加算1出漁没  

3つの施設墓場届出施設  

転至車重二三車］  
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②医師の基本属憎  
1）医師の性別   

医師の性別についてみると、医師兼任者では㌻男性」が94．4％、「女性」が5j％であっ  

た。医師では「男性」が83．‘％、r女性」が16．3％であった。  

図表91医師の性別  

O1 10一 之Ol ユ0ヽ 40～ 5肪 m †肌 8仇 緋 l軌  

2）医師の年齢   

医師の早鐘引こついてみると、医師責任者の平均は5l．6歳（標準偏差7．0、中央値52．0）、  

医師の平均はヰ0．1歳（標準偏差7．8、中央値40．0）であった。   

年齢の分布についてみると、医師★佳肴では「50～54歳」（Z8．8％）が最も多く、次いで  

「45～49歳」（22．g％）、「55～59歳」（2l．0％）であった。医師では「35～39歳」（2ココ％）  

が最も多く、次いで「40～44歳」（㍊．0％）、「30～j4歳」（19．4％）であった。  

図表92 医師の年l舌  

平均値  標準偏差  最大値  最小値  中央借   
医師兼任者（歳）  5l．6   7．0  87．0  32．0  52．0   

医師（歳）   40．l   7．g  gl．0  25▼0  40．0   

（注）医師責任者n－ユJ83、医師n可，178  

図表93 医師の年齢   



5）医劇lの主たる担当診1嚢科   

医師が担当する主たる診療科についてみると、医師責任者、医師ともに「内剛（それぞ  

れ2l．3％、2‘．2％）が最も多く、次いで「外科J（Ⅰ2．8％、15．1％）、「整形外科j（10j％、  

9．宣％）、r産科・産婦人科J（9．5％、8．9％）、「小児科j（9．0％、9．1％）、r脳神経外科」（‘．了％、  

5．5％）、r精神科」（2．4％、2．2％）であった。  

国表96 医師の主たる担当診療科  

3）医師としての桂験年数   

医師としての経験年附こついてみると、医師責任者の平均は2‘．1年順準備墓7・0、中央  

せ25．8）、医師の平均は1“牢（標準偏差7．4、中央任14．0）であった．  

図表94 医師としての経験年数  

平均且  標準偏差  最大値  最小値  中央値   
医師責任者（牛）  2‘．l  7．0    60＿0  2，0  25．8   

医師（牛）   】1．ヰ  7．4  50．0  l．0  lヰ．0  

（注）医柿兼任者nづJ7‘、医師n＝4．脚8  

4）洞査対象病院での勤続年数   

璃主対象病院での勤続年数lこついてみると、医師★佳肴の平均はIl．4年（標準偏差8．2、  

中央値9．8）、医師の平均は5．5年（標準偏差4．9、中央値コ．8）であった。  

凪泉g5 一環主対象病院での勤続年数  

仇
 
 

朋
 
 

鵬
 
 

平均値  標準偏差  最大値  1小瀧  中央値   

医師千住者（年）  11．4   8＋i  70．7   l＿0   9．8   

医師（年）   5．5   4，，  47．5   1，D   ）．8   

（注）医師責任者肝2J89、医師n－4，刀7  
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医師★任者1人が管理する医師の人数lこついてみると、男性医師の平均は7．2人（標準偏  

差9．9、中央値4．0）、女性医師の平均は2．ユ人（標準偏差3，8、中央値1．0）であった．  

図表99 医師責任者1人が管理‾㌻る医師の人数  

6）勤務形態   

助演形臆についてみると、医師1佳肴、医師ともに9副以上が「常軌であった．  

国表97 勧珠形態  

仇 101 2肪  3ロ1 4仇 5（は  t氾1 70t  801 m lm  

－平均且  標準偏差  最大値  最小値  中央値   

男性医師（人）   7．2  9．9  120．0  0．0  4．8   

女性医師（人）   2j  3．8  64．0  0．D  1．0  

（注）男性医師人数についての有効回答数はn－2．2叫、女性医師人数についての  
有効回答勤まn＝≡】．72】であった．  

8）医師の役職等   

医師における役職についてみると、「管理職以外のスタッフ医軌（氾j％）が最も多く、  

如、で●r耶弓研修医」（g．0％）であった。  

図表100 医師の役職（∩＝4．227）  

1常勤  D非常勤  日義回答  

7）医師黄点者の役職等   

医師責任者における役I捌こついてみると、r部長」（55，5％）が最も多く、次いでー医長・  

科長」（17＿2％）、r副l亮長」（14．3％）であった。  

図表98‘医師責任者の役職（n＝2．38g）  
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（勤医師の勤務実態等  

1）外来診療担当の有無   

外来診療担当の有無についてみると、医師責任者では外来診療担当が「あり」が95，1ラム、  

rなし」が4．4％であった。医師では「あり」が9l．5％、「なし」がき．1％であった。  

図表101外来診療担当の有無  

01 】0ヽ  201 3（）ヽ  ▲0ゝ  501 机  701 80～  90％ 1D〔≠   

2）入院診療における担当患者の有無等（医師票のみ）   

医師の入院診療における担当患者の有無についてみると、入院診療における担当患者が  

「あり」がg70％、「なし」がlヱ．2％であった。  

図表103 入院診療における担当患者の有無  

【】～  2（粍  4【】t  60t  80t  †昭   

医師t人あたりの担当入院患者数についてみると、平均は10．9人（標準偏差104、中央  

値10．0）であった。  

図表104 医師1人あたりの担当入院患者数（平成20年10月末現在、n＝3．524）  
医師1人あたり1日の平均外来診察患者数についてみると、医師責任者は平均32．6人（摺  

準偏差17．2、中央値30．0）、医師は平均2名0人（標準偏差14．9、中央値25．0）であった。  

図表102 医師1人あたリ1日の平均外来診察患者数  

平均値  楕孝  医師責任者（人）  】2．6    医師（人）  2且．0    準偏 差  最大†直  最小値  中央値  17．2  】80．0  0．5  ユ0．0  14．9  】39．0  0．5  25．0   
3）直近1週間の実動務時間   

直近1週間の実勤務時間についてみると、医師★住着は平均5g．0時間（標準偏差14．9、  

中央値57．占）、医師は平均6l．3時間（操準備差1g．3、中央値60．0）であった。  

国表105 直近1週間の実勤務時間  

（注）医師井住着n－2，170、医師nt3．683   

平均値  標準偏差  最大値  最小値  中央値   
医師★任者（時間）  58．0  14．9  120．0   0．0  57．6   

医師（時間）   6l．3  l邑．3  l三島．0   0．ユ  60．0   

（注）医師責任者nf2ヱ了8、医師n＝i．％3  

4）1か月あたりの当直医数及び連枝当直回数   

医師責任者における、平成20年10月lか月あたりの当直回数についてみると、「産科・  

産婦人科」が2．90回（標準偏差3．21、中央値200）と最も多く、次いでr救急科」がヱ．73  

回（標準偏差2．95、中央値2．00）、「小児科」が2．13回（標準偏差2．48、中央値1．め）、「脳  

神経外科」がl．78回（楳準偏差t．8S、中央個‖．㈱）であった．いずれの診療科においても、  

平成】9年10月と比較して若干ではあるが少なくなっている．  

図表1071か月あたり当直回数（医師兼任者）  

（単位・回）  

診療科別に直近l週間の実動扶時間をみると、医師責任者では「救急科」（62．6時間）が  

最も長く、次いで「脳神経外科」（62．3時間）、「産科・産婦人科」（60．2時間）、「外科」（6（）l  

時間）であった。医師では「救急科」（74．1時間）が最も長く、次いで「外科」（65．0時間）、  

「脳神経外科」と「産科・産婦人科」（ともに6〕9時間）、「小児科」（b）7時間）、「脳神局  

外科J「産科・産婦人科」（62．3時間）、「内科」（00．4時間）であった。  

図表106 診療科別 直近1週間の実動務時間（平均）  

0ロ  20．8   棚0   600   00日 印1000  

平均値  操車音量  最大撞  最小値  中央値   
全体  平成Ⅰ9年10月  Ⅰ．75  2＿20  1g．00  0．00  】．00  

平成20年to月  Ⅰ．‘1  2．15  18，00  0．00  】．00   

内科  平成け年10月  1．5：！  l．7Ⅰ  10．00  0．00  1．00  
平成ユ0年10月  1．45  1．7）  10．00  0．α）  1，00   

精神科  平成19年10月  Ⅰ．‘】  2．50  12．00  0．00  1．00  
平成ユ0年10月  Ⅰ．48  2．50  1：l．00  0．（旧  050   

小児科  平成19年10月  2▼2t  2．42  1000  0．00  2．00  
平成20年10月  2．1；  2．4g  12．00  0．00  1．08   

外科  平成19年」0月  l．43  1．66  10．00  0．00  l．00  
平成20牛】0月  l．コ4  l．63  10．00  0．00  1．00   

脳神経外科  平成19年IO月  1．90  1．95  9．00  0．00  2．00  
平成20年IO月  178  1．g8  9．00  0．00  1．00   

整形外科  平成19年10月  l．ヰ2  1．73  12．00  0．DO  1，08  
1．70  】〕．00  0．00  1，08   

診療科不明  平成19年10月  2，00  2．g3  4．00  0，00  400  平成ユ0年IO月  Ⅰ．ヱ1          産科・ 産婦人科  平成け年to月  ；．25  3．44  1二）．00  0．00  ヱ．08   平成20年IO月  2．90  3．2】  1二‡．00  0．00  2．00  救急科  平成19年IO月  コl〕  2．9g  10．00  0．00  100   平成20年10月  ユ．73  2．95  10．00  000  ヱ00  その他  平成19年10月  1．42  l．97  18．00  0．00  100   平成ヱ0年10月  l．30  1．99  18，00  0．00  000                 平成20年10月  」 妄完0  2g3  4．00  0．00  400  



医師における、平成20年10月1か月あたり平均当直回掛こついてみると、r救急科」が  

5．48回（標準偏差2．77、中央値‘．00）と最も多く、次いで「産科・産婦人科Jが4．51回（標  

準偏差3＿2‘、中央値4．00）、r′ト児削が】．48回（標単価差2．対、中央値300）、鳩神経外  

科jが3．03回（標準偏差2．07臥中央値3．00）であった．「精神科Jを除く、いすれの診  

療科においても、平成19年10月と比較して若干ではあるが少なくなっている。  

図表1091か月あたり当直回数（医師）  

（単位こ匡）  

図表1081か月あたり平均当社回数（医師兼任者）  

平均価  檀墓■偏差  正大旗  最小値  中央価   
全体  平成19年10月  ユ．92  2．32  1基．00  0．00  コ．00  

平成20年10月  2．78  2．24  15．0（I  0，00  2．00   

内科  平成】9年相月  2．54  1．69  10．00  0，00  2．00  
平成20年10月  2．引  1．63  】0．00  0．00  2．00   

精神科  平成19年」0月  2．44  ■ 2．14  10．00  0，00  2．00  
平成20年10月  2．4占  2．41  12．00  0．00  2．00   

′ト児科  平成柑年10月  】．6ユ  2．コ6  1Ⅰ．00  0．00  4．00  
平成20年10月  3．48  － 2ニュ9  lt．00  0．00  3．00   

外科  平成け年10月  Z．72  l，8l  12．00  0．00  2．【）0  
平成20年10月  ユ．52  l，77  12．00  0，00  2．00   

脳神経外科  平成け年10月  】．28  2．47  柑．00  0．00  ユ．00  
平成20年10月  】．0ユ  乙07  10．00  0．00  ユ．（旧   

整形外科  平成け年刊月  2j6  l．72  15．00  0．00  2．00  
平成20年相月  ユユ3  1，60  8．00  0．00  2．00   

産科・  
産婦人科   
救急科  平成1，牛1（〉月  5．‘5  2．73  】3．00  0．00  6．00  

平成20年】0月  5．48  2．77  13．00  0．0（I  6．00   

2j9  乙2盆  15．00  0．00  2．00  

そ？他  平成19年10月             平成つ0年lO月  2j4  2＿22  1ユ．OD  0．00  2．00   
診療科不明  平成け年10月  5．1l  3．89  10．00  ‘ 0．08  4．00  

平成20年川月  4，89  4．01  10，00  0．00  4．00  

（注）平成l，年10月及び平成20年】0月ともに欠損すのないデータを対針こ集計を行った・  
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医師責任者における、平成ユ0年10月lか月あたりの連続当直回数の平均についてみる  

と、「産科・産嫡人削が0．29回（楳準偏差0．9‘、中央値0．00）と最も多く、次いで「精神  

科」の0．】6回（棟準偏差0．85、中央値0．00）であった．  

図表1111か月あたり連続当直回数（医師責任者）  

（単位∴匝）  

図表1101か月あたり平均当直回数（医師）  

回   
m∝l l．【旧  乙00  1∝l l．【氾  5．【氾  （‖》  ？．00  

3．2【，  

0：l  

全体（n司凪9S〉  

内科（／Fl030）  

精神科（ー戸92）  

小児科（げ弓58）  

外科（両88〉  

長袖柱外科（rI宅17）  

鼓影外科（∩＝3丁2）   

塵朴塵嬢人科（ll司20）  

救1科（n＝88）  

モの他（ll＝811）  

p♯科不明（l痢）  

平均鴎  楳埠膚差  j■大乱  ■小旗  中央壇   

全体  平成け年10月  0，07  8，51  15，OD  0，00  0．M  
平成20年相月  ○，07  0．4；  10．00  0．00  0．0〔l   

内科  平成柑年】0月  0．0ユ  0．20  2．00  0．00  0．00  
平成20年tO月  0．03  0．19  2，00  0．00  0．00   

精神科  平成19年10月  0，05  0．】0  ユ．00  0．0（〉  b．00  
平成28年10月  0．16  0．E5  ‘．00  0．00  0．00   

′ト児科  平成け年】D・月  0．8l  0．14  占．00  0．DO  0，00  
平成20年10月  8．0（i  0，47  5．00  0．00  0．00   

外科  平成19年10月  0．0‘  0．28  2．00  0，00  0．00  
平成20年IO月  0．05  0＿25  2，00  0．00  0．00   

脳神経外科  平成け年10月  0．0丁  0．ユ4  】．00   0．08  0．00  
平成ヱ0年10月  0．05  0ユ4  2．00  0．00  0．00   

整形外科  平成19年10月  0，03  0．20  2．00  ■ 8．00  0．00  
平成20年1（】月  0．03  0．2：I  3，00  0．00  0．00   

産科・  
産婦人科   
救急科  平成け牢10月  0．0：2  0．1‘  1．00  0．08  0，00  

平成20年相月  8．02  0．1‘  1．00  0．00  0．00   

その他  平成19年10月  0．0：l  0二】ユ  コ．00  0．00  0．00  
平成20年10月  0．05  0．泊  4．00  0．00  0．00   

診療科不明  平成1，年tO月  0．00  0．00  0．00  0．00  0．00  
平成20年】0月  0．00  0．00  0．00  0，DO  0．00   

（注）平成柑牛用月及び平成20年10月ともに欠損儀のないデータを対象に集計を行った．  
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医師における、平成20年相月】か月あたりの連続当直回数の平均についてみると、「産  

科・産婦人削が0．40回（標準偏差0．87、中央値0．00）と最も多く、次いで慨急軌の  

0・封＝回（標準偏差1．02、中央値000）であった。多くの診療科では、平成」9年と比較する  

と少なくなっているが、r救急科」では多くなっている。  

国表1131か月あたり連続当直回数（医師）  

（単位：回）  

国表1121か月あたり連続当直回数の平均（医師兼任者）  

全体（n＝2217）  

内科（作177）  

精神科（∩＝56）  

小児科（n＝20Z）  

外科く∩＝285）  

6神経外科（－ド14g）  

整形外科（nニ231）  

産科一度婦人科（n＝Zt之）  

救急科（rdt）  

その他（n＝592）  

鯵ホ科不明（n＝2）  

平均値  楳鵡偏差  1大鵬  1小値  中央牌   
全体  平成け年10月  0．14  0．60  15．08  0．00  0．00  

平成20年10月  0．】3  0．5〕  10．08  0．00  0．00   

内科  平成け年10月  0．0さ  0．41  6．00  0．DO  0．00  
平成20年】0月  0，0も  0＿37  ヰ．00  0．00  0．（〉0   

精神科  平成19年】0月  
平成20年10月   

′ト児科  平成19年IO月  0．09  0．〕5  3．00  0．（旧  0．00  
平成20年to月  0．08  0．コ‘  3．08  8．（H）  0．00   

外鱒  平成19年10月  0．14  0．5g  ‘．【氾  0．00  0．00  
平成20年IO月  0．11  0．45  5．08  8．00  0．00   

脳神経外科  平成19年10月  0．柑  0．67  6．08  0．00  0．00  
平成20年IO月  0．15  0．5l  j＋仰  0＿00  0．00   

整形外科  平成19年10月  0．1t  0▼52  6．00  0．00  0．00  
平成20年10月  0．11  0．45  4．00  8．00  0，00   

産科・  
産婦人科   
救急科  平成19年10月  0、2‘  0．‘7  3．08  0．00  0．0〔l  

平成20年】0月  0，】冨  l．02  5．00  0．00  0．00   

その他  平成け年10月  0．Og  0，50  8．DO  0．00  0．00  
平成20年10月  0．】0  0．59  10▼00  8．00  0．00   

診療科不明  平成け年10月  0．25  0．71  2．00  0．00  0，00  
平成20年】0月  0．13  0．コ5  l．00  0．00  0．00   

（注）平成19年10月及び平成20年tO月ともに欠損饉のないデータを対穀に集計を行った。  

5）所属病院以外での勤残の有無（医師のみ〉   

医師における所属病院以外での勤務の有無についてみると、全体では、所属病院以外で  

の勤務が「ありJが32．6％、「なし」が63、4％であった．多くの診療科においてはほぼ同程  

度の割合であったが、「精神科」およぴ「救急科」では、「あり」（それぞれ56．8％、4l．g％）  

の割合が他の診療科と比較して高い結果となった。  

図表115 所属病院以外での勤拝の有無  

0～  2【h  l仇  60t  8（n  lm   

国表1141か月あたり連続当直回数の平均（医師）  

回  
0．88     1（X】  

全体（∩＝387り  

内科（∩三1038）  

精神科（∩＝も6）  

小児科（∩＝361）  

外科（∩三592）  

E神経外科（∩＝つlO）  

塵形外科（作つ85）  

産科・産婦人科（作巧38）  

救急科（正掘り  

その他（∩＝丁9ヰ）  

鯵療斡不明（n＝8）  

（注）平成】9年10月及び平成20年10月ともに欠規値のないデータを対象に集計を行った。  



Q）各診療科における業務負担の変化（平成20年10月末現在）  

：医師兼任者に自らが管理する診療科の状況として回答していただいた項月  

1）各診療科における入院診療に係る業務負担の変化   

平成20年10月において、1年前と比較した、各診療科における入院診療に係る業務負  

担の変化について医師責任者にたずねたところ、全体では「軽減した」が7j％となり、「変  

わらない」が47．4％、r上旬加した」が4ココ％となった．いずれの診療科もほぼ同様の割合で  

あるが、L小児科」、r精神科J、r救急科」では他の診療科と比較して「軽減したjが相対的  

に若干布く、r増l加した」が相対的に低くなっている。  

図表117 各診療科における入院診胤＝床る葉裸負担の変化（医師責任者）  

1年前と比較して  

01  t（粍  201 301 10～  5（）t  8（旛  70～  8仇  001 1∝〉I  

6）アルバイトの状潔（医師のみ）   

平成20年10月の医師におけるアルバイトの状況についてみると、rlか月あたりの勤務  

日数Jの平均は2．48日（標準偏差2．卵、中央個：l．叩）、「1か月の当直回数」の平均は0．76  

回（標準偏差l．77、中央値0．叫〉、「うち連続当直回数」の平均は0．11回（棲準備養0．4，、  

中央値0．α））、「1週間の勤務時間」の平均は8．5時間（楳準備室14コ、中央せ4．0）であっ  

た。なお、平成け年と20年で大きな差異はみられなかった。  

図表116 アル／くイトの伏流  

平均檀  攫準Ⅶ羞  ：■大仙  最小値  中央値   
1か月あたりの勤  

務日数（日）   

1か月の当直回数  

（回）   20年10月  0．76  l．77  15．00  0．00  0．00   

上ぉのうち連続当  
直回数（回）   

l週間の勤務時間  

（時間）   20年10月  さ．5  14．3  ，占．0  0，0  4．0   

（注）各項目について欠損値のないデータを対象に集計した．「1か月あたりの勤務日数」は  
n－ユ糾5、「1か月あたり当直回数」はn－2‘12、r上記のうち連続当直回軌は折々595、  
「l週間の勤務時肌は□■2557．   

■杜漉した   口変わらない   口糧加した   □無回答  
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平成20年tO月において、1年前と比較した各診療科における入院診療に係る業税負担の  

変化について、入院患者数等の変化別にみると、入院患者数等が減少した施設では増加し  

た施設よりも、r軽減した」が若干高くなっているが、大きな差異はみられなかった．いず  

れの施設でも「増加した」が4割強となった。  

図表119 各診療科における入院診療に係る業務員担の変化（医師責任者）  

1年前と比較して（入院患者数等の変化別）  

0鷺     201    10t     …     8D1   1肌  

平成20年10月において、1年前と比較した、各診療科における入院診療に係る業務員担  

の変化について、勤謹直負担軽減策の取組み状況別にみると、すべての取組みで「取りj組  

んでいないj施設よりは「取り組んでいるj施設のほうがー軽減したJの割合がややホか  

ったものの、大きな差異はみられなかった．いずれもー増加した」が4割強となった．  

図表118 各診療科における入院診療に係る業務員担の変化（医師責任者）  

1年間と比較して（施矧こおける各勤扶医負担蛙渡来の取組み状況別）  

仇  20ヽ      4肌      80t      8ロ1    1∝粍  

■軽減した   白文わらない   8付加した   白魚回答  

性）「減少した施設」r増加した施設」とは、平成け年】0月と比較して平成20年10月の患者  
数がそれぞれ減少した、増加した施設．   

■軽減した   口数わらない   口増加した   ロ無回答  

（江）イ取り組んでいない」施設とは、「計画にあるが取り組んでいない」、「計耐こないjと回答  

した施設．‘  



各診療科における入院診療に係る業務負担が1年前と比較して「増加した」理由として  

は、医師責任者粟の自由記述積の内容からまとめると、以下のようになった。  

図表120 各診療科における入院診偏に係る業務員担が増M理由（医師責任者）  

1年前と比較して（自由記述形式）  

2）各診療科における外来診療に係る業務負担の変化   

平成20年10月において、1年前と比較した、各診療科における外来診療に係る業梼負担  

の変化について、医師責任者にたずねたところ、全体では「軽減した」が6・0％、「変わら  

ない」が53．4％、「増加した」が3g．3％であった。   

診療科別にみると、「精神軌では「増加した」が62．1％と、他の診療科と比較して突出  

して高かった。一方、「小児科」、嘔形外軌では「増加した」が他の診療科と比較して相  

対的に低く、r軽減した」が他と比較して相対的に高い結果となった。  

図表122 各診療科における生麦塵塵に係る業務負担の変化（医飾責任者）  

1年前と比較して  

0～ 10～ 20ヽ m 硯 5【粍 60～ 701 801 9仇l〔仇  

・入院患者数の増加  

医師数（非常勤・研修居合む）の減少  

・ ・ 医師の能力不足  
・手術・分娩回数の増加  

・事務作業の増加  

・重症患者の増加  
・時間外診療、救急診療の増加  

・電子化による煩雑化  
・高齢患者の増加  
・スタッフ不足  ／等   

各診療科における入院診顎削こ係る業務負担が1年前と比較して「軽減した」理由としノ丁  

は、医師責任者票の自由1た述欄の内容からまとめると、以下のようになった。  

図表121各診療科における入院診療に係る集務負担が軽減した理由（医師責任者）  

1年飢と比較して（自由記述形式）  

・手術数の減少  
・スタッフの増員  
・チーム医療の実施  
・電子化による業務軽減   

［重責：＝：車：＝車重亘＝車］   

平成コ0年10月において、】年前と比較した、各診療科における外来診療に係る業務負担  

の変化について、外来患者数等の変化別にみると、外来延べ患者数が減少した施設では、  

増加した施設と比較して、「軽減した」が高く、「増力ロした」が低かった。しかしながら、  

大きな差異はみられず、「変わらない」が50％を超え、「増加した」が4割程度となった。  

図表124 各診療科における生韮重度に係る菓梓負担の変化（医師責任者）  

1年前と比較して（外来患者数等の変化別）  

Ot  201     4」蔦  6肪      88X l（対～  

平成20年10月において、l年前と比較した、各診凍科における外来診療に係る業務負担  

の変化について、勤務医負担軽減策の取組み状況別にみると、各項目で「取り組んでいて）」  

施設の方が「取り組んでいない」施設よりも「軽減した」がわすかではあるが高くなっ⊂  
いる。しかし、大きな差異はみられず、いずれも「増加した」が4割近くを占めた。  

図表123 各診療科における生塞豊應に係る美技負担の変化（医師主任者）  

1年前と比較して（施設における各勤務医負担軽減篇の取組み状況別）  

O1  201     401    6D1  8m lO（九   
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した施設。  



3）各診療科における夜間・早朝の軽症救急患者数の変化   

平成20年4月以降における、各診療科における夜間・早晰の軽症救急患者数の変化につ  

いて医師責任者にたずねたところ、全体では「減少した」が9．1％、「変わらない」が71．1％、  

「増加した」が16＿0％であった．   

診療科別にみると、り、児科」では「減少した」が】，．‘％、r救急軌では「減少した」  

がl‘．ユ％と他の診療科と比癒すると「減少した」の割合が相対的に布かった．一方、「脳神  

経外科jでは「増加した」が24．4％と、他の診療科と比較するとホい結果となった．  

国表127 各診療科における夜間・早朝の軽症救急患者数の変化（医師兼任者）  

平成20年4月以降  

（ほ  201  ▲0‡  8皿  801    1∝h  

各診療科における外来診廟に係る業税負担が1年姉と比較して増加したj理由として  

は、医師★任者震の自由た述欄の内容をまとめると、以下のようl羊なった。  

図表125 各診療糾；おける外来診療に係る業抹負担が増加した理由（医師兼任増）  

1年前と比較して（自由紀述形式、主なもの）  

・患者数の増加  
・医師数（非常勤・研修医含む）の減少  

・医師の能力不足  
・電子化による煩雑化  
・事務作業の増加  
・患者への説明に要する時間の増加  
・外来診療内容の広範化・煩雑化  
・外来担当回数（日数・時間）の増加  

・近隣の病院・診療所の閉鎖・縮小等  
・検査件数の増加  
・重症患者の増加 
・時間外診療、救急診療の増加  

・患者からの要求の増加・煩雑化  
・スタッフ不足  ／専   

各診療割における外来診動こ係る業務員担が1年前と比較して「軽減した」理由として  

は、医師責任者票の自由記述棚の内容をまとめると、以下のようになった．  

図表126 各診療科における外来鯵欄に係る業務■担が賊した理由（医師責任者）  

1年前と比較して（自由記述形式）  

・メディカ／レクラーク等の配址による事務作業の軽減  

・救急診療の制限・縮／ト  

・医師（非常勤・研修医を含む）の増Å  

・休診日の確保、診療時間の短縮  

・息音数の減少  
・投薬通院の減少  
・t子化による業務軽減  

・予約制・紹介制の導入  ／等  

■よ少した   日豪わらない   巧q加した   □■回警   

4）各診療科における医師の勤務状況の変化   

平成20年10月において、l年前と比較した、各診療糾こおける医師の勤凍状況の変化に  

ついて医師責任者にたすねたところ、全体では「変わらない」（41．3％）が最も多く、次い  

で「どちらかというと悪化したj（2l．4％）、「轟化したj（け．4％）、rどちらかというと改善  

した」（11．5％）、r改善した」（5．3％）の順であった．   

r改善した」「どちらかというと改善したJの合計でみると、r救急科」（28．0％）、r産科・  

産嬬人科J（25．‘％）、r小児科」（㍊．4％）が他の診療科と比較して相対的に訂机、結果となっ  

た．一方、r精神科jでは「悪化したJ（ユタ，ユ％）、rどちらかというと悪化した」（25．9％）  

を合わせると5劉を超えており、他の診療科と比較すもと相対的にも師、結果となった。  

国表128 各診療科における医師の勤務状況の変化（医師i住着）  

1年前と比較して  

O1  201  1肪     …  801    100l  

平成20年10月において、1年断と比較した、各診療科における医師の励遮状況の変化に  

っいて、患者数の変化別にみると、息有数の変化にかかわらす、「改善した」「どちらかと  

いうと改善した」の合計が約2削、「変わらない」が約4割、「悪化した」「どちらかという  

と悪化した」の合計が約4割といった配分であり、大きな差異はみられなかった。  

国表129 各診療科l＝おける医師の動扶状況の変化（医師責任者）  

1年蘭と比較して く患者数の変化別）  

O1  201  …  801  801    1m  

（注）ー減少した施軌ー増加した施軌とは、平成1，年10月と比較して平成20年18月の患者  

数がそれぞれ減少した、増加した施設．   

Eどちらかというと悪化した  

ロモの他等  

▼ノI  



5）各診療科における医師の人数・勤務実績等   

各診療科における常勤医師数の変化についてみると、l施設あたりの常勤医師数は、「精  

神科」では平成19年10月が8．5人であったのが平成20年10月には8三人とわずかではあ  

るものの減少したが、他の診療科では横道いか微増となった。   

常勤医師数が「増加」という割合をみると、r救急科」（54．9％）が最も高く、次いで「産  

科・産婦人科」（2且．1％）、「内科」（26．7％つ、r′j、児科」（2‘＿3％）であった。一方、「減少」  

という割合をみると、「隋神科」（2‘，3％）がtもホく、如、で、「救急科」（25．6％）、「内科」  

（25．ヱ％）であった。  

国表130 各診療科における常勤医師数の変化  

各診療科における非常勤医師数の変化についてみると、l】在設あたりの非常勤医師数は、  

横道いか微増となった．   

非常勤医師数が 卜増加」という割合をみると、一枚息科」と r産科・産婦人科」を除くと  

「変動なし」が8割から9割程度となった。「救急軌 と「産科・産嬢人科」では「増加J  

が2利一臣度、「減少」がl割程度となった一  

国表131各診療科における非＃■長野■のま化  

非常勤医師  畿・平均檀  非職  勤医師数の文化  
人数            平成1㌢年 10  平成20年 10  増加  変動庵し減少   

月   月  
全体   2，l）6   1．2   lj  10．3％  83．5％l 6．2％   
内科   4：Z8   1．9   2．l  12．‘％  別．g％I 5．占％   

隋神科   51   2，5   Z．6  9．8％  84．3％1 5＿9％   

′ト児科   192   1．3   1．4  1l．5％  幕0ユ％  8〕％   

外科   266   l．0   8＿占％  84．6％  6．き％   

脳神経外科   150   0．6   0．6  5．〕％  89．〕％  ■  

整形外科  221   1、ヱ   1，3  8．6％  88．2％  】ユ％   

産科・産婦人科  207   l、1   l＿2  柑．ヰ％  7l．5％  10．1％   

救急科   41   l、6   l．且  ユ2．0％  ‘5，9％  12．2％   

その他   578   0、g   0．8  7．4％  87．5％  5．のi   

不明   2   ］、0   2．5 

全体   2，2g9   
人数           平成19年 †0月  平成20年 10月  増加  変動なし  減少  

6．7   6．g  23．3％  59．4％  17j％   

内科   464   9．6   9．7  2占．7％  4g．1％  コ5．2％   

精神科   57   8．5   g．2  】4．0％  59．‘％  26．ユ％   

′ト児科   205   7．2   7．4  26＿3％  56．1％  17．占％   

外科   29：Z   7，g   7．8  24．3％  

脳神経外科   157   4．6   4．7  14．6％  

整形外科   237   6，l   6．3  22．g％7  6‘．2％r Il．0％   

産科・産婦人科   217   6．2   6．4  ヱ8．1％  56．2％l15．7％   

救急科   ヰ】   9．0   9．3  34＿9％  ユ9．5％】：5．‘％   

その他   615   4．2   4．4  20．0％  占8．5％】Ⅰ．5％   

不明   2   12．0   ＝．5  山   

（注ト「非常勤医師数・平均値」はl施設あたりの平均医師数．単位は「人」。   

・「非常勤医師の変化」は平成19年lO月と比べて平成20年10月の医師数がどのょうに  
変化したかの割合．   

（注）‥「常勤医師数・平均値」は1施設あたりの平均医師数．単位は「人」。   

・「常勤医師の変化」は平成19年10月と比べて平成20年10月の医師数がどのように変  
化したかの割合．   

各診簾科における常勤医蘭1人あたり月残業時間の変化についてみると、r救急科」以外  

では月残業時間は増加しているが、r救急科」では平成19年】0月の月残業時間が平均47．5  

時間であったのが平成20年10月の月残業時間は平均43．7時間と短縮している。しかしな  

がら、平成20年10月の残業時間をみると、「救急科」の残業時間は、「脳神経外科」（467  

時間）に次いで2書目に長い状況である．   

常勤医師の残業時間が「減少」という割合についてみると、「救急科」（け．4％）が最も高  

く、次いで「産科・産婦人科」（】7．4％L「整彪外科」（】7ノ0％）となった。一方、「増加」  

という割合は「減少」よりも高く、最も高いのは「外科」（ヨ1．2％）で、次いで、「小児科」  

（コ95％）、「整形外科」（2g．9％）となった．「変動なし」が5割強から6割強を占めた。  

国表132 各診療科における常勤医師1人あたり月平均残業時間の変化  

各診療科における非常勤医師1人あたり月残業時聞の変化についてみると、「精神科」、「外  

科J、「脳神経外科」、「整形外科」、「産科・産妹人科」でわずかでIiあるが増加した．   

非常勤医師の残業時間が「減少」という割合についてみると、「産科・産婦人科上が最も  

高かったが、それでも95％であった．また、「増加」という割合については「外科Jが最  

もホかったが、それでも】0．1％であった．8割から9習1程度が「変動なしJであった。  

図表133 各診療科における非常勤匡蘭1人あたり月平均残業時間の変化  

非常勤医師・残業時訃     非常勤医師残業時間の変化  

人数    平均値       平成19年 10月  平成20年 10月  減少l女動乱  増加   

全体   Ⅰ．j57   9．‘ 9．g   4．3％J 87．g％  7．8％   
内科   286  11．5【 10．9   4，5％l 88．5％】 7．0％   
精神科   35  ‖．6  】2．1  5．7％l g5▼7％l  含．6％   
′ト児科   1Z3   7＿4  8．1％1 86．2％  5．7％   
外科   1（；8  Il，0  ll．1  ）．6％L  g6．3％  10＿1％   

脳神経外科   89  】0．9  ＝．3  1．1％    91，0％  7．9％   

整形外科   142  6．6   8．5  2．1％    88．7％  9．2％   

産科・産婦人科   116  10．1  10．3  9．5％    名3．6％  6．9％   
救急科   コg  14．5  川．ユ  7．1％    85．7％  7．1％   

その他   ユ69   7．7   

不明   0．0  g．7  〕．0％ 89．4％  7．6％  

人数         平成19年 10月  平成20年 10月  減少lま動庖し 増加   

】                    全体  1，827  ∫7＿5 37．6  38′4  14．占  5g，2     内科  359   ）8．占    62．4     精神科  45  30．2 32．9 4】．2 劇5  〕3．0 う〕．9 慧ナ  匹  L  朗．4     小児科  14（】      ち  56．g     ？9・5％ ？1・2％ ＿三13％ コぎ．9％  外科  2二i4      】 56．4     脳神経外科  】2l        59．5    暮■■   】94  jd．4     つd．g       5づ，l    産科・産婦人科  167  4（】．2     40．5     弓  55．7     コ6．9％  救急科  36  47．5 43．7 34．9 〕5．5     「‾て姦＿〕     その他  523       57．9   二6．＝％  至竺L＿“  二  1＝＝亘江＝＝毎江     「劇   財   （注）・「非常勤医師・残業時間・平均胤Iil施設あたりの医師1人あたり平均残業時間。単位  

は「時間」。  

・「非常勤医師残業時間の変化」は平成19年10月と比べて平成つ0年】0月の残業時間がどの  

ように変化したかの割合。   

（注）・「常勤医師・残業時間・平均値」は1施設あたりの医師l人あたり平均残業時問い単位は「時  

間」。   

・√常勤医師残業時問の変化」rま平成19年相月と比べて平成20年10月の残業時間がと－のよ  

うに変化したかの割合。  



各診漂科における常勤医師1人あたり月平均当直回数の変化についてみると、全ての診  

療科でほぼ横道いであった。診療科別にみると、平成20年10月の月平均当直回数が最も  

多いのは「産科・産婦人科」（4．E回）で、次いでー救急科」（4．2回）、rノト児科」（3j回）  

であった。   

常勤医師の当直回数が「減少」という割合が最も高かったのは「救急科」（ユ0．‘％）で、  

次いで、「産科・産婦人科」（22j％）、り、児科」（21．7％）であった．一方、r増加j という  

割合が最も高かったのは「精神科」（18．9％）で、次いで、r′ト児科」り占．8％）、r救急科」（1‘．7％）、  

「産科・産婦人科J（l‘．0％）であった．  

図表134 各診療科における常勤医師1人あたり月平均当直回数の変化  

各診療科における連続当直をした医師の延べ人数についてみると、ほぼ槙遭いであった．  

また、連続当直をした医師の延べ人数の変化について「変動なしJの割合が8創強力、ら9  

勧強を占めた。  

図表135 各診療科における連続当直をした医師の延べ人数  

連続当直医師延べ人数・     連続当直医師宣べ人数の変化  

人数    平均値       平成19年 10月  平成Z8年 10月  減少  変動なし  増加   

全体   l．007   0．5   0，5  ■ 2．2％  94．1％  3．6％   

内科   1：I4   0．3   0，4  1．7％  95．6％  2．7％   

精神科   之l   0．4   0．5  0．0％  96．2％  ユ．8％   

′j、児料   52   0．3   0．3  3．3％  9l．8％  4．9％   

外科   14‘   0．6   0．6  2．0％  94．4％  3．‘％   

脳神経外科   ‘1   0．4   0．5  2，2％  93．5％  4＿3％   

整形外科   73   0．4   0，4  l．5％  95．5％  3，0％   

産科・産婦人科  ）00   l．6   l．7  6．0％  85．9％  8．2％   

救急科   8   0．2   0．3  0．0％  9“％1 5．6％   

その他   210   0．4   0．4  l．8％  95．9％  2．3％   
不明   2   1．0   l．0  

常勤医師・当直回数・平     常勤医師当直回教の変化  

人敬    均値       平成19年 10月  平成20年 10月  減少  筆勤なし  増加   

全体   2．042   2．9   2．9  15，0％  Tl，0％  1ヰ．0％   

内科   414   2．8   2．g  12．8％  72．2％  15．0％   

精神科   5】   2．6   2．7  11二1％  ‘9．E％  lg＿9％   

小児科   184   3，5   】j  2l．7％  61．4％  16．8％   

外科   25‡   乙7   2．7  17．4％  ‘8．2％  】4．3％   

脳神経外科   1：I2   3．0   2．9  lユ．9％  77J％  9．8％   

整形外科   205   ユ，5   2．5  】2．T％  7ユ．T％  14．6％   

産科・産用人科   188   4．9   4．8  22．】％  ‘1．7％  】‘．0％   

救急科   】占   4．4   4．2  30．6％  52．8％  】‘．7％   

その他   570   2．2   2．2  11，8％  7占，7％  11，‘％   

不明   2   ヰ．5   4．5  

（注）・「i豪放当直医師延べ人数・平均仙は1施設あたりの連続当直をした医師の延べ人数の平   

均鼠．単位は一人J．  

・「道鏡当直医師延べ人数の変化jli平成け年10月と比べて平成ヱ0年10月の連続当直石延   
べ人数がどのように変化したかの割合．  

く注）・「常勤医師・当直回数・平均せ」は1施設あたりの医師】人あたり月平均当直回数．単位  

は「回j．   

・r常勤医肺当直回数の変化いは平成け年10月と比云て平成20年10月の当直回数がとの  

ょうに変化したかの割合．  

117   
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各診療科における医師の退職者数についてみると、男性の常勤医朗では退職者扱が多い  

のは「精神机、r救急科人「外剛、「内科」であるが、このうち、r救急科」では平成】9  

年と比較して退職者数が減少している。  

図表イ36 各診療科における医師の追払者数  

6）各診療科における医師の勤棟負担軽減策の取組状況等   

各診療科における医師の勤務員担軽減策の取組み状況についてみると、取り組んでいる  

という割合が最も高いのIir医師事務作業補助者（医療クラーク）の配置」（50．4％）で、  

次いで、r医師業務の看護師等コメディカルへの移転」（29．0％）、r常勤医師の増員」（刀．2％）  

であった．他の項目についてIi、取り組んでいるという糾合が20％未満であった．  

図表1371b耗負担軽減策の取組状況＜取り組んでいるもの＞（棟数回答、n＝2．389）  

常勤  非常勤  
責任  女性  女性  
音数  

全体   】，952  0．49  0．52  0．14  0．1）  0．11  0．1二I  0．05  0，0‘   
内科   399  ・0．75  0．77  0．17  0．1‘  0．2二Z  0．21  0．08  0．08   
精神科   4‡  0．90  0．94  0．52  0．35  0．09  0．00  0．02  0．∝y   

小児科   柑7  0．40  0．43  0．27  0．24  0，Og  0．05  D．05  0．05   

外科   2二！6  0．79  0．91  0．11  0．13  0．16  0．】E  0．07  0．07   

脳神経外科  一っ0  0．28  0．29  0．Ol  0，0：！  0．04  0．06  0．01  0．02   
整形外科   17，  0．49  0．50  0．02  0．04  0．20  0．25  0．0】  0．02   

産科・産婦人科  195  0．24  0二27  0．】6  0，柑  0．04  0．05  0．06  0．07   
救急科   ユ6  0．85  0．50  0．0二I  0，ll  0．20  0．14  0．0（；  0．09   
その他   540  0．26  0，2S  0．I3  0．09  0．0コ  0．07  0．05  0．0‘   
不明   2  10．00  9．50  1．00  0．50  2．50  2．50  0．00  0，00   

60．01  

40．O1  

20．【）t  

O0l  

（注）「19判†土平成1，年4月～9月の退喰者凱r20軌は平成20年4月～，月の退職者数．  無
回
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各診療科における医師の勤務負担軽減策の取組み状況に・ついて、取り組んでいるものを  

診療科別にみると、「内科」で【i、「医師菓摸の看護師等コメディカルヘの移転」、「医師事  

務作業補助者の配置」、「常勤医師の増員」、「非常勤医師の増員」、「短時間勤務の導入∴l当  

直翌日の残業なしの配慮」といった内容で「全体」と比較して相対的に割合が高かった∪  
一方、「精神科」ではどの取組みも「全体」と比較すると低かった。「救急科」、「産科・産  

婦人科」、「小児科」では、「連続当直を行わない勤務シフト体制」が他の診療科と比較して  

相対的に高かった。このほか、「救急科」では、「当直翌日の残業なしの配慮」、「当直翌日  

の仮眠をとれる体制jの割合が他の診療科と比較して相対的に高かった。  

図表138 勤務負担軽減策の取組状況  

各診療科で取り組んでいる、「その他の勤務員担軽減兼」について医師責任者票の自由記  

述欄の内容をとりまとめると、以下のとおりである。  

隆義139 各診療科で取り組んでいる、その他の勤務負担軽減策（自由記述形式）  

・当直後の配慮（翌日勤務時間短縮、翌日休暇、後日の代休取得等）  

・外来患者受入れの制限（予約制・紹介生・長期処方等）  

・休職への配慮」長期休暇・有給休暇の取得奨励、土日祝日の交替での休暇取得等）  

・チーム担当医制の導入  
・他疾からの当直医師の応援・非常勤医師による当直  
・地域の病院・診療所との連携（診療応援・手術応援・梅香制等）  

・IT環境の整偏登  

・オンコール体制の導入・充実  
・シフト勒諾制の導入  ／等   

勤務負眉月欄  
メ匡  
デ師  
イ業  

総         力精   

の精   
護   

移等 コ   
転   

全体  2，〕89  占93  1JO4  555  42g  

1000  29．0  50，4  23，2  17．9   

508  175  31t  14：；  12コ  
内科             1000  34．4  ‘1コ  2g．1  24．0   
精神科  58  12  19  丁  7  

＝）0，0  20．7  32．8  12．t  12．l   

小児科  ヱ14  48  95  57  42  
】000  22，4  444  26．6  】9．6   

外科   コ05  91  177  70  4（；  
100，0  29．8  5g．0  ZlO  15．l   

脳神経外  】顔）  48  £5  34  20   

科   100．0  ）0．0  51．1  21．つ  12．5   

整形外科  245  74  137  4g  36   ！00．0  30．2  55．9  19．6  14．7  産科・産  226  52  107  60  54  婦人科  100．0  2：I．0  4丁．〕  265  23．9  救急科  43  ロ  t6  13  g   100．0  186  i7．2  う0．2  1g6  その他  ‘28  lg5  つ5‘  1二≧5  9i   100．0  29．5  40．8  19．6  14．8   

非 常  
勤  

間 の  
匡 師  

い  し  と  縮   
42g  1t4  3塞9  45ユ  24（；  二54   

17．9  4．ち  】6．3  19．0  10j  10．6   

12コ  〕3  8占  】00  5〕  6吉   

24．0  6．5  16．9  19．7  10．4  1l．4   

7  2  7  7    ∋   
12．l  3．4  lユ．l  l？l  5，2  5．2   

42  12  4（〉  6g  2】  14   
】9．6  56  21．5  〕18  9．g  6．5   

4（；  5  36  4（）    2さ   
15．l  l．6  ‖．g  15．1  【1し5  qコ   

20  S  27  Z9  t4  】る   
12．5  〕．S  1（）．9  】g，1  8．8  100   

36  9  5g  44  コ4  45   
14．7  〕．7  Ⅰ5．5  1g0  98  17．6   

54  17  53  39  25  19   

23．9  7．5  235  17．〕  1】1  8．4   

14．8  4．5  12．4  】6．7  9．2  9．6   g  2  18  15  ロ  2  1g6  4．7  419  3空之 105  30．2  一生エ ろ0  9i  28  7g   田  

取り組んでいる勤務負担軽減策の効果についてみると、効果があった（「効果があった」  

＋「どちらかといえば効果があった」）との回答が最も多かったのは「医師事痍作業補助者  

の配置」（72▲8％）で、次いで「常勤医師の増員」（707％）、「非常勤医師の増員」（67・8％）、  

「医師業務看護師等コメディカルへの移転」（砧．4％）であった。   

また、効果がなかった（「効果がなかった」＋「どちらかといえば効果がなかった」）と  

の回答が最も多かったのは「外来診療時間の短縮」（28．7％）で、次いで「当直翌日の仮眠  

をとれる体制」（25．6％）、「当直翌日の残業なしの配慮」（柑．5％）、「短時間勤務の導入」  

（17．6％）であった。  

（注）マスの中の上段は「件」、下段は「％」。  

7）経済面での処遇の変更（平成20年4月以降）   

平成20年4月以降の各診療科における基本給（賞与を含む）の変化についてみると、全  

体では「増額した」が6．g％、「変わらない」がg3．0％、「減額した」が5．5％であった。い  

ずれの診簾科もほぼ同様の嬢向であるが、「脳神経外科」およぴ「産科・産婦人科」では「増  

額した」との回答が他と比較すると相対的に高かった。一方、「救急科」では「減額した」  

との回答割合が他と比較すると相対的に高くなっている。  

図表141各診療科における基本給（王与を含む）の変化  

【粍      201     40t     …     m l∝瞞  

国表140 取り組んでいる勤務負担軽減策の効果  

仇     20t     ヰ0～     601    8Dヽ    1α）l   

医師真珠看護師事   
コメディカルへの移転  

（∩ニ693）  

医師尊拝作業檎助書の  
配覆  

（n＝t2【14）  

常勤医師の増員  
（n＝555）  

非常勤医師の増員  
（rF428）  

短詩問勤務の導入  
（∩こ114）  

連続当直を行わない  
勤汗シフト体制  

（∩＝389）  

当直翌日の残業なしの  
l監慮  

（n＝453）  

当直翌日の仮眠をとれる  
軒別  

（∩＝246）  

外来診積時㈲の塩梅  
【n二254）  

全体   
（∩＝2．389）  

内科  
（∩＝5（】8）  

精神科  
（∩＝58）  

小児科  
（rF214）  

外科  
（′F385）  

忘神‡圭外科   
（†F160）  

雲形外科  
（【ド245）  

産科・産婦人科   
（∩二2二Z6）  

救急科  
（∩＝43）  

その他  
（∩ニ628）  

▲ 
福音豆亡右古豪有言云√古亮…回答「   

・  －： ㌧ ：  



⑤医師の業粍負担の変化（平成20年10月末現在）  

1）1年前と比較した勤務状況   

平成20年10月において、1年前と比致した、勤続状況（医師個人）についてみると、医  

師★住着、医師ともに「変わらない」（それぞれ47．7％、49．8％）が最も多く、悪化したく「悪  

化したj十ーどちらかといえば悪化した」）がそれぞれ】7＿8％、34．8％となり、r改善した（「改  

善した」＋「どちらかといえば改善した」）がそれぞれ13．2％、14j％であった．  

臨表1431年前と比較した勤務状況（医師個人）  

（粍  201  181     80～  801    1D【粍  

各診療罰における勧請手当の変化についてみると、全体ではr増額した」が10▲9％、「変  

わらないJが82．1％、r減額した」がl．6％であった。   

レト児科」、r脳神経外剛、惚科・産婦人科」、傲息軌では「増額した」の割合が「全  

酌と比較ナると相対的に高かった。4引こ、憧科・産婦人机では「全体Jの2倍近くと  

なった．  

図表142 各診療科における勤務手当の変化  

Ot  20t  l耶  80～  801  1001  

□どちらかというと改暮した  
■どちら血、というと王化した  
口その他  

1増縫した  日量わらない  日渡鎖した  □■回答   

126  

2）入院鯵層に係る業務員担の変化   

入院診療に係る業務負担甲変化（医師個人）についてみると、医師千住看では「軽減し  

た」が13．‘％、r変わらない」が引．0％、「増加した」が23．‘％であった．医師では「軽減  

した」が10．6％、r変わらない」が‘l．2％、－増加した」が2‘．5％であった．  

図表145 入院診療に係る集珠負担の変化（医師個人）  

O1  201     4（㍍  m  801     tm  

平成20年10月において、1年前と比較した勤続状況（医師事嶺作業補助体制加算届出施  

設に勤務する医師、医師書法作業補助体制加算の種梓別医師随人）についてみると、医師  

★任着では、公対l補助体制加算、50対】補助傭相加算では他と比較して「改善したJ†ど  

ちらかというと改善した」の合計が相対的にホい結果となった。  

図表1車11年前と比較した勤務状況（医師事務作業補助体制加算届出施設に  

勤務する医師、医師事務作業補助体制加算の種鶴別）  

肌  2【】t  l仇  601  Ⅲ     1皿  

■軽減した   白文わらない   ロ増加した   D簾回答  

口どちらかというと改曹した  
■どちらカ、というと豪化した  
Qモの他  

128   
127  



3）外来診療に係る業務負担の変化   

外来診療に係る業務負担の変化についてみると、医師責任者では「軽減した」が7．5％、  

「変わらない」が54．1％、「増加した」が35．7％であった．医師では「軽減した」が5．0％、  

「変わらない」が5コ．7％、「増加した」が38．E％であった。  

図表147 外来診療lこ係るセ人の兼務負担の針ヒ  

仇  ヱP■  10t  6【粍  80t lm  

入院診療に採る業梼角担の変化（医師事諸作業補助体制加算届出施設に勤務する医師 
医師事務作業補助体制加算の種類別）についてみると、医師責任者、医師ともに、25対l  

補助体制加算でIl他と比較して「軽減した」という割合が相対的に高かった。  

国表146 入院診療l＝係る蔓抹負担の変化（医師事務作業補助体制加算届出施設に  

勤務する医師、医師事務作業補助体制加算の種類別）  

（h  2仇  4（汽  6〔九  β01    1∝札   

■軽減した   日豪わらなし、  B廿如した   口熱回書  

4）病院内の診療外葉音に係る業務員担の変化   

病院内の診療外業務に係る業務負担の変化についてみると、医師責任者では「軽減した」  

が2．0％、「変わらない」が42．5％、「増加した」が54，9％であった。医師では「軽減したJ  

がl．6％、「変わらない」が57＿2％、r土嶺加した」が40．4％であった。  

図表149 病院内の診療外業務に係る業務員担の変化  

Ot  2漁  4仇  6（】～  8仇      1【仇  

外来診療に係る個人の業務負担の変化（医師事務作業補助体制加算届出施設に勤務する  

医師、医師事農作業補助体制加算の種類別）についてみると、医師責任者では、25対1補  

助体制加算で「軽減した」という割合が他と比較して相対的に高い結果となったが、医師  

では、ユ5対t補助体制加算では「増加したJという割合が他と比較して高し、結果となった．  

図表148 外来診療に係る個人の業務員担の変化（医師事務作業補助体制加算届出施設に  

勤務する医師、医師事務作業補助体制加算の種類別）  

01  20t  雌  8仇  8仇     】m  

■軽■Lた   8変わらない   臼増加Lた   ロ■回答  
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5）病院内における教育・指導に係る業務員直の変化   

病院内における教育・指導に係る業務負担の変化についてみると、医師責任者では「軽  

減した」が1．8％、r変わらない」が60ユ％、r増加した」が】7，5％であった．医師では鳩  

滅したJが1．9％、．ー変わらないjが占】．6％、r増加した」が刀．8％であった。  

図表151病院内における教育・指ヰに係る業椎貝担の変化  

肪  2爪  l鵬  8肪    8肌    l∝端  

病院内の診療外菓附こ係る業務負應の変化（医師事務作業補助体制加算届出施設に勤務  

する医臥医師事務作業補助体制加算の種那11）についてみると、医師真髄着でIi医師と  

比較して「士鎗加した」という割合が総じて布い結果となった。  

図表158 病院内の診療外葉掛こ係る葉音負腰の変化（医師事務作業補助件剰加井届出施  

設に勤摸する医臥医師事務作業緬助体制加算の乳類別）  

O1  201  仰1    8肪  8肪   1∞l  

■軽減した   田賓わらない  申せ加した  □b回答  

■軽減した   日生わらない   q増加した  

1a3   

病院内における教育・指導に係る美枝負担の変化（医師亭嶺作業補助体制加算届出施設  

に勤務ナる医臥医師事続作業補助体制加算の種類別）についてみると、医師責任者、医  

師ともに、25対l補助体制加算では他と比較して「増加した」という割合が高い結果とな  

った．  

阻喪152 病院内における教育・指導lこ係る業務員眉の変化（医師事務作集補助体制加算届  

出施設に勤務する医師、医師車種作染補助体制加算の疎放別）  

○■  2肪  仰1  601  801    1∝粍  

6〉管理巣粉＝係る業務員担の変化（医師責任者のみ）   

医師責任者における管理業掛こ係る業務負担の変化についてみると、r軽減したJがl，0％、  

r変わらない」が49．9％、「増加した」が48．6％であった．  

図表153 管理兼務に係る業務負担の変化  

D1  201  1（乱  Ⅲ  8（荘  l肌  

051  

DOt  

O，41  

山路  

0．丁ヽ  

081  

001  

0．71  

t．0ヽ  

0月X  

■蛭漉した   ロ1わらない  ′ 白檀如した   □触回儒   

■軽ました  白蒙わらない  口糧加した  口無風筈  



医師責任者における管理業務に係る業挟負担の変化（医師車検作業補助体制加算届出施  

設に勤務する匡臥医師事務作業椅助体制加算の種簸別）についてみると、全体では「軽  

減した」が10％、「変わらない」が5之．4％、「増加したJが46．1％であった。乃対l補助体  

制加算およぴ100対1補助体制加算ではl■増加した」が他と比較すると相対的に高い結果  

となった。  

図表154 管理美甥に係る業務負担の変化（医師事務作美補助体制加算届出施設に  

勤務する医師、医師事務作蔓補助体制加井の種類別）  

（鵬  2肌  40ヽ  60ゝ  B〔ぺ  1肌  

7）夜間・早朝の軽症救急患者数の変化   

夜間・早朝の軽症救急患者数の変化についてみると、医師責任者が回答した担当診療科  

では「減少した」が9．1％、r変わらない」が71．】％、「増加したjがl占・0％であった。   

また、医師では「減少した」が7．5％、「変わらない」が70．1％、「増加した」が2l．0％で  

あった。  

図表155 夜間・早朝の珪症救急患者数の変化  

○～  m  40～  肌  80t l昭  

匂増加した   ロー回答   

日常業掛こおいて負担が最も重いと感じる菓掛こついて、診療科別に医師にたずねたと  

ころ、整形外科以外のすべての診療科において「当直Jが最も多い回答となった。内科で  

は29．7％、精神科では2g．4％、′ト児科では45＿3％、外科では26．8％、脳神経外科では5l．2％、  

産科・産婦人科では37．7％、救急科では44．0％であった。なお、整形外科では「外来診頗」  

（29．5％）が最も多く、次いで「当直」（27．6％）であった。  

図表157 日常葉掛こおいて負担が最も重いと怨じる菓預  

（診療科別、医師）  

01  m  ◆Ot  60■  80ヽ  1【X九   

⑥勤務負担軽減策の取組状況  
1）日常責務において負担が最も王いと感じる業務   

日常菓掛こおいて負担が最も重いと感じる業掛こついて、診療科別に医師責任者にたず  

ねたところ、最も多かった回答は、内科、小児科、外科、救急科でIi「病院内の診療外業  

務」（それぞれ25．4％、24．3％、〕6・4％、〕2・（i％）、精神科、整形外科、産科・産婦人科ではl外  

来診療」（37．9％、3l、0％、26．1％、282％）、脳神経外科では「入院診簾」（213％）であっ  

た。  

図表156 日常葉掛＝おいて負担が最も重いと怒じる葉葦  

（診療科別、医師責任者）  

苗 】O1 2仇 3肌 40ヽ 5〔粍 8仇 7肪 801 9皿 100ゝ  

両斎   口外来診潔  白当直  
L『院内における教育指導日病院内の診療外兼務 □管理業講  

座王竺竺 一＿＿，              口無回答  【 一門  



医師にとって負担が重いと感じる集掛こついて医師にたずねたところ、r診断書、診療  

録・処方せんの紀軌（50．8％）が点も多く、如、で「主治医意見書の妃軌（糾．2％）、r検  

査の手順や入院の説明、燥性疾患患者への療養生活等の説明」（29．0％）、「診察や検査等の  

予約オーダリングシステム入力やt子カルテの入力」（27．6％）であった．  

図表16（）医矧ことって負担が1いと藍じる業務（医師のみ．nニ4227）  

全ての日常業掛こ占める病院内の診療外業扶の割合について医師責任者にたすねたとこ  
ろ、r10％一っ0％未満」（封．0％）が最も多く、如、で一っ0％～50％未満」（22．3％）、rlO％  

未満」（15．2％）であった．  

図表158 全ての日常業務に占める病院内の儲欄外業務の割合（医師責任者）  

○■  201   11穐     601    80t l∝穐  

，＿‥＿■＿＿＿ ＿」  

ロ30％－51）％兼糞  ■10％未満  G＝0％－30％未虞   
■知％－10％未満  自†8％－gO†も未満  ロ90％以上  
口嚢回書  

（注）日常業務で鳩院内の診療外果軌の負担が最も重いと回答した医師責任者．  

全ての日常業附こ占める当直の割合について医師にたずねたところ、rlD％－）0％未軋  

（54．1％）がtも多く、如、でr10％兼軌（2丁．1％）、r30％－50％未満」（13．8％）であっ  

た＿  

国養159 全ての日常稟掛こ占める且直の割合（医師）  

鵬  2拓     1仇     60～     8（粍    1∝鵬  
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■さ0，もー10％朱粛  B了OIもー00，▲宋濱  田帥％以上  
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（注）日常業務で当直の1扱がtも重いと回答した医師．  
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2）勤務医負担軽減策に関する計画の訟知度   

勤務医負担軽政策に関する計画の隊知度についてみると、医師★佳肴では一円容も含め  

知っている」が粥．ヰ％、rあることは知っているが内容は知らない」が】8．1％、「知らない」  

が仏2％であった．医師では「内容も含め知っている」が】1．9％、「あることは知っている  

が内容は知らない」が】7．3％、r知らない」が6”％であった．  

国濃161暮知務医1担鰹減策に関する計画の認知度  

仇 10I 2鵬 30t 4肪 机  8仇 7肪 101 班 1∝鵬  

勤務医負也軽減策に現する計画の認知まについて、計画策定演みの施掛こ勤揚する医師  

★住着・医師こたすねたところ、医師兼任者では「内容も含め知っている」が40．5％、rあ  

ることは知っているが内容は知らない」が19，ユ％、「知らない」が】9．0％であった．医師で  

は「内容も含め知っている」が14．5％、rあることは知っているが内容は知らない」が19．5％、  

r知らない」が‘5．2％であった．  

国表162 霊山甥医員担蛙減策l＝関する計画のE知度  

（計画策定済みの施設に勤務する医師責任者・医師のみ）  

Ot lOI 201 ）O1 1（粍  机  60t  一肌  801 001 1∝h  

■内窄も含め知っている  
田あることは知っているが内容は知らない  
8知らない  
□■匝l苓  

■内専も書め却っている  
ロあることは知っていもが内執士知らない  
P知らない  
口■回書   
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3）菓梓分担の効果   

業精分担の進捗状況についてみると、医師責任者、医師ともに「診断書、診療録・処方  

せんの記載の補助」（それぞれ31．5％、：押．4％）が最も多く、次いで「主治医意見書の記載  

の補助」（ユ3．5％、21．2％）、「静脈注一射・1碧置針によるルート確保」（18．0％、17．2％）、「オ  

駄タリングシステム入力・電子カルテ入力代行」（】6，0％、14．0％）、「入院説明等の療養生  

】官等の説明」（14．9％、Il．0％）であった。  

図表163 集務分担の進捗状況  

実施している業務分担の効果のうち、静脈注射及び留置針によるルート確保についてみ  

ると、「効果があった」と「どちらかといえば効果があった」の合計が医師責任者では79．5％、  

医師でIi砧4％であった。なお、医師では「効果がなかった」が12▼9％と、医師責任者（47％）  

の〕偉近くの割合を示している。  

国表164 実施している業務分担の効果  

－①静脈注射及び留置針によるルート確保－  

0ヽ  m  40～  801  801    1〔肌  

日どちらかといえば効果があった  
tどちらかといえば効果がなかった  

■効果があった         8どちらともいえない       日勤臭がなかった  ロ無回答   
暮
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実施している業務分担の効果のうち、診断書、診療録・処方せんの記載の補助について  

みると、「効果があった」と「どちらかといえば効果があった」の合計が医師★住着では78．8％、  

医師では68．4％であった。なお、医師では「効果がなかったJが】2．5％と、医師♯佳肴（4．1％）  

の3倍以上の割合を示している．  

図表166 実施している業務分担の効果  

－③診断書、診療録・処方せんの言己戴の補助－  

mL 】0■  20t  301 1仇  肌  601 7仇  8m  9仇 】m  

実施している業務分担の効果のうち、薬剤の投与量の調整についてみると、r効果があっ  

た」と rどちらかといえば効果があった」の合計が医師★任看では7割を超えているのに  

射し、医師では4割程度に留まっている．なお、「効果がなかった」「どちらかといえば効  

果がなかった」の合計が医師では約ユ割と、医師事住着のユ倍以上の割合を示している。  

図表165 実施している稟精分担の効果  

－②薬剤の投与1の現整～  

o1 10t 2t九 m 4（h 5（粍 8m 70～ 80t 鍋 †∝粍  

■効果があった  日どちらかといえば効果があった  
口どちらともいえない  トどちらかといえば効果がなかった  
8勤王がなかった  ロー回答   

臼どちらかといえば効果があった  
■どちらかといえば効果がなかった  
ロ■回答  臼どちらともいえない 日勤よがなかった  



実施している業務分担の効果のうち、主治医意見書の記載の補助についてみると、r効果  

があった」と rどちらかといえば効果があった」の合計が医師★佳肴では77．5％、医師で  

は61．8％であった。なお、医師では「効果がなかった」が15．1％と、医師責任應（5．0％）  

の）借の割合を示している．  

国表168 実施している業務分担の効果  

－④主治医ま見書の記載の補助－  

01  201  ヰO1  601     801    1m  

実施している業務分担の効果のうち、診断書、診療録・処方せんの記載の補助について  

医師事耳作業補助体制加井の加算種類別に、届出施掛こ勤務する医師責任者にたずねたと  

ころ、全体では「効果があった」とーどちらかといえば効果があったjの合計がさ1．ユ％、■rど  

ちらともいえない」が11j％、r効果がなかった」と rどちらかといえば効果がなかったj  

の合計が‘．7％であった。加算体制が高くなるほど「効果があったJと「どちらかといえば  

効果があった」の合計がホくなる侯向がみられた．  

阻喪167 実施している菓措分担の効果  

－③鯵断書、診療録・払方せんの記載の補助～  

く医師事務作業補助体制加算鳥叫施投に勤潤する医師責任者、加算級別）  

Ot  2Dl  ■Ot  801  白弼     108l  

全体  
（n＝8a6）  

25対l補助体制   

加算（n＝3t）   

50対1補助体欄   

加暮（n＝；崇8）   

75帥†轟助体制   

加算（∩＝柑？）  

】lカ対1積助体榊  

加算（n＝‖8〉  

8どちらかといえば効果があった  

■どちらかといえば効1がなかった  

十効果があった          8どちらともいえない        已劾よがなかった  ロー回答   

■勤臭があった  臼どちらかといえば効果があった  
ヨどちらともいえない  1どちらかといえは効臭がなかった  

日効果がなかった  ロー回答  

149   

実施している業務分担の効果のうち、診察や検査等の予約オーダリングシステム入力や  

電子カルテの入力の代行についてみると、「効果があった」と「どちらかといえば効果があ  

った」の合計が医師責任者では72．3％、医師では48j％であった。なお、医師ではー効果  

がなかったJが223％と、医師★佳肴（5．2％）の4倍以上の割合を示している．  

国表170 実施している稟議分担の効果  

－⑤珍零や検査等の予約オーダリングシステム入力やモ子カルテの入力の代行～  

01  201  ヰO1  601  BDt lm  

実施している業務分担の効果のうち、主治医意見書の記載の補助について医師専務作業  

補助体制加算の加算穫削‖こ、届出施設に勤務する医師責任者にたずねたところ、全体で  

はー効果があった」と rどちらかといえば効果があったJの合計が抽．8％、rどちらともい  

えない」が11．9％、「効果がなかった」と「どちらかといえば効果がなかった」の合計が‘．‘％  

であった。加算体制が高いほど「効果があった」と「どちらかといえば効果があった」の  

合計割合がホくなる便向がみられた．  

図表169 実施している業務分担の効果  

～（診主治医意見書の記載の補助～  

（医師事揺作罫補助体制加欄届出施設に勤棟する医師責任者、加算種別）  

全体  
（n181〉   

ヱ5対1神助体制   

加井（作受○）  

50対1‡l肋体‡l   

加算（n＝178）   

75対1補助体制   
加暮（一宇柑5）   

100対1補助体制  
加算（ー芦1u）  

▲動翼があった  
ロどちらかといえば効果があった  
■どちらかといえば効果がなかった  
□鶉回書  

1効果があった  日どちらかといえば効果があった  
臼どちらともいえない  「どちらかといえば効果がなかった  
日勤臭がなかった  口熱回答  

152   151  



実施している業務分担の効果のうち、滅菌財、衛生材料、書賢、検体等の院内物品の  

運搬▼補充についてみると、「効果があった」と「どちらかといえば効果があった」の合計  

が医師★住着では7ヱ．g％、医師では49（，％、「どちらともいえない」がそれぞれ194％、32．7％、  

「効果がなかった」と「どちらかといえば効果がなかった」の合計がそれぞれ5．6％、t6．2％  

となり、両者の間に大きな差異がみられた。  

図表172 実施している彙洋分担の効果  

－（8滅菌器材、衛生材料、書領、検体等の院内物品の運搬・補充一  

（汽  20t  ヰ（荘  601  80～  1m   

実施している美瑛分担の効果のうち、診察や検査等の予約オーダリングシステム入力や  

t子カルテの入力の代行について医師事儀作業補助体制加算の加算種類別に、届出施設に  

勤務する医師責任者にたずねたところ、全体では「効果があった」と「どちらかといえば  

効果があった」の合計が7コ．9％、「どちらともいえない」が17．8％、「効果がなかった」と  

「どちらかといえば効果がなかった」の合計が7．4％であった．25対l補助体制加算、50  

対l補助体制加算では他と比較して「効果があった」と「どちらかといえば効果があったJ  

の合計が高かった。  

図表171実農している菓棒分担の効果  

－（訂診察や検査等の予約オーダリンクシステム入力や電子カルテの入力の代行－  

（医師事梓作業補助体制加井届出施設に勤葛する医師責任者、加算種別）  

拓  20～  …  601  80ヽ  1皿   

実施している業務分担の効果のうち、夜間・休日の救急医庚等における診廉の優先順位  

の決定についてみると、r効果があった」と「どちらかといえば効果があった」の合計が医  

師責任者では51▼2％、医師ではは5％、「どちらともいえない」がそれぞれコ3．6％、414％、  

「効果がなかった」と「どちらかといえば効果がなかった」の合計がそれぞれ15ユ％、40．】％  

と両者の間に大きな差異がみられた。  

図表174 実施している薫拝分担の効果  

－（訂夜間・休日の救急医療等における診療の優先順位の決定～  

（】ヽ 101 2（粍  3m  4（几  5（】～  601  7肌  801  001 1m  

実施している業務分担の効果のうち、患者の移送についてみると、「効果があった」と「ど  

ちらかといえば効果があった」の合計が医師責任者では75．6％、医師では463％、「どちら  

ともいえない」がそれぞれ20．7％、3Ⅰ．5％、r効果がなかった」と「どちらかといえば効果  

がなかった」の合計がそれぞれ4，g％、2Ⅰ7％となり、両者の間に大きな差異がみられた。  

図表173 実施している集務分担の効果  

－⑦患者の移送”  

【汽 101． 2仇  3仇  峨  5（穐  6仇  了01 8仇  9【几 10（汚  

ロどちらかといえは効果があった  
■どちらかといえば効果がなかった  
ロ無直答  

田どちらともいえない  
暮効果があった  日勤臭がなかった  ■効果があった ロどちらともいえない 巳効果がなかった  ■どちらかといえば効果がなかった  

□無回書   



実施している業務分担の効果のうち、検査の手順や入院の説明、慢性疾患患者への療養  

生活等の説明についてみると，「効果があった」と「どちらかといえば効果があった」の合  

計が医師兼任者でIi78．2％、医師では49．8％、rどちらともいえない」がそれぞれ14．8％、  

2‘．8％、r効果がなかった」と「どちらかといえば効果がなかった」の合計がそれぞれ5．‘％、  

22．9％となり、両者の間に大きな差異がみられた．  

図表176 実施している業務分担の効果  

－⑳検査の手麒や入院の説明、慢性疾患患者への療養生活等の説明－  

01 10■  20～  301 4仇  S01 60～  70t  60t  9Dt l∝れ  

実施している業務分担の効果のうち、入院中の療養生活に関ナる対応についてみると、  

r効果があった」と rどちらかといえば効果があったJの合計が医師責任者では75．9％、  

医師では4l．7％、rどちらともいえない」がそれぞれlさ．1％、30．8％、r効果がなかった」と  

rどちらかといえば効果がなかった」の合計がそれぞれ5．‘％、2‘．β％となり、両者の閉に  

大きな差異がみられた．  

周衰175 実施している業務分担の効果  

－（9入院中の療養生活に関する対応一  

肌  28t  ●01  80t  80t l叩1  

口どちらかといえは効果があった  
ロどちらともいえない  ▲どちらかといえは効果がなかった  
■効果があった                E勤臭がなかった  口■回書  1効果があった  

ロどちらかといえは効果があった  
■どちらかといえば勤よがなかった  
ロ■匝筈   

158   

実施している業務分担の効果のうち、カンファレンスの準備等の業務lこついてみると，  

r効果があったJと「どちらかといえば効果があった」の合計が医師責任者では71．7％、  

医師では35・5％、「どちらともいえない」がそれぞれ柑．7％、3り％、「効果がなかった」と  

rどちらかといえば効果がなかった」の合計がそれぞれg．5％、ユ9．6％となり、両者の附こ  

大きな差異がみられた．  

回凛178 実施している業務分担の効果  

－⑫カンファレンスの準傭等の兼務一  

休 101 20t 3仇 ◆賊 501 8仇 701 8仇 8m】m  

実施．している業務分担の効果のうち、診察前の事前面掛こ上る情報収集・補足説明につ  

いてみると、「効果があったJと「どちらかといえば効果があった」の合計が医師責任者で  

は75・9％、医師では35．0％、「どちらともいえない」がそれぞれ16．】％、ココ．9％、「勤果がな  

かった」とーどちらかといえば効果がなかったJの合計がそれぞれ7．占％、弧0％となり、  

両者の間に大きな差異がみられた．  

国表177 実施している業務分担の効果  

－①診察前の事前両級による情報収集・袖足説明－  

（鵬 101 2仇 3仇 ●O1 50t 仰l Tlh m m l∝粍  

t勤よがあった  H効1があった  ロどちらかといえば効果があった  ロどちらかといえば効果があった  
ロどちらともいえない  ■どちらかといえば劫臭がなかった  
訂勤1がなかった  口■回答  

、月どちらかといえ吐勤1がなかった  
nどちらともいえない      白劾1がなかった  □■包筈  

159  160   



4）残業時r司の変化（医師のみ）   

医師の残業時問の変化について診療科別にみると、全体ではー減少した」が8．5％、「変  

わらない」が62．‘％、「増加した」が27．0％であった。r産科・産婦人科」では他と比較し  

て「減少したjが相対的に高かった。  

国表18D 残業時間の変化  

o1  2肌  ヰ0～  601  801   1∝h  

実施している業凛分担の効果のうち、カンファレンスの準備等の業務について医師事諾  

作業補助体制加算の加算種類別に、届出施設に勤務する医師井住着にたずねたところ、全  

体ではー効果があった」と「どちらかといえば効果があった」の合計が75＿0％、「どちらと  

もいえない」が195％、「効果がなかった」と「どちらかといえば効果がなかった」の合計  

が5．5％であった．25対1補助体制加算では他と比較して「効果があった」の割合が高かつ  

た。  

国表179 実施している業務分担の効果  

－⑫カンファレンスの準備等の業洋一  

01  20ゝ  40t  6肌  80～  100ヽ  

全体  
（n498）  

25対1補助体綱   

加嘉（忙28）  

50対1補助体制   

加耳（∩三13†）  

丁5対1補助体欄   

加暮（∩＝75）  

†00対】補助休職   

加耳（n三8Z〉  

ロどちらかといえば効果があった  ■勤臭があった  
Bどちらともいえない  

日勤果がなかった   

白鷺わらない   砥増Ⅷした   □幾回筈  

162   

当直後の配慮について翌日は仮眠をとれる体制であるかを医師にたずねたところ、全体  

では「liい」がtO．9％、「いいえ」が丑1．0％であった。   

診療科別にみると、「救急科」、r小児科」では「はい」の割合が他と比較して相対的に高  

かった。  

図表182 当直後の配慮：翌日は仮眠をとれる体制であるか  

Ot  2肪  40ヽ  机  8【汚  1【X几  

5）当直後の配慮（医師のみ）   

当直後の配慮について早く帰宅できるかを医師にたずわたところ、全体では「はい」が  

19．4％、「いいえjが72＿占％であった．   

診疾科別にみると、「救急科」及び「小児科」では「はい」の割合が高く、「全体」の2  

借近い割合を示した。  

図表181当直後の配慮：早く帰宅できるか  

仇 10■ 2【鳥 肌 l（h 5仇 6（推 1m 80t 9仇 1肌  

■はい  巳いいえ  D無回答   



当直後の配慮について連続当直にならないょうなローテーション等の配慮があるかを医  
師にたすねたところ、全体では「はい」が77．0％、rいいえ」が14．7％であった．他の当直  

後の組と比較すると、rはいJの割合がホいことがわかる。   

診療科別にみると、「はい」の割合は、「′ト児軌（8“％）が最も高く、次いで、慄各科J  

（g2．4％）となった．  

取表183 当直後の配慮：連続当直にならないようなローテーション等の配慮があるか  

O1  201  功  10～  801  1001  

6）経済面での処遇の文化   

展師の経済面での処遇の変化として基本給についてみると、全体ではりlえたJが12．0％、  

r変わらないJが丁9．5％、r減った」が‘．0％であった．診療科に上る大きな差異はみられ  

なかった．  

図表184 経済面での処遇の変化一基本給一（医師）  

（）l  之0～  ヰ0■  ¢01i  801  一肌  

1はい  ロいいえ  □た回答   

医師の経済面での処遇の変化として手当についてみると、全体ではr増えたJが7．6％．  

r変わらない」が鮎．6％、r減った」がユ．】％であった。   

診療科別にみると、「産科・産婦人科」では「増えた」が柑．】％と他と比較して2倍以上  

の高い割合となった。  

図表185 綾済面での処遇の変化一手当－  

Ot  2吼  ■仇  ¢m  8仇  1tX仇  

7）今後の意向について（医師のみ）   

医師の今後の意向についてみると、全体では「できれば今の職場で働きたい」が58．4％、  

「できれば別の病院に異動したい」がはl％、「できれば別の診療科に異動したいJが0，4％、  

「できれば別の取掛こ異動したい」が2，9％、rできれば開業したいJが5．7％、rできれば  

診療を辞めたい」が5．D％であった。この傾向はどの診療科においてもほぼ同様であるが、  

救急科では「できれば別の職場に異動したいJが11ユ％と1割を超えており、他と比較し  

て相対的に高い割合を示した。  

鼠表186 今後の意向について  

O1  2（格  101  梢  80■  1m  

■甘えた   n変わらない   口減った   ロ触回答  

8できれば別の診療科に鼻勤Lたい  
昌できれば帥集したい  
Hできれば今の微増で働きたい   田その他  呂諾芸制を紳ニ」   



平成20年10月における、常勤医師l人あたりの月当直回数については、平成19年10  

月と比較してわずかではあるが減少している。しかしながら、「産科・産属人科」、「救  

急科」、「小児科」では依然としてj回を超えている（図表31）。連続当直回数はについ  

ても、「救急科」、「産婦人科」、「小児科」では平均回数は減少したが、依然として高い  

水準といえる（国表32）。  

負担軽減策の取組み状況については、「取り組んでいる」という割合は、「医師・看護師  

等の業務分担」では56．4％、「医師事哉作業補助体制」では77．1％、「短時間正規雇用の  

医師の活用」では25．4％、「連続当直を行わない勤務シフト」では7l．9％、「当直後の通  

常勤掛こ係る配慮」では45．2％と、ばらつきがみられた（鼠表37）。   

医師への経済面での処遇改善状況については、「改善した」が45．0％、「変わらない」が  

5〕．7％だった（図表48）。処遇改善の内容としては、「基本給を増やした」が改善したと  

いう施設の】6．2％、「手当を増やした」が75．4％であった（図表49）。   

「基本給を増やした」対象の医師としては、「特定の医師」が基本給を増やした施設の  

52．4％、「医師全則 が崩．0％、「特定の診療科に勤務する医師」が19＿0％であった（図  

表50）。   

「手当を増やした」対象の医師としては、「医師全員」が手当を増やした施設の39，4％、  

r特定の診療科に勤残する医師」が34．9％、r特定の医師」が44．0％であった（図表5】）。  

このうち、「特定の診療科に勤務する医師」と回答した施設では、その対象として「産  

科・産婦人科」が7且．7％で最も多く、次いで「′ト児科」が19．7％であった（隠表封）。   

入院時医学管理加算の届出状況については、「届出をしている」が】4j％（74施設）、「現  

在は届出なし、今後届出を行う」が7．0％、「届出をしていない」が76．9％であった（図  

表56）。また、入院時医学管理加算の届出が受理された月は「平成20年4月」が500％  

で最も多く、次いで「7月」、rtO月」が108％、「9月」が占．g％であった（国表5丁）。   

初診に係る選定療養（実費徴収）が「ある」という施設が90，5％であった（図表5g）。  

選定療養（実費徴収）の1回あたりの平均金額は2，2∋4．7円であった（亙表59）．   

医師手続作業補助体制加算の届出状況は、「届出をしている」が65．7％、「現在は届出な  

し、今後届けを行う」が“％、「届出をしていない」が27．5％であった（図表占2）．届  

出が受理された時期は、「平成20年4月」が65．5％で最も多く、次いでr5月」が10，9％、  

「6月」が7．7％、r7月」が5．0％であった（国表63）．   

医師事務作業補助者（専従者）の配僅時期については、「平成20年4月以降」が55．5％  

で最も多く、次いで「平成1ユ～19年」が2l＿8％、「平成12年以前」、「平成20年1～3  

月がともに‘．5％だった（図表6ヰ）．  

6．まとめ  

本調査より明らかになった点は、以下のとおりである。  

【施設調査】   

・施設基準の届出状況は、「入院時医学管捜加算」が】43％、「医師事務作業補助体制加算   

が65．7％、「ハイリスク分娩管理カロ算」が60．1％であった（図表2）。   

・施設基準届出状況別開設主体については、「入院時医学管理加算」届出施設ではー公立ゝ   

（31．t％）が、「医師事雇作業補助体制加算」届出施設では「医療法人ト（38，6％）が、「／   

イリスク分娩管理加算」届出施設では「公立」（27．ヰ％）が最も多かった（図表4）。   

・施設基準届出状劇別許可病床数については、「入院時医学管理加算」届出施設が平ドノ   

52g6床（中央値5（旧床）、「医師事務作菓二描助体制加算」届出施設が平均342．4床（中㌢   

値307床）、「／＼イリスク分娩管理加算」届出施設が平均519．0床（中央値500床）で方、   

った（図表5）。   

・勤務医負担軽減対策計画の策定状況は、r既に策定済み」が574％、「現在策定中である   

が157％、「策定していない」が22．9％であった（国表1り。   

・診療録電子カルテの導入状況は、「導入している」が444％、「導入していない」フう；55．OU′‖   

であった（図表12）．導入時期では、「平成18年j が17，9％、「平成16年」が14．S％、   

「平成20年以降」が144％、「平成19牢」が1ユ5％となった（図表1〕）。   

■ 平成20年川月の病院全体の平均在院日数は184日（図表14）、一般病棟の平均在院F】   

数は15．3日（図表t5）、平均紹介率は掴．5％（図表1（I）、平均逆紹介率はユ4i％であ〕   

た（図表】丁）。   

・一般病棟の入院基本料区分は、「7対1」が55．6％、rlO対l」が39＿3％だった（図表柑）。   

・加算の届出状況に限らず、医師事務作業補助者が「いる」という施設が73S％、「いな   

いが、今後、確保・採用予定」が11ユ％、「いない」が13．0％であった（図表2t）。   

・MSW（医療ソーシャルワーカー）が「いる」という施設が92．2％、「いないが、今後、   

確保・採用予定」がl．9％、「いない」が5．2％であった（図表三っ）。   

・病院ボランティアが「いる」が57．0％、「いないが、今後、確保・採用予定」が7．9％、   

「いない」が31ユ％であった（図表25：。   

・平成20年10月における1施設あたりの常勤医師の平均人数は、r男性」73．6人、「女性」   

16．4人であり、1年前と比較して若干増加している（図表29）。   
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【医師責任者調査・医師調査】  

医師が所属している施設の開設主体は、医師★佳肴では「公立」が2‘．0％と最も多く、   

次いで「医療法人Jが22＿1％、「公的」が16．9％、「その他の法人」がl】．9％であった。   

医師も同様で、「公立」が254％と最も多く、次いで「医療法人」が17．4％こ「公的」が  

16▼9％、rその他の法人」がl〕．9％であった（図表g5）。  

施設基準届出状況は、医師責任者、医師ともに「ハイリスク分娩管理加算届出施設」が   

そ九ぞれ68．1％、了5．5％と最も多く、次いで「医師享登作業補助体制加算届出施設」が   

それぞれ61．3％、54．g％、「入院時医学管理加算届出施設」がそれぞれ1gj％、18．4％で   

あった（図表90）。  

回答があった医師の性別は、医師兼任者では「男性」が94．4％、「女性」が5．5％であっ   

た。医師ではー男性」が8〕．6％、「女性」が16．3％であった（図表91）。年齢については、   

医師責任者は平均5l．6歳、医師は平均40．1歳であった（図表92）。医師としての経験年   

数は、医師責任者は平均26．1年、医師は平均14，4年であった（図表錮）。また、調査対   

象病院での勤続年数は、医師責任者は平均Il．4年、医師は5．5年であった（図表95）。  

外来診療担当の有無は、医師責任者では「あり」が95．1％、「なし」が4．4％であった。   

医師では「あり」が91．5％、「なし」がg．】％であった（図表101）b 医師1人あたり1   

日の平均外来診療患者数は、医師賢住着は平均326人、医師は平均封．0人であった（図   

表102）。  

入院診努引こおける担当患者の有無については、「あり」がS7．0％、「なし」がlヱ．2％であ   

った（屈表103）。医師Ⅰ人あたりの担当入院患者数は平均10．9人であった（国表104）。  

直近1i眉間の実勤務時間の平均は、医師責任者は580時間、医師は6り時間であった   

（E妾105）。診療科別にみると、医師責任者ではー救急科」（62．6時間）が最も長く、   

次いで「脳神経外科」（62．〕時間）、「産科・産婦人科」（602時間）、「外科」（60，1時間）   

であった。医師では「救急科」（74．4時間）が最も長く、次いで「外科」（65．0時間、〉．「′、   

児科」（郎7時間）、「脳神経外科」「産科・産婦人科」（623時間）であった（図表10る〉。  

医師辛佳肴の平成20年10日1か月あたりの平均当直回数は、「産科・産婦人科」が2qO  

［司で最も多く、次いで「救急科」が2．了ユ回、「小児科」が2．1〕回、「脳神経外科」が17S   

回であった凸 平成19年Ⅲ月と比較すると当直回数は若干の減少となった（図表107、   

図表】D8）。平均連続当直回数は、「産科・産婦人科」が0．29回で最も多く、次いで「精   

称軋の0】6回であった（図表111、図表112）。   

医師事務作業補助体制加算の種類は、「25対l補助体制加算」が2．9％、「50対1補助体   

制加算」が41．9％、r75対l補助体制加算」が25．1％、「l00対1補助体制加算」が26．5％   

であった（国表65）。25対l補助体制加算の届出施設の許可病床掛こついては500床以   

上が800％を占めており、大規模病院が多かった（図表67）。  

t施設あたりの常勤の医師事競作業補助者致（美人敷）と給与総額（常勤）の平均は、   

「美人数」が5．0人、「（うち）医療従事経験者」が10人、r（うち）医療事蔑経験者1   

が2．9人、「給与総額」が119．8万円であった。なお、l人あたりの給与総領はユ4．0万円   

であった（図表68）。l施設あたりの非常勤の医師事務作業補助者数（美人数）と給与   

総額（非常勤）の平均は、「美人敢」が：と．6人、「（うち）医療従事経験者」が0．〕人、「（う   

ち）医療事務経験者」が0．9人、「給与総額」が374万円であった。なお、1人あたl－   

の給与総額は14．5万円であった（図表69）。   

医師事務作業補助者の配置状況については、「病院全体でまとめて配置している」が   

65．5％で最も多く、次いで「特定の診療科に配置している」がヱ0】％、「特定の病棟に配   

置している」が165％、「特定の医師に配置している」が97％であった（図表70）．   

・医師事務作業補助者の従事が「あり」という割合をあげると、「診断書などの文書作戊   

補助」では91二Z％（図表71）、r診療記録への代行入力」では4S、1％（図表7ヨ）、「医頼   

の質の向上に資する事務作業」でfi652％（図表T5）、†行政上の業務（救急医療情報 ′   

ステムへの入力等＝ では395％であった（図表77）。   

・医師事儲作業補助者の業務範囲につい■て、r院内規程等で明確にしでレ、る」が888％、用管   

味な部分がある」が7．4％であった（医卜表79）。   

・個人情報保護上の問題の発生の有軌こ・ついては、「発生した」という同質はなかった（」   

表SO）。  

ハイリスク分娩管理加算の届出状況は「届出をしているがぶ＝％、「現在il届出なl   

今後届出を行う」が0、S9も、r届出三をしていない」が〕てフナこ，だった（L乱売Rl）。′㌧イリ   

ク分娩管理加算の届出が受理された時朝は、平成コロ年4月」がg7■7りムて最も多かノ   

（図表821。   

・平成19年と平成20年の同月で分娩件数を比較すると、9月、】0月Tう前年より若干〝【吾   

加となった（図表只3）。′イリスク分娩管理加害〔り算定回数については、平成】9年し’ト扁   

月と比較Lてコ倖近くに増加した（図表き4）レ  



取り組んでいる勤務負担軽減策の効果については、効果があった（ー効果があった」十  

†どちらかといえば効果があった」）の回答割合が最も高かったものはー医師事務作業  

補助者の配軋（72．g％）で、次いで「常勤医師の増則（70．7％）、r非常勤医師の増員J  
（67．8％）、「医師業務看護飾等コメディかレへの移転」（‘6．4％）であった掴表140）。  

平成20年4月以降の経済面での処遇の変化として基本給（賞与を含む）についてみる  

と、r増額したjが6．8％、r変わらないJが8ユ．0％、r減額した」が5j％であった．診  

探科別では、脳神経外科おょび産科・産婦人科で増額した」との回答割合が他の診療  

科と比較して若干高かった．一方、救急科では「減額した」との回答が他の診療科と比  

較して高くなっている（図表141）。同じく勤務手当についてみると、小児科、脳神経外  

科、産科・産婦人科、救急科で「増額したjが全体平均を上回った（図表14九  

平成20年】0月における医師個人の勤穂状況については、医師責任者、医師ともに、1  

年輸と比較して「変わらない」（それぞれ47＿7％、49．8％）が最も多く、悪化した（憶  

化した」＋「どちらかといえば悪化したJ）がそれぞれ37．8％、34．8％、「改善した（r改  

善した」＋「どちらかといえば改善したJ）がそれぞれ1ココ％、14一卵白であった（国表  

143）。  

医師個人の入院診療に係る菓横負掛こついては、医師責任者は「軽減した」が13・占％、  

一変わらない」が6l．0％、r増加した」がヱ）＿蕗であった。医師は鳩滅したjが10．‘％、   

r変わらないJが61．2％、「増加したjが26．5％であった（図表＝5）。  

外来診療に係る業務負担については、医師責任者は「軽減した」が7．5％、「変わらない」  

が54．】％、咽加レた」が35．7％であった。医師はー軽減した」が5・0％、「変わらない」  

が53．7％、「増加したjが〕8．8％であった（国表147）。  

病院内の診療外菓掛こ係る莱遠負担については、医師責任者は「軽減した」が2．0％、r変  

わらないjが42．5％、r増加したJが54．9％であった．医師は鳩渡した」が川％、「変  

わらない」が57．2％、「増加した」が40．4％であった（図表149）。  

病院内における教育・指導に係る美妓負担については、医師責任者はー軽減した」がl．8％、   

r変わらない」が郁．2％、r増加したJが37．5％であった．医師は「軽減した」が1・9％、   

r変わらないJが‘3．6％、r増加した」が刀．E％であった，（臨衰151）。  

医師責任者の管理業務に喋る業欄負担については、「軽減した」がl・0％、r変わらない」  

が49．9％、r増加したJが48．‘％であった（図表153）。  

夜間・早朝の軽症救急点者数については、医師責任者が回答した自らが泡当診療科とし  

ては「減少した」が9．1％、「変わらないJが7l．1％、「量鬱加した」が16．0％であった．  

医師では「減少した」が7．5％、r変わらない」が70．1％、r増加したJが2l．0％であっ  

た（図表155）．  

医師の平成20年10月lか月あたり平均当直回数は、「救急科」が5．48回と最も多く、  

次いで憧科・産婦人削が4．51臥「小児科Jがユ．48臥偶神経外科」が3．0】回で  

あった．平成19年10月と比較するとやや減少しているものの、依然として高い水準で  

あった（図表】09、国表110）。平均連続当直回数は、「産科・産婦人科」這ミ0．40回で最  

も多く、次いでー救急科」の0．38回であった（図表113、図表l】4）。  

各診療科の状況について医師責任者に回答していただいた結果、入院診療での黒請負担  

の変化については「軽減した」が7．3％、r変わらない」が47．4％、「増加した」が4ココ％  

であった。（図表l＝）。また、外来診療での業務負担の変化については、r怪接した」が  

‘．0％、r変わらない」が5i．4％、r増加した」が38j％であった（図表122）。各診療科  

における夜間・早朝の軽症救急患者数の変化については、r減少した」が9．1％、r変わ  

らない」が7l．1％、「増加した」が16．0％であった（図表127）．  

医師責任者がみた各診療科の医師の勤扶状況の変化については、r変わらない」（41j％）  

が最も多く、次いで「どちらかというと悪化したj（21．4％）、憶化した」 

ちらかというと改善した」（1l＿5％）、r改善した」（5j％）の順であった。診療科別にみ  

ると、r改善したJ「どちらかというと改善したJの合計では「救急科j、r産科・産婦人  

科」およぴr小児科」が、また、「悪化したJ「どちらかというと悪化した」の合計では  

r精神糾およぴr脳神経外科」が、いすれも全体平均を上回っている（図表128）。  

平成20年10月における、各診戻科の常勤医師数は、平成19年10月と比較すると大き  

な変化はみられなかった（図表130）。   

平成20年10月における、各診療科の常勤医師l人あたり月平均残業時間の変化につい  

ては、r救急科」で若干減少したものの、「脳神経外剛（4占，7時間）に次いでヱ番目に  

長いなど、依然として高水準となっている．ー救急科」以外の診療科では、月奴業時間  

の平均は増加している（図表lコ2）．  

平成20年】0月における、各診療科の常勤医師1人あたり月平均当直回数の変化につい  

ては、r産科・産婦人科」（4．8回）、r救急削（4．2回〉、r小児科」（3．5回）が依然とし  

て他の診療科と比較しても高い水準であった（図表134）．   

平成20年10月における、各診療科の連続当直をした医師の延べ人】如こついては、r産  

科・産婦人科」（1．7人）と他の診療科と比較して高い結果となった（図表135）。   

各診療科の医師の退職者数は、男桂の常勤医師については一棟神科Jr外科」r救急科J  

が他と比較して多かった（図表1コ6）。   

各診療科が取り組んでいる医師の勤務員担軽減滞としては、「医師手旗作業補助者（医  

療クラーク）の配軋（～0．4％）が最も多く、次いでー医師業務の看ザ師等コメディカル  

ヘの移転」（29．0％）、r常勤医師の増員」（2】．ヱ％）、r当直翌日の残業なしの配慮」（19．0％）  

であった（図表137）．  
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診断書、珍廃線・処方せんの記厳の補助の効果について医師事務作業補助体制加算の加  

算稚煩別にみると、全体ではー効果があった」と rどちらかといえば効果があった」の  

合計が81．2％、「どちらともいえないjが．11j％、「効果がなかったJとーどちらかとい  

えば効果がなかった」の合計が6．7％であった。体制加算が高くなるほど、「効果があっ  

たJと「どちらかといえば効果があった」の合計が高くなる傾向がみられた（図表167）。  

主治医意見雷の紀鮫の補助に関する美瑛分担の効果については、r効果があったjとーど  

ちらかといえば効果があった」の合計が医師責任者では77．5％、医師では占l．8％であっ  

た。なお、医師ではー効果がなかったjが15．1％と、医師責任者（5，0％）の3倍の割合  

を示している（図表1‘8）．   

主治医意見書の紀載の補助の効果について、医師事扶作業補助体制加算の加井種類別に  

みると、全体では「効果があった」と「どちらかといえば効果があったJの合計が80．8％、   

rどちらともいえない」が11．9％、r効果がなかったJと rどちらかといえば効果がな  

かった」の合計が“％であった。体制加算がホくなるほど、「効果があった」とーどち  

らかといえば効果があった」の合計が高くなる傾向がみられた（図表l‘9）．   

診森や検査等の予約オーダリングシステム入力やt子カルテの入力の代行に関する業  

務分担の効果については、「効果があった」と rどちらかといえば効果があった」の合  

計が医師責任者ではT2つ％、医師でIi4g．5％であった。なお、医師ではr効果がなかっ  

た」が2エコ％と、医師責任者（5．2％）の4倍以上の割合を示している（図表170）。  

診察や検査眉の予約オーダリングシステム入力や電子カルテの入力の代行の効果につ  
いて、医師事瑛作業補助体制加算の加算種類別にみると、全体では「効果があったj と  

「どちらかといえば効果があった」の合計が72，，％、「どちらともいえない」が17．8％、   

r効果がなかった」と「どちらかといえば効果がなかった」の■合計が7．4％であった。  

25対l補助体制加算、50対1補助体制加算の施設でIま他と比較して「効果があった」  

と「どちらかといえば効果があったjの合計が高かった（図表171）。   

滅菌釜材、衛生材料、畜類、検体等の院内物品の運搬・補充に関する業務分洩の効果に  

ついては、r効果があったj と rどちらかといえば効果があった」の合計が医師責任者  

では7ユ．名％、医師では49．‘％、rどちらともいえないjがそれぞれ19．4％、3ユ．7％、r効  

果がなかった」と「どちらかといえば効果がなかった」の合計がそれぞれ5．6％、16．2％  

と、両者の間に大きな差異がみられた（固表172）。   

患者の移送に関する業務分担の効果については、「効果があった」と「どちらかといえ  

ば効果があった」の合計が医師責任者では7】，‘％、医師では嘱j％、「どちらともいえ  

ない」がそれぞれ20．7％、31．5％、r効果がなかった」と「どちらかといえば効果がなか  

ったjの合汁がモれぞれ4，E％、2l．7％と、両者の間に大きな差異がみられた（図表173）。   

医師責任者が日常業主別こおいて負担が最も重いと感じる業務として、回答が最も多かっ  

たものは、内科、小児科、外科、救急科ではー病院内の診療外業溺」（それぞれ2対％、  

24j％、3“％、32．‘％）、精神札整形外科、産科・産婦人科では「外来珍軌（37．9％、  

3l．0％、26．1％、28．2％）、脳神経外科では「入院珍軌 色l．3％）であった（図表156）．   

医師が日常集壬引こおいて負担が最も重いと感じる業溝として、盈形外科以外のすべての  

診療科において「当直」が最も多い回答となった．内科では29．7％、精神科では2さ．4％、  

小児科では45．】％、外科では2（；．8％、脳神経外科では3l，2％、産科・産婦人科では37．7％、  

救急科では朝．0％であった。なお、整形外科では「外来診療」（29．5％）が最も多く、次  

いで「当直」（27．6％）であった（国表157〉．   

医師にとって負担が王いと感じる集掛ま、「診断書、診ま録・処方せんの記載」（50．8％）  

が最も多く、如、マ「主治医意見暮の記軌（朋ユ％）、r検査の手廟や入院の説明こ慢性  

疾患患者への療養生活等の税明」（29．0％）、r診察や検査等の予約オーダリングシステム  

入力やt子カルテの入力j（ユ7．6％）であった（図表160）．   

勤務医負担軽減策に関する計画の粗知度は、医師★住着ではー内容も含め知っているJ  

が38，4％、「あることは知っているが内容は知ちない」が柑1％、r知らない」が42．2％  

であった。医師は、「内容も含め知っているJが＝．，％、「あることは知っているが内容  

は知らない」が17」】％、r知らないJが6”％であった（図表l‘l）．   

業猿分担の進捗状況についてみると、医師責任者、医師ともに r診断書、診療録・処方  

せんの記載の補助」（それぞれ31．5％、29．4％〉が最も多く、次いで「主治医意見書の記  

載の補助」（臼．5％、2】．2％）、「静脈注射・留置針によるルート確保」（18．0％、17．2％）、  

「オーダリングシステム入力・電子カルテ入力代行」（l‘0％、14．0％）、「入院説明等の  

療養生活等の税明」（14．9％、1l．0％）であった（図表1占】）．  

実施している業務分担の効果については、‾静脈注射及び留置針による／レート確保では、   

r効果があった」と「どちらかといえば効果があったjの合計が医師責任者では7，．5％、  

医師では‘“％であ、つた（図表l‘4）．   

薬剤の投与iの瞬整に関する業務分担の効果については、r効果があった」と rどちら  

かといえば効果があったJの合計が医師責任者では7割を超えているのに対し、医師で  

は4割程度に留まっている。なお、「効果がなかったj「どちらかといえば効果がなかっ  

た」の合計が医師では約）割と、医師責任者の3倍以上の割合を示している（図表1‘5）。   

診断書、診療録・処方せんの記載の補助に関する業捷分担の効果については、「効果が  

あった」と「どちらかといえば効果があった」の合計が医師責任者では了8．8％、医師で  

は6B．4％であった。なお、医師では「効果がなかったjが12．5％と、医師責任者（41％〉  

の3倍以上の割合を示している。（図表166）。  



・夜間・休日の救急医疾等における診探の優先順位の決定に関する業務分担の効果につい   
ては、「効果があった」と「どちらかといえば効果があった」の合計が医師責任者Pは   

5！2％、医師では柑．5％、「どちらともいえない」がそれぞれ〕〕6％、4l．4％、「効果が   

なかった」と「どちらかといえば効果がなかった」の合計がそれぞれ152％、40】％と   

両者の間に大きな差異がみられた（図表174）。   

・入院中の療養生活に関する対応に附する業務分担の効果については、「効果があ′〉ヒ」   

と「どちらかといえば効果があった」の合計が医師貰佳肴では丁5勺％、医師では4け滝、   

「どちらともいえない」がそれぞれ1g，】％、30g％、r効果がなかった」と「どちらかと   

いえば効果がなかった」の合計がそれぞれ5．6％、26g％と、両者の剛こ大きな差異がみ   

られた（図表175）。   

・検査の手順や入院の説明、慢性疾患患者への療養生活等の説明に関する業務分担の功異   

については、「効果があった」と「どちらかといえば効果があった」の合計が医師キ佳   

肴では7且．ヱ％、医師では49名％、「どちらともいえない」がそれぞれ14．8％、2‘，8％、「効   

果がなかった」と「どちらかといえば効果がなかった」の合計がそれぞれ5．6％、2コ9％   

と、両者の間に大きな差異がみられた（図表176）。   

・診察前の事前面談による情報収集・補足説明に関する業務分担の効果については、「効   

果があった」と「どちらかといえば効果があった」の合計が医師t任看では75＿9％、医   

師では35．0％、「どちらともいえない」がそれぞれ161％、33．9％，、「効果がなかった」   

と「どちらかといえば効果がなかった」の合計がそれぞれ7．6％、300％と、両者の間に   

大きな差異がみられた（図表177）。   

・カンファレンスの準備等に関する業務の業務分担の効果については、「効果があった」   

とrどちらかといえば効果があった」の合計が医師責任者では71．7％、医師では35．5％、   

「どちらともいえない」がそれぞれけ．7％、コ4．9％、「効果がなかった」と「どちらかと   

いえば効果がなかった」の合計がそれぞれ8．5％、29，6％と、両者の間に大きな差異がみ   

られた（図表17写）。   

・カンファレンスの準備等の実動こ関する菓検分担の効果について、医師事務作業補助体   

制加算の加算種類別にみると、全体ではr効果があった」と rどちらかといえば効果が   

あった」の合計が75．0％、「どちらともいえない」が】9．5％、r効果がなかった」と「ど   

ちらかといえば効果がなかった」の合計が5＿5％であった。25対l補助体制加算では他   

と比較して「効果があったjと「どちらかといえば効果があった」の合計が高かった個   

表179）。   

・医師の残業時間の変化は、全体では「減少した」が85％、「変わらない」が62．6％、「増   

加した」が27．0％であった（監安川0）。  

医師が当直後早く帰宅できるかについては、全体では「はい」が19．4％、「いいえ」が  

72．6％であった。救急科、小児科では「はい」の割合が全体平均の約2保と高し、割合を  

示した（図表l名1）．   

医師が当直の翌亡＝こ仮眠をとれる体制であるかについては、全体では「はい」がto9％、  

「いいえ」が8l．0％であった。小児科では「はい」が19＿3％、救急科では∴ほ．5％と、他  

と比較して高い割合を示した（図表1g2）。   

医師が連続当直にならないようなローテーション等の配慮があるかについては、全体で  

は「はい」がγ0％、「いいえ」が14．7％であった。この傾向はどの診療科においても  

ほぼ同様であるが、小児科および救急科では「はい」の割合が全体平均と比較して高か  

った 〈図表柑3）．   

医師に自らの経済面での処遇の変化についてたずねたところ、基本給について、全体で  

はr増えた」が12．0％、「変わらない」が79．5％、「減った」が6．0％であった（図表1g4）。  

同様に手当について、全体では「増えた」が7．6％、「変わらない」が866％、r減った」  

が2．3％であった。この傾向はどの診療科においてもほぼ同様であるが、産科・産婦人  

科では丁増えた」が1写3％と他と比較してZ倍以上の高い割合となっている（図表柑5）。   

医師の今後の意向については、全体では「できれば今の職場で働きたい」が5g．4％、「で  

きれば別の病院に異動したい」が】8．1％、「できれば別の診療科に異動したい」が0．4％、  

「できれば別の職軌こ異動したい」が2．9％、「できれば開業したい」が5．7％、「できれ  

ば診療を辞めたい」が5．0％であった（図表186）。  

厚生労働省保険局医療珠委託事業「平成20年度診療報酬改長の結果検証に係る特別調査」  

病院勤務医の負担軽減の実態調査 調査票（施設票）  

※ 以下のラベルに、tE書号、ご回答毒のお名前をこⅧ入ください．また．施設名．所在地をご確認の上、   
記載内容に不すがこざいましたら．赤暮きで膵正してください．ご記入頂いたt話手号、お名前は．本調   
査の照会で使用するためのものであり．それ以外の目的のために使用することはございません．また．適   

切に保管・t増しますので、ご記入くださいますよう、よろしくお∫い申し上げます．  

※木調壬幕は、卿入ください．  
Xご回答の際Tま、あてはまる…んでください．また、（）内には岬  
蔓をご記入ください．（）内に入る熟すがない場合には、「0（ゼロ〉」をご記入ください．  
楽岬す．  

1．★施設の状況についてお伺いします。   



施設素  
3．病院勤務医の状況等についてお伺いします。   

①貴院では、盟剋星座は何人いらっしゃいますか．平成】9引0月ならびに平成20年10月の去ム塾を   

鯵療科別男女別にご記入ください．  

平成19年1d月  平成20年相月  

男性  女性  男性  女性   
1）病杭全件の医師  人  人  人  人   
り 内科の医師  人  人  人  人  
2）精神科の医師  人  人  人  人  
3）小児科の医師  人  人  人  人  
4）外科の医師  人  人  人  人  
5）脳神経外科の医師  人  人  人  人  
6）整形外科医師  人  人  人  人  
7）産科又は産婦人科の医師  人  人  人  人  
8）救急科の医師  人  人  人  人  

（                                                                                                                                   g）その他の医飾  

人  人  人  人   

②凋24蕗肘以上の軌掩をl一でいる非鷲勤医嘘の平成19年相月ならびに平成20年川即こおける去ム諷を   

診療科別男女別にご記入ください．  

平成19年10月  平成20年10月  

男性  女性  男性  女性   
り 病院会件の医師  人  人  人  人   
り 内科の医師  人  人  人  人  
2）精神科の医師  人  人  人  人  
ユ）小児科の医師  人  人  人  人  
4）外科の医師  人  人  人  人  
5）脳神経外科の医師  人  人  人  人  
（6）整形外科医師  人  人  人  人  
（7）産科又は産婦人科の医師  人  人  人  人  
（8）救急科の医師  人  人  人  人  
（9）その他の医師  人  人  人  人   

③黛勤医師ならT封＝遇封時間以上の勧推をLている非鷲勒医師l－づいて 医師1人当たり平均当直回   
奴（小数点以下第1－位まで）及び医師全■の連続当直回数の合計値を鯵庶科別にご記入ください．  

平成用年tO月  平成20年10月  

平均当直回数   拙直の合柏数    平均当直回数    軸当直の合計回数  
常勤  非常勤－  常勤  非常勤   常勤  非♯勤  常勤   非常勤   

1）病l完全体の医師  ．回  ．回  回  回   ．巨】  ．回  匝】   回  

（1）内科の医師   ．回  ．匡】  【司  回   ．回  ．匡】  匝l   回  

（2）精神科の医師   ．回  ．匝】  匝】  回   ．回  ．阿  回   回  

（3）小児科の医師   ．回  ．【司  回  回   ．匡l  ．回  匝Ⅰ   匝】  

（4）外科の医師   ．回  ．垣】  回  回   ．【司  ．回  巨】   匡】  

（5）脳神経外科の医師  ．匝I  ，回  匝1  回   ．匡l  ・．回  回   回  

（6）整形外科の医師   ．巨】  ．回  回  回   ．回  ．回  回   巨】  

口）産科又l拗人科の医師  ．恒】  ，回  回  回   ．巨】  ．回  【司   回  

（8）救急科の医師   ．回  ．回  回  回   ．匡l  ．巨】  回   匝】  

（g）その他の医痢ト   ．回  ．桓】  回  回   ．回  ．固  回   匡l   

2，患者数等についてお伺いします。  

平成19年10月   平成20年10月 

1）外来癒着数（初診）   人   人   
2）外来患者延べ人数（再診）   人   人   
3）救急搬送による外来患者眉べ人数   人   人   
4）上記1）のうち、初診に係る選定療養の  

実費敵収を行った患者数   人   人   

（診1か月の入院患者敷についてご正人ください．  

平成19年10月   平成20年10月   

り 新規入院患者塾   人   人   
2）救急船送により緊急入院した患者数   人   人   
3）退院患者数   人   人   
4）診療情報捷供料を算定した退院患者数   人   人   
5）転帰が治療であり通院の必要のない   

退院患者数   人  人  

6）月末在院患者勉   人   人   

4，病院勤務医の負担軽減策の実施状況等についてお伺いします。  
③貴院では、平成ZO年4月以降．医師の経済面での処遇を改著しましたか．   

・改警した → 質周③‾tへ  2・変わらない → 6ページの5・①へ  

③－1医師の経済面での処遇改書内容としてあてはまるものに○をつけてください．  
※あてはまる事号すべてに○  

1．基本給（賞与を含む）を増やした →質問③－2－lへ  

2．手当を増やした  →耳間8）－2－2へ  

3，その他  →貫問（》一之－3へ  

十★＋＋＋  

③－2－1「1．基本給（王与を含む）を増やした」施設の方にお伺いいたします．その対た  
医師は経ですか．栄あて1土まる響号すべてに0  

／  

1．医師全■  

2．惰定の診療科に勤続する医師 ※あてはまる診療科ナペてに○  

〔 

科 
一産 科 

． 

3．特定の医師 嶺あてはまるものナべてに0  

脚鵬‘期’ 

〕  

〔 
・ 
（． 

※あてはまる番号すべてに○  

〕  
③－2一之「2．手当てを増やした」施投の方にお伺いいたします．その対1医師は経ですか。  

1．医師会A  

2，特定の診療科に勤務する医師 汝あてはまる診療科ナペてに○  

〔 

科 
は産 科 

鼻 
3．特定の医師 ※あてはまるものすべてに0  

4■専門研虻堰‘後’ 

〕  

〔 
手術師 

（1 

※あてはまる暮号すべてに0  

〕  
③－2－3「3．その他」を選択した施設の方にお伺いいたします。その対象区師は経ですか。  

1．医師全見  

2．特定の診療科に勤続する医師 ※あてはまる診療科ナベてに○  

〔 

科 
は直 科 

人 
3．特定の医師 ※あてはまるものすべてに○  

〕  

〔 
手術師 

（． …モ至芸慧…曇芸警≧芸濃4灘医－？’〕  

G）書院では、次のような医師の九担程ょ策を取り組んでいますか．取り細んでいる場合は、8〉いつか   
ら、セリ場んでいますか．また、b）書院のや組み内容を具体的に記入してださい．   

※回答欄の選択肢中にある「計画」とはrl一株医員担の軽減に賀する計画Jを持します．   

1．取り」阻んでいる  

8）いっから→（1．平成20年3月以前 2．平成20年4月以降） 
b）取り組んでいる具体的な内層  

l）医師・書証締等の業務分担  
〔  

2．計画にあるが、具体的に取り組んでいない  

3．蓼十画にない  

〕  

4．モの他（人体的に  ）   

1．取り組んて～、る  

さ）いつから→（1．平成20年3月以前 2．平成20年4月以降）  
b）取り組んでいる具体的な内容  

2〉医師事務作美楕助体制  
〔  

2．計画にあるが、具体的に取り組んでいない  

3．雷十画にない  

〕  

4．その他（▲体的に  ）   

1．取り組んでいる  

且）いつから・→（1．平成20年3月以前 2，平成20年4月以降）  

b）取り組んでいる具体的な内容  

3）短時間正頒雇用の医師の着用  
〔  

2．計画にあるが、具体的に取り細んでいない  

3．計画にない  

〕  

五その他（鼻体的に  ）   

1．取り組人′でいる  

さ）いつから→（1．平成20年3月以前 2．平成20年4月以降）  

b）取り組んでいる具体的な内容  

4）連枝当直を行わない勤翔  
シフト  〔  

2．計画にあるが、具体的に取り組んでいない  

3．計画にない  

〕  

4．その他（人体的に  ）   

1．取り用人′でいる  

a）いつから→（1．平成20年3月以前 2．平成20年4月以降）  

b）取り組んでいる具体的な内容  

2，計画にあるが、具体的に取り組んでいない  

3．一汁i軒にない  

4，その他（人体的■に  

②上紀①の項目り”5）以外で、貴  
院で取り組んでいる医師の員  
坦軽減策がある場合、その内容  

を具体的にご記入ください。  ）     ．  
5）当直後の通常劃俄に係るE慮            〔      〕  



施設薫  
②「医師事務作業補助体軌加井Jの届出が受理   
されたのはいつですか。  

5 左隠匿畳豊里星担鼻についてお伺いし夏す。   

施設基革¢＿昼農地堵台1∴のの質凹應⊥塵j二⊥三見豊く】た主上）  
平成20年（  ）月  

③当該加算の有無とは別に、医師の事務作美を   

補助する専従者をt配置した時期はいつです   

か。  

平成（  ）年（  ）月  

（   ）対1補助体制加算  （凱医師事務作業補助体制加算の種類  

⑤医師専権作業補助者（専従者）の英人数、給与総額を常勤い非♯勤別にこ記入ください。  

（  ）人  （  ）人  り 美人拉（平成20年10月）  

（  ）人  （  ）人  a）上記1）のうち 医療従事経験者  

（  ）人  （  ）人  b）上記l）のうち、医療手持経験者  

約（  ）万円  約（  ）万円  2）給与総額（平成20年10月1か月）  

⑥医師半株作業補助者はどのように   
配置していますか。   

※あては去る暮雪ナべてに○  

1病院全体でまとめて配置している  

2 特定の診療科に配置している  

3 特定の病棟に配置している  

4 特定の医師に対して配置している  

5．その他（具体的に  

場合は r】．あり」に、従事していない場合は「2．なし」に0をつけてください。   
2）各項目の業務内専を主に担当しているのは誰ですか。あてはまる番号1つに○をつけてください．  

1）医師事務作美補助者の 従事＃○は1つ  2）主な担当者■ 或0は】つ   

A．診断書などの文書作成補助   1．あり  3．その他（   2．なし  1，医師2．医師事務作業補助者   ）   
1．あり    2．なし   1．医師2，医師事務作業補助者  ⑦1）加算の届出以降、以下の各項目（A－∈）について医師事務作業補助者が実際に従事している                            B．診療吉己録への代行入力         3．その他（   ）   

C．医療の賞の向上に糞する事務作美  1．あり    2．なし   1．医師2．医師事雇作業補助者  
3．その他（   ）   

D 行政上の菓拝   

（救急医環情報システムヘの入力等）  3．その他（  1．あり    2 なし  1．医師 2．医師事務作業補助者              ）   

E■その他〔圭抑  〕  1 あり    2．なし  1．医師2．医師事模作菓補助者 3．その他（  ）   
1院内規程等で明確にしている  

2．曖昧な恕分がある  

明確になっていますか．  ⑥医師事務作業補助壱の業務誌囲は         で的に  
3．その他（具体的に  

〕  

）   

・ ・・・   

・よ ∴ …‾ご、lニー■？ニー「∴  」＿ ＿．＿＿＿＿．‥＿＿…． ∴＿⊥＿＿ j  
施設景  

⑤「ハイリスク分娩管理加井」について、具体的な問題一要望等がござい苦したら、ごた入ください。  

8．病院勤務医の負担軽減について、今後の課環・ご要望等のご意見がございましたら、  

ご曹己入ください。  

以上でアンケートは終わりです。こ協力いただきまして、ありがとうこざいました。  
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医飼■圧葛寮  

厚生労働省保険局医療課章托手業「平成20年虔診環報謝改定の得果検証に係る特別調査」  

病院勤務医の負担軽減の実態調査 調査票（医師責任者票）   

平成20年4月の珍療報酬改定により、病院勤務医の負担軽減に関する見直しが行われました．この改定による   
影早を検証するため、病院勤務医の負担軽減の状況の変化等を把偏することを主な目的として、本アンケートを   
実施させていただきます．本調査の結果は、診療報酬改定に係る放論の際の基礎資料として利用層せていただき、   

それ以外の目的には使用いたしません。また調査結果はとりまとめの上、公表いたしますが、とりまとめ及び公   
表に際しては個人情報等に配慮するとともに、調査実施の趣旨以外の目的では使用いたしません．   

お忙しい中大変申し訳ございませんがご協力くださいますようお願いいたします。  

※抑 」且温度  
科の抑り、この調査票を受け取った病院   

※回答の際は、あてはまる番号を○（マル）で囲んでく去皇吏．特に断りのない限り、○は1つだけ囲んでくださ   
い．  

冗（）内には盈脚用屑等をご記入ください．（）内に数址を記入する設問で．該当なしはrO（拙   
套、わからない犠合は「－」をご記入ください．  

※ご回答いた 

1．あなたご自身とあなたが管理している診療科の状況（平成20年10月末現在）についてお伺いします。  

医師■圧畜鋼  
3・鼠診掴している診療科）の業務負担（平成20年10月末現在）についてお伺いします．  

医師1圧右肩  

4．辛診錬科における医師の勤務員担軽減策の取組み状況等（平成20年18月末現在）についてお伺いします．  

①t）且謹選剋では．医師の勤務負担の軽減策として、以下の8）－i）の取組みを行っていますか．取り   
細んでいる場合，りの回答欄の該当のアルファベット■（8－i）を0で霞んでください．   

2）取り組んでいる場合、医師の勤務員担軽減上の効果についてあてはまる番号を○で臨んでください．   

※r効果があった」を「5人「勤まがなかった」を「りとして5投鮭で押値し、鋲当の書号にモれぞれ1つだけ   

0をつけてください  

り 取  

り 租 ん で  

い る 内 昏   

■）医師業法の看良師零コメディカルヘの移転   a    5  4  3  2  

b）邑師事苓作業補助者（医療クラーク）の配ヰ   b    5  l  3  2  

G）常勤医師の増員   C    5  4 ■  3  2  

の非♯動医師の増▲   d    5  1  3  2  

●）短時〝l勤輝の導入   e    5  4  a  1  1   

†）連続当直を行わない動樺シフト体制   5  ■  3  2  

l）当正翌日の践纂なしの配慮   g    5  4  3  2  

h）当正翌日の仮眠をとれる体鋼   h    5  4  3  2  

i）外来診療時間の短繊   5  ．4  3  2  

②上記①以外で、卿で取り組んでいる医師の勤扶久担軽減策があれIf、その内容をお暮きください．   
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医師礪圧苔票  医師■圧青票  
5 病院勤務医の負担軽減についての課題等、ご意見がございましたら、ご自由にお書きください。  

F4月以降、t護ヰ員、看護補助者、医師事務作手補助者（ 

転すj5など、纂精分担が；量んだものがあれば、1）の巨】答欄 

この効果についてあてはまる書号を○で団んでください，   

内物品の運搬・補充      5  4  3  2  

g    5  4  3  2  

ま先職位の決定   h    5  4  3  2  
）活動に関する安♯度、  ロ    5  ■  3  2  ■   

への♯暮生活等の説明      5  4  3  2  ■   

足的な王党明   k    5  ■  3  2  

5  4  3  2  

m    5  4  3  2  

③1）以下の纂荏内容（a一雨）のうち．平成20  

2）兼題分担を進めた場合、  兼務負担の転糞上  
凛「効1があった」をr5」．一助1がなかった」を  

8）静脈注射及び留置針によるルート確保  

b）薬剤の投与暮の調整  

c）診断書、診療録及び処方せんの妃戴の補  

の 主治医書見暮の記載の補助  
○）診需や捜査等の予約オーダリングシステ   
入力の代行  

の 濾菌重臣材、衛生材料、暮類、検体等の院  

■）患者の移送  

夜間・休日の救急医療等における診療のせ  
入院中の療養生活に関する対応（病棟内の  

食事の変更零）  

」）検壬の手瞞や入院の説明、サ性疾患患者  

k）診察前の事前の面談による情報収集や補  

l）カンファレンスの準備等の兼務  

q）モの他（員体的に  

アンケートにこ協力いただきまして、ありがとうこさいました。  

194  

卜、＿‥＿＿＿＿、」  
医師票  

2．医師の業務負担（平成20年10月末現在）についてお伺いし吉す。   
厚生労働省保険局医提諜委託事業「平成20年虔診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」  

病院勤務医の負担軽減の実態調査 調査票（医師票）   

平成如年4月の診療報酬改雇により、純勤務医の負担軽減に関する見直しが行われました。この改定による   
影響を捜証するため、病院勤務医の1担軽減の状況の変化等を把握することを主な目的として、本アンケートを   
実施させていただきます．本研董の結果は、診療紺改定に操る議論の際の墓磋★料として利用させていただき．   

それ以外の目的には使用いたLません。また、調査結集はとりまとめの上、公表いたしますが、とりまとめ及び   
公表に度しては個人情報等に印するとともlこ、調査実施の趣旨以外の目的では使用いたしません．   

お忙しい中大変申し訳ございませんがこ協力くださいますようお＃いいたします．   

※三の「医師稟」は、病院に勤務している医師の方を対象に、集積負担の状況等についてお伺いするものです．  

特に断りのない限り、この調査票を受け取った病岬  
※回答の際は、あてはまる寺号を0（マル）で翻＆王ください．特l＝断りのない限り、○は1つだけ囲んでくださ   

い．  

※（）内には具体的な散乱用語零をご記入ください。（）内に数値を記入する設問で、該当なしはエ旦Å旦旦山   
を．わからない場合は「－」をこ記入ください．  

※ご回答いただいた調査某は、調査期限までに病院の開設者・管理者に封筒に入れた状態で提出してください。   

1あなたご自身（平成20年10月末現在）についてお伺いします．  



医E謬霹  医師寮  
⑩以下の暮群のうち、あなたにとって負担が1い業務lよどれですか．この他に、負担の1い稟請があれば．r13．その他J   

の（ ）内にその文殊の内容を具体側に紀入してください． 黒あてはまる暮号すべてに0  ⑬1年前と比較して、あなたの実際の残業時間はどうなりましたか．※○は1ったけ  

1．増加した  2．変わらない  3．減少した  1．静脈注射及び留置針によるルート確保  

2．薬剤の投与1の調整  

3．診断書、診療録及び処方せんの記載の補助  

4．主治医意見書の記敲の補助  

5．診察や検査等の予約オーダリングシステム入力や電子カルテの入力の代行  

6，滅菌器材、衛生材料、書類、検体等の院内物品の運搬・補充  

7．患者の移送  

8．夜間・休日の救急医尿尊における診療の優先順位の決定  

9入院中の療養生活に関する対応（病棟内の活鋸こ閑ナる安静度、食事の変更等）  

10．検査の手順や入院の税明、慢1生疾患患者への療養生活等の説明  

11．診察前の事前の面鮫による情報収集や補足的な説明  

12．カンファレンスの準備等の業務 ．  

13．その他（▲体的に  

⑳当直後の配慮についておうかがいします．獣0は1つだけ  

1．はい  2．いいえ  1〉当直翌日は早く帰宅できる配慮がなされていまナか．  

1．はい  Z．いいえ  2）当直翌日は仮眠書とれる体制が蓋ってい吉すか．  

3）連続当直にならないようなローテーション専の配慮がなされて  いますか．  1，はい  2．いいえ  

⑯平成20年4月以降、経済面での処遇についておうかがいし壬す．  

1）■描以外の理由で基本総（賞与を含む）に変化があり   

ましたか．文化があった場合、その金績もお着えくだ   

さい．  

1．増えた   2 変わらない  3．減った  

1か月当たりの変化した金額（  ）円  

2）昇格以外の理由で．鳩判厚生手当ではない、手術や当   

直寄の勤務手当に史化がありましたか．た化があった   

壇合．その金額もお答えください．  

1．増えた   2．変わらない  3．頻った  

1回当たりの変化した金額 （  ）円  

⑬病院の中でどのような取組みを実施すれば．あなたの勤凍状況は改響ナると思いますか．Å体的にご泣入ください．  

①】）以下の集戎内容（a－爪）のうち、平成20年l月以降、手技ヰÅ．看護捕助手．医師事務作業補助者（いわゆる「医  

療クラークj）等l＝業務（一郎でも）を移転するなど、稟塩分担が進んだものがあれば、1）の回答伽の放当のアル  

ファベット（a－■）をすべて○で臨んでください．   

21霊枝分担を進めたq合、巣篭負担の紘鶉上の効果についてあてはまる番号を0で協んでください．   

￥「効具があっhをr5上「勤王がなかった」をー＝としてS陛＃で押価し、躍当の暮雪l＝モれぞれlつだけ0をつけてください．  

2）葉叛負担の悦上の効果  り
業
穣
分
担
蓋
め
た
も
の
 
 
 

⑩あなたご自身の希望として、1も近いもの1つをお遊びください．※0はlつだけ  
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 
 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
 
 

効
果
が
な
か
っ
た
 
 

効
果
が
な
か
っ
た
 
 

1．できれば、今の職場（同じ病院一同じ診療科）で働きたい  

2．できれば、別の病院（珍療科11同じ）に異動したい  

3，できれば、別の診療科（病院は同じ）に異動したい  

4．できれば、別の職場（別の病院・別の診療科）に異動したい  

5．できれば、開業したい  

6．できれば、診療を辞めたい  

7．その他（具体的に  

a）楓脈注射及び留置針によるルート確保  

b）薬剤の投与長の調整  

⑳上記⑯を邁択した主な理由をお暮きください．  ¢）診断書、診療録及び処方せんの記載の補助  

d）主治医意見書の記載の補助  

8）診苓や検査等の予約オーダリングシステム入力やt子カルテ  の入力の代行  

∩滅菌器材、衛生材料、書鼠検体等の院内物品の違搬一補充  3．病院勤棟医の負担軽減についての珠樋等、ご意見がございましたら、ご自由にお書きください。  

ヱ）患者の移送  

H夜間・休日の救急医療等における鯵療の優先臓位の決定  

】）入院中の緻壬生為に即する対応絹捜内の活動に叫する安朋膚．食事   
の変更専）  

j）検査の手職や入院の説明、佳性疾患患者への環壬生話等の説明  

k）診察前の尊前の面談による情報収集や補足的な説明  

】）カンフ7レンスの準備等の業務  

n）モの他（て■体的に：  

アンケ‾卜にこ協力いただきまして、ありが許さい〒じた■   




